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巻 頭 言

教育的ニーズに応える訪問教育を
全国訪問教育研究会会長 猪狩恵美子

全国訪問教育研究会第 17 回全国大会は、瀬戸内海を見渡す岡山県倉敷市で開催されました。台風とぶつか
るのではないかと一時は大変危ぶまれましたが、無事、全国からたくさんの参加者においでいただき、充実

した 3 日間となりました。今大会も、現地、岡山の先生方の奮闘で、岡山の訪問教育の底力が発揮された大
会でした。

この 3日間を通して、訪問教育に再び、新しい風が吹いていることが感じられました。
実行委員長の山本先生からは「勘や生活経験のみに頼る教育から科学的な教育実践」への発展が提起され

ていましたし、記念講演では今川忠男先生（理学療法士・旭川荘療育センター児童院副院長）から新しい療

育の流れが紹介され、「『障害』ではなく、子どもを中心にみてみよう」という提起を受けました。これまで

の歩みを踏まえながら、「子どもが主人公の学校」「子どもをまるごととらえる」という中身をもっと、もっ

と充実させていくことが求められているといえます。

「学校が遠くて通えないけれど、ほんとうは毎日、学校へ行きたいんです。訪問教育だから、週 6 時間で
当然というのは納得できません」という、福島公子さん（岡山県訪問教育親の会）の発言は、その日の新聞

やテレビでも報道されました。社会的にも、共感が広がる願いであるということです。今回は、保護者分科

会が、新しい方の参加も得て大盛況だったというのが大きな特徴です。保護者がレポートを発表し、保護者

が先生を誘って・・・。「子どもに豊かな教育を」という保護者の願いが、授業回数や修学旅行の実施など具

体的な教育への要望として活発に語られたということです。

また、若い先生方、訪問教育ははじめてという先生方もたくさん参加され、財政状況など制度改善が容易

に進まない諸事情はありますが、「実践を深めたい」「できることは何だろう」という真剣な問題意識があふ

れていたように感じました。こういうみずみずしく、何よりもあたたかいまなざしこそが、子どもや家族の

ニーズに気づき、なんとかしたい－と手をつなぎ、輪を広げる原動力だといえるでしょう。

訪問教育に寄せられる願いや意気込みは、最終日の調査・研究報告にもみられました。「医療的ケアの全国

動向」報告（下川和洋先生：東京都立府中養護学校くぬぎ分教室）では厚生労働省の法的整備に関する調査

研究等、医療的ケアが必要な子どもの教育保障をめぐる検討や議論もゆっくりではありますが、着実に進ん

でいることがうかがえました。独立行政法人国立特殊教育研究所が平成 15 年度に実施した「訪問教育の実際
に関する実態調査」報告（大崎博史先生：同研究所）や「全国訪問教育マップ」報告（前原昌和先生：神戸

市立垂水養護学校）、「離島の訪問教育」報告（西村圭也：全訪研顧問）からは、各地で、不十分な教育条件

に悩みながらも、よりよい教育実践づくりが真剣にめざされていることが明らかになりました。

「不就学者の教育保障に向けて」（箟晶子先生：兵庫県立阪神養護学校砂子分教室）は最近、各地で課題と

してつぶやかれ始めていた、就学猶予・免除のまま成人期を迎えておられる方々が学校教育を受ける権利を

回復する課題を明確にしました。

「個々の児童生徒のニーズに応える教育」という理念が、我が国の教育を貫く原理となろうとしている今

こそ、子どもの「障害」や在籍の場に規定される訪問教育から、その子の教育的ニーズに基づいて、柔軟に、

豊かに追求される訪問教育への転換をめざしたいものです。そのためにも、たくさんの先生方に入会してい

ただき、教育実践を交流し、深め合う場として、また悩みを語り合い、支え合う場として、「頼りになる全訪

研」をごいっしょにつくっていければと願っております。

2004年 10月 記
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Ⅰ 全国訪問教育研究会第１７回全国大会報告
全国訪問教育研究会 第 17回全国大会概要
■大会テーマ■ 地域に根ざした訪問教育を育てよう ～より豊かに生きることをめざして～

■開催日時■ ２００４年８月２日（月）～８月４日（水）

■会場■ せとうち児島ホテル（〒 711-0926 岡山県倉敷市下津井吹上 303-53）
■主催■ 全国訪問教育研究会

■後援■
文部科学省・全国特殊教育推進連盟

全国肢体不自由養護学校長会・全国知的障害養護学校長会・全国病弱養護学校長会

(社福)全国重症心身障害児（者）を守る会・難病のこども支援全国ネットワーク

全国訪問教育親の会・独立行政法人国立特殊教育総合研究所・東京都訪問教育研究協議会

岡山県教育委員会・岡山県特殊教育諸学校長会・岡山市教育委員会・倉敷市教育委員会

岡山県肢体不自由児福祉協会・岡山県手をつなぐ育成会

岡山県重症心身障害児(者)を守る会・倉敷市心身障害児者父母の会

重度重複障害児(者)の幸せを願う会ますかっと・岡山県訪問教育親の会

ＮＨＫ岡山放送局・ＲＳＫ山陽放送・岡山放送株式会社（ＯＨＫ）・ＫＳＢ瀬戸内海放送

ＴＳＣテレビせとうち・山陽新聞社

■大会日程■

８月２日（月）

１３：３０～１４：００ 開会・開会行事

１４：０５～１４：３５ 開催地からの報告

１５：００～１７：００ 大会記念講演
演 題：「これまで」と『これから』の療育：発達障害児と家族のための新しい療育の姿

講 師： 今川 忠男（理学療法士・旭川荘療育センター児童院 副院長）

１７：００～１９：００ 移動・休憩・夕食

１８：３０～１９：３０ 分科会打ち合わせ（司会・共同研究者・レポーター）

１９：３０～２１：００ ワークショップ
①「わらべうた」 （企画：脇本幸子）

②「チャレンジしよう手作り教材」（企画：林 卓志）

③「家庭でできる介助の基本」 （企画：羽原史恭）

④「ＦＢＭの理論と実践」 （企画：谷口順子）

⑤「各地の情報を交流しよう」 （企画：平賀哲、前原昌和）

⑥「『そよかぜのアルバム』解説」（企画：西村圭也）

８月３日（火）
８：３０～ ９：００ 司会・共同研究者・レポーター打ち合わせ

９：００～１２：００ 分科会
１２：００～ 昼食・休憩

１３：００～１３：３０ 全校訪問教育研究会総会

１３：４０～１７：００ 分科会
１７：００～１８：３０ 移動・休憩 等 ※共同研究者の集まり

１８：３０～２０：３０ 夕食交流会

８月４日（水）

９：００～１１：１５ 調査・研究報告
「医療的ケアの全国動向」 下川和洋（全訪研事務局）

「訪問教育全国実態調査」 大崎博史（独立行政法人国立特殊教育総合研究所）

「全国訪問教育マップ」 前原昌和（全訪研事務局）、西村圭也（全訪研顧問）

１１：３０～１２：００ 閉会行事
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■分科会■
分科会名・【会場】 分科会のねらい （◆＝共同研究者：敬称略）

①健康・身体づくり 障害が重く、日常的にさまざまな健康管理が必要な子どもに対する、呼

吸・摂食・排泄・運動動作などの指導について講義・実践を交えながら

交流します。

◆花井丈夫（理学療法士 横浜療育医療センター）

②コミュニケーション 重度・重複障害児のコミュニケーションを育てるための援助や配慮につ

いて、レポートを元に訪問での実践内容を交流しましょう。小中学部の

訪問生だけでなく、過年度卒業生など青年期に入っている生徒について

も、「コミュニケーション」という視点から幅広く討議をします。

◆高木 尚(東京都立多摩養護学校教諭)

③あそび 障害が重く、限られた環境条件の中での「あそび」は、どの教師も親も

悩むところ。それだけに貴重な経験や工夫を交流しあって共有の財産と

しましょう。訪問での実践内容、また、過年度卒業生など青年期に入っ

ている生徒についても、｢あそび｣という視点から幅広く討議をします。

◆西村圭也（全国訪問教育研究会顧問）

④授業づくりと 日々の授業や時間割をどう組み立てていくか、また複数訪問やスクーリ

教育課程 ング等の集団学習をどんな内容で行っていくか、各地の実践を交流しま

しょう。訪問生の教育課程の課題や悩みについても話し合いましょう。

◆平賀 哲(新潟県立上越養護学校教諭・全訪研副会長)

⑤病気療養児の教育 “生きる力を育む"いのちの輝く教育を求めて、病気療養児の教育内容･

方法や院内学級･分教室･病院内訪問教育の実践を深めていきましょう｡

◆鈴木茂(全国病弱教育研究会会長)

⑥医療的ケアを必要 学校教育の中で医療的ケアの意義をどう捉え、また訪問指導の中でどの

とする子の教育 ように実践しているのか。医療・福祉関係者との連携の在り方など事例

を通じて子どもたちの教育保障を考えていきましょう。

◆山田章弘（神奈川県肢体不自由児協会理事長）

⑦地域での生活支援と ｢地域の中で生きる｣視点での生活支援、卒業後の進路を見通した指導、

教育 アフターケア、社会参加など、障害の重い子どもたちの教育と生活を豊

かにする地域支援のネットワークづくりが大切になっています。訪問教

育対象となる障害の重い児童生徒の就学前から在学中、卒業後までの教

育と生活を考えていきましょう。

◆村下志保子（旭川児童院地域療育センター課長

障害児・者地域療育 等支援事業コーディネーター）

⑧制度・条件整備 訪問回数・複数での指導体制・集団活動の保障・既卒者問題・旅費・施

設や病院での授業場所など、訪問教育の課題となっている諸条件や制度

上の問題について交流研究し合いましょう。

◆猪狩恵美子（東京都立光明養護学校教諭・全訪研会長）

◆前原昌和（神戸市立垂水養護学校教諭）

⑨保護者とともに 各地の訪問教育の現状と課題を保護者・教育関係者・医療関係者で明ら

訪問教育を考える かにして、保護者の期待する教育や今後の展望などを話し合い、お互い

に交流を深めましょう。

◆中村治子(横浜障害者サポートセンターぽれぽれ)
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■来 賓 挨 拶■

佐々部 和生 様

岡山県教育委員会指導課障害児教育推進室長

みなさん、こんにちは。岡山県教育庁指導課障害

児教育推進室長の佐々部でございます。本日は教育

長が所用のため、この会に出席できないことになり

ましたので、教育長の挨拶を代読させていただきま

す。

本日から３日間、全国訪問教育研究会第１７回大

会が岡山県におきまして盛大に開催されますことを

お祝い申し上げますとともに、全国各地からおいで

いただきました皆様方を心から歓迎申し上げます。

お集まりいただきました皆様方におかれましては、

日々、障害のある子どもたちの教育の充実のために

御尽力されておりますことに対しまして、心から敬

意を表する次第でございます。

さて、国におきましては、昨年３月に特別支援教

育のあり方に関する調査研究協力者会議から、今後

の特別支援教育のあり方についての最終報告がなさ

れ、それを踏まえ、本年２月には中央教育審議会初

等中等教育分科会に、特別支援教育特別委員会が設

置されまして、盲・ろう・養護学校制度の見直し、

そして、小中学校における特別支援教育の推進体制

の整備などにつきまして、現在審議がされておると

ころでございます。児童生徒の障害の重度重複化や

LD、ADHD、と障害の多様化の状況を踏まえまし
て、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに

適切に対応していくことを目指した特別支援教育へ

の転換期に、私達は障害児教育に従事しているわけ

でございます。

岡山県におきましては、障害児教育推進体制の整

備を図るため、昨年度、障害児教育推進室を新たに

設置しまして、養護学校における肢体不自由部門の

充実、養護学校における医療体制の検討、増加傾向

にある知的障害児童生徒に対応するための養護学校

の整備等の教育環境の整備や、特別支援教育の推進

を図るための広域特別支援連携協議会の設置、盲・

ろう・養護学校センター化支援事業、特別支援教育

コーディネーター養成事業等に取り組んでいるとこ

ろでございます。こういった障害児教育の大きな転

換期におきまして、本大会では、「地域に根ざした

訪問教育を育てよう～より豊かに生きることをめざ

して～」をテーマに、全国の訪問教育の現状や課題

につきまして、九つの分科会を設け、様々な角度か

ら研究し、協議なさるとお伺いをしております。全

国各地のすばらしい実践事例を大会参加者のみなさ

んが共有し、お帰りになられ、それぞれの地域の実

態や子どもたちの状況に応じた教育実践に活かされ

ていくことは、たいへん有意義なことだと思います。

この大会が、参加された皆様方にとりまして、実り

多いものになりますことを祈念する次第でございま

す。

また、せっかくの機会でございます。ここ瀬戸内

海が国立公園第１号に指定されて、本年は７０周年

になります。また、倉敷には大原美術館などのある

美観地区や、チボリ公園、岡山には後楽園など県内

には素晴らしい観光資源が豊富にございます。研究

協議でのお疲れを岡山の自然や文化で癒していただ

き、これからの活力としていただければ幸いに存じ

ます。

最後になりましたが、本大会の開催に御尽力され

ました皆様方に心から感謝申し上げますとともに、

全国訪問教育研究会のますますのご発展、そして御

出席のみなさまの御健勝をお祈り申し上げまして、

御挨拶とさせていただきます。本日は、本当に、お

めでとうございます。
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■実行委員長挨拶■
山本 孚

（元岡山県立岡山西養護学校長）

ご紹介いただきました実行委員長の山本でござい
ます。現地実行委員会を代表いたしまして、歓迎の
御挨拶を申し上げたいと思います。一昨日の台風、
被害の方はいかがしたでしょうか。なお、７月には
新潟県、福井県には集中豪雨がありまして、きわめ
て深刻な被害も起きているようでございます。
はじめに被害を受けられたみなさまがた、また、

この大会に参加したいのだけれど、災害復旧のため
に残念ですが、欠席をさせていただきますというご
連絡をいただいております。この災害に遭われたみ
なさんに心からお見舞いを申し上げたいと思いま
す。
このたび、当地倉敷で第１７回の全国大会を開催

する運びになりました。異例の暑さ、豪雨、さらに
は台風の接近、悪い気象条件の重なっている中では
ございますが、全国各地から、こんなにたくさんの
先生方にご参集いただき、大変ありがとうございま
した。皆様方の訪問教育にかける熱い思いを深く受
けとめながら、歓迎を申し上げたいと存じます。な
お、本大会を快くご後援くださり、本日お忙しい中
をご臨席賜りました来賓の皆様に厚く感謝申し上げ
ますとともに、先ほどはご丁重な祝辞や励ましの言
葉をいただきました県の教育委員会の佐々部先生に
重ねて厚く御礼を申し上げます。これは私事で失礼
なのですが、私も訪問教育が学校教育の一形態とし
て社会的な認証をされた頃に訪問教育を担当した教
師の生き残りでございます。その当時の寂しかった
訪問教師の時代を振り返りながら、こんなに素晴ら
しい研究会に発展させていただいたことを、非常に
感慨深く思っているところでございます。これまで
に訪問教育の研究を育ててくださった皆様方、現場
の先生方、保護者のみなさんに心から感謝を申し上
げたいと思います。私も考えてみますと、３８年間
の教員生活の中で大きな思い出になりますのは、訪
問教育に従事していた頃の思い出でございます。け

っして楽しい思い出ばかりではございません。苦し
い、さみしい、かなしいような体験でございました。
けれども、生きがいを感じ、障害の重い子どもさん
と接する中で、人間の暖かみ、さらには命の尊厳、
そういうものを強く学ばせていただいたところでも
ございます。私と一緒に訪問教育に携わってくれた
同僚の先生が、こんなことを言っていました。「あ
る子どもさんの家に行って、障害のある子どもさん
のいちばん喜んでくれるのが、自分の顔を手で覆っ
てバーというイナイイナイバーをするときにたいへ
ん喜んでくれる。赤ちゃんが持って喜ぶガラガラを
目の前で振ると、にこっと笑って喜んでくれる。と
ころが私は毎日イナイイナイバーをし、ガラガラを
振っている。それを横でじっと見られているお母さ
んの顔に、いたたまれなく恥ずかしい思いをした。
なんで恥ずかしい思いをするのかということを考え
た。そのイナイイナイバーをしたりガラガラを振る
ことが、なぜ、そのことに子どもさんが喜ぶんだろ
う。そのところの理論的な詰め込みが私にはないし、
それだけの知識を私は持ち合わせていなかった。も
し、これこそ初期発達の子どもの心にこういう具合
に響き、こういう具合に認知が進んでいく。そうい
うことがわかっていたら、お母さんの前でもっと胸
を張って、誰が見ておられる所でも胸を張って、私
はイナイイナイバーをし続け、ガラガラを振り続け
ることができたであろう。勉強をしなくてはいけな
い。まさに、勉強をしなくてはいけないんだ。」こ
ういうお話でした。みなさんの今日からの３日間の
研究は、いろいろなメニューが用意されてございま
す。さらに、今川先生の素晴らしいお話も用意され
ております。それにもまして、みなさんの心の中に、
訪問教育の中で残されたいろいろな思いやしぐさや
実践の姿、そういうものをみなさんの中に披露して
いただき、それをめぐって十分に話し合いをし、検
証をし、吟味をし、交流をする。それが、勘や生活
経験のみに頼る教育から科学的な教育実践に発展し
ていく基礎であります。どうぞ、３日間、そういう
視点でしっかりとお勉強していただき、訪問教育の
充実のために、さらに力を蓄えていただければ、我
々実行委員もよしとするところが多いわけでござい
ます。なにぶんにも不慣れなもので、みなさんに十
分に満足していただけるような準備ができていませ
んけれども、一所懸命に準備に取り組みました。そ
の熱意に免じてご勘弁いただければありがたいと思
っております。どうぞ、勘や経験にのみ頼らない、
しっかりとした科学的な教育を打ち立てるために、
しっかりお互いに勉強をしていきたいものでありま
す。よろしくお願い致します。最後になりましたが、
佐々部先生からもご紹介がありました通り、倉敷に
はたいへんいい見学の場所がございますので、どう
ぞ、研究会の後には倉敷の文化、風土、そういうも
のに親しんでいただければと思います。どうぞ、し
っかり勉強をしていただきたいと、もう一度、声を
大きくしまして歓迎の御挨拶にさせていただきま
す。ありがとうございました。



- 6 -

■ 記 念 講 演 ■
「これまで」と『これから』の療育：発達障害児と家族のための新しい療育の姿

今 川 忠 男 氏
（理学療法士・旭川荘療育センター児童院 副院長）

はじめまして。全国訪問教育研究会第１７回全国

大会、おめでとうございます。ちょうど１年ぐらい

前ですかね。急に、何名かのこの会の担当の先生方
が私の職場に現れて、今日の講演の依頼をされたん

ですけれど、ほんとのことを言って、「この人達は

どういう人なんだろう」って思って、なぜ自分が選
ばれたのかというのもよくわからなくて、「まあ、

１年後ですから、やりましょう」と答えました。そ

れで、内容についても「先生がお考えの内容で結構
です」というふうに言われて。その後、自分が担当

させてもらっているこどもさんとご家族の中には訪

問教育を受けておられる人達がいるというんで、そ
の人達を中心に考えてみようということにしまし

た。僕は理学療法士なんですけれど、そういった領

域の中ではどういったことが起きているのかという
ことをみなさんが知ることによって、自分達の姿を

見られるというのも意味があるんじゃないかなと、

そんなふうに考えて構成しました。
僕、本籍は大阪ってことになってるんですけど、

本当は愛媛県の伊予市と宇和島市の間ぐらいの漁村

で、1948 年に生まれたんです。６人兄弟の５番目
で、しかも６人全部男なんです。両親はミカンと漁

業しかしていないという人だったんですけど、自分

が生まれたときの周囲の反応は想像できます。「ま
た男か」というような感じですね。さすがに６番目

も男で両親もあきらめたんだと思います。ちょうど

そのときに、僕が生まれたことを記念してじゃない
んですけど、児童福祉法とか身体障害者福祉法とか、

自分が仕事をしている背景になっているような法律

ができあがって、自分自身の仕事のいちばん最初で
ある肢体不自由児施設というものを各都道府県に一

つはつくらなくてはいけないという法律ができあが

ったんです。
それから３年後に、ポリオに自分の兄と自分が同

時に罹患して、おふくろはそういったことがなかな

かよくわからないんで、ずいぶん２人を連れてうろ
うろしたんです。松山の方へ出るかどうかって考え

たらしいんですけれど、あんまり知り合いがいなく

て。大阪の厚生年金病院というところに知り合いが
いるということで、薬かなんかもらえれば、また急

に歩き始めるだろうと思ったんですね。２人とも急

に発熱して、次の日、立ち上がれなくなったから。
自分は３才でしたけれど、その日のことはよく覚え

ています。それで、関西汽船に乗って大阪に行って、

話を聞いていると、母親でも、これは薬をもらって
どうのこうのという問題じゃないということがわか

って、兄はさらに結核性の股関節炎も患っていたの

で入院しようということになりました。そうして、
母親の力がすごい強い今川家だったので、急遽ミカ

ンと漁業を辞めて、家族全員が大阪に移ってきてく

れたんです。その間、どのような仕事をして生計を
立てていたのかについては、２人とももういないの

で、よくわからないんですけど、なんとか６人とも

育った。そのころは理学療法とかいうものはありま
せんから、鍼灸のようなものとか、柔道整復の先生

の所に行くとか、そんなことをしていたらしいです。

当時、ポリオに対して強力な治療法というものが
ありました。髄液そのものを引き出して、それをも

う一度元へ戻すというショック療法のようなもの

で、すっごく痛い・・・らしいんです。僕は全然覚
えていないんですけど。その治療をした帰り道には、

必ず僕だけこんな大きな、食べた後、舌が真っ赤に

なるようなキャンデーを買ってもらったことだけ、
僕の記憶にあります。だから、あんまり辛かったと

いうわけじゃないんですけど、当時はバギーなんて

しゃれた物はなかったんで、乳母車のような物の中
へ僕だけ入れて、おふくろが月に何回か病院に行っ

てたわけです。

■理学療法士との出会い■

そして、５才ぐらいのときに、アメリカのカリフ

ォルニア州にある病院（脊椎損傷で有名な病院なん
です）から、WHO の派遣でリハビリテーションの
専門医と理学療法士の２人がリハビリテーション医

療の啓発活動のために、日本全国を講演をして廻る
ということがあったらしいんです。大阪は大きな町

ですし、厚生年金病院は大きな病院ですから、そこ

にもその２人が来た。そのとき自分はモデルで選ば
れたらしいんですが、覚えていません。当時英語を

しゃべるわけではなかったので、選ばれたのはなん

でかというと、その当時の写真を見るとすごくかわ
いいんですね。今日、ここに集まっている人達が５

才のときの写真を「せーの」で見せたら、僕が勝つ
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とうちの家内は言ってるぐらい、すごくかわいかっ
たので、きっと選ばれたんだと思います。家の母親

はいたく感激して、こんな仕事があるんだというよ

うなことを強く思ったそうです。その当時は理学療
法士という日本語名もなかったです。この仕事は、

日本ではまだ始まって４０年足らずです。そのとき

は physical therapistって英語の呼び名をそのまま言
ってました。母親の発音はセラピストではなくトラ

ピストになってましたけど。かなり大きくなってか

ら、修道院行ってどないすんねんて、母親と言い合
ったことを覚えています。あんなに一所懸命、僕に

勧めたのに、気の毒なことをしたなと思います。そ

ういった仕事につくことができるんだよということ
を母親は僕に言っていました。

その後の小学校時代は、そのことはすっかり忘れ

ていました。中学校のときに NHK の英語弁論大会
があって、その頃はちっともかわいくもなんともな

かったんですけれど、「出てみないか」と言われて

出ることになりました。優勝すると大学の英会話の
学生さんと小豆島で一週間の旅ができたんです。そ

れで、僕が優勝したんですけど、なんでそんなに小

豆島の旅に惹かれたんだろうと思うんです。小豆島
に一週間行って何するんだろうと思うんだけれど、

そんなこともわからない純粋な中学生でした。弁論

テーマは「my future dream」、将来の夢でした。本
当は、その時、将来の夢などなかったんですけど、

I will be a physical therapist in the future.（将来、理
学療法士になりたいんだ）という母さんの話を急に
思い出して、それで作話しました。自分が３才のと

きにポリオになったことから始めて、ぐっと泣かせ

る、いい文章書けたなと思っていたら、優勝しちゃ
って。当時は、まだ理学療法士とか physical therapist
とかいうのが認知を受けているような時代じゃなか

ったので、日本人の審査員はそれが何なのかよくわ
からなかったというのが、一つ助かった点です。な

んか、すごく夢を持ってるみたいに思ったんだろう

と思います。だいたい、そういうのって誤解に基づ
いて通ったりするんですよ。

ただ、アメリカの審査員にとっては、理学療法士

は市民権のある職業ですから、かなり詳しく聞いて
くれたんです。本当になりたいのか、とか、なぜ日

本ではまだないのかと。中学生の僕に聞かれても困

るんですけど。その人は、僕が３才のときにモデル
になった理学療法士の人が働いている病院の近くか

ら来た人なんです。だから、すごく親しみをもって

くれたんでしょう。まだまだ、日本では理学療法士
の学校ができ始めたといっても、当初はほとんど日

本人の講師とかいないです。もともとそんな職業な

いわけですから、アメリカとかイギリスから来た講
師が講義をするっていう学校だったんです。その審

査員のアメリカ人が、十分そういった制度が整って

いないでしょうから、「高校出て、まだその夢を持
っているんだったら来なさい」と言ってくれたんで

す。そして、それを実現してくれました。まったく

見ず知らずの中学生に声をかけたばっかりに、そん
な面倒をみなければいけない羽目になったんです

が。その言葉は、中学生の僕でもすごく感激して、
「アメリカというのは、でっかい所だな」と思った

のを、今でも覚えています。

そして、本当に温かく迎え入れてくれて、一人前
にしてくれました。お礼をしたのは 1988 年のこと
です。ちょうど国際児童年か国際障害者年だったと

思いますが、その当時、脳性まひの赤ちゃん、新生
児、乳児の治療をするのは、さすがに世界中でもそ

れほど進んでいなくて、全米５ヶ所で脳性まひの新

生児、乳児の治療の講習会を、北米の理学療法士、
作業療法士のためにするということになりました。

当時、最も進んでいたのはスイスの制度だったので、

それを教える人間というのを世界中で探されて、そ
の中の一人に理学療法士になった自分が選ばれて、

育ててくれたアメリカに帰ったということなんで

す。もう理学療法士になって、この国のあり方みた
いなものが、どうしても自分が身につけた physical
therapy とかリハビリテーションと違うなと気付い
てた時だったので、その時にまとめたことを今日、
話そうと思うんです。だから、約 20 年前に自分が
考えていたことなんですけどね。

■リハビリテーションの歴史を知っていますか■

あの当時、理学療法と physical therapy は、野球
とベースボールのように、似ているけどちょっと違
う。考え方の背景が違う。rehabilitation とリハビリ
は意味が違うんじゃないかと、この国に帰ってきて、

文化ショックというか、すごく何ていうか、浮いて
たというか沈んでたというかということがあって。

何やってもいいと言われたので、今日、話してみよ

うと思ったんですね。
ここでは、療育という言葉にしていますけれど、

リハビリテーションという言葉に置き換えてもかま

わないです。まず、リハビリテーションというのは、
元々は中世の頃にできた言葉です。ものすごい新し

い言葉なんです。農地改革の中で生まれた言葉です。

領主と小作人というのがいて、小作人は、そこは元
々自分の土地なんだけど、それを領主に搾取されて

いるという関係です。そこで、自分達の土地で権利

を要求するんです。元々、この土地は自分達が住民、
habitant なんだから、その権利は当然、自分達にあ
る。ということで、rehabitant、リハビリテーション
のいちばん最初の言葉ができあがりました。ただ、
rehabilitation ていう英語がそのまま使われたのはも
う少し後です。それでも、中世です。イギリスに渡

ってからです。この場合は宗教的な意味で
rehabilitation という言葉は使われました。イギリス
にはイギリス国教というもの、国の宗教というもの

がある。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれ
ど、国王であっても、宗教的に破門させられるとい

うことになると、本当に裏道を歩いていかねばなら

ないくらい、たいへんな道が待っているんです。破
門を解くという意味、元々の権利を与えようという

ことで、rehabilitation という言葉が使われました。
現在、使われているような、（ここでは療育とし

ていますが、）医学的なリハビリテーションという
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言葉が使われたのは第一次、第二次世界大戦の頃で
す。見てきたようにしゃべりますけど、それほど年

寄りというわけじゃないです。リハビリテーション、

あるいは療育と置き換えても、それは基本的に３つ
の柱、「理念」「目標」「技術」から成り立っていま

す。そして、このうちのどれかだけっていうことは

存在しないです。三位一体です。三つがそろってい
ないと療育もしくはリハビリテーションとは呼べな

いと思います。ただ、順序としては、基本的には、

理念、目標、技術となります。理念のない技術、技
術のない理念というのは存在しえないということに

なります。おそらく自分自身をすごくよく知ってい

る人がこういう会で話をしてほしいというふうに言
うならば、自分が貢献できるのは、理念、目標をし

っかり持った優れた技術者だからということになり

ます。こんな場所ではなく、自分の理学療法をみな
さんが見れば、好きになります。理学療法の実際こ

そが、僕の本当の姿です。それを示すことができな

いわけですから、ここではその理念とか目標につい
てしゃべろうと思います。もし、関心があるなら、

その現場を見るべきだと言っておきます。でなけれ

ば、このような場所に立つことは、僕はできないと
思います。

この理念ということから説明していきますと、よ

く把握してほしいんですけど、リハビリテーション
というのは、歴史上の差別から生まれています。第

一次、第二次世界大戦の時、リハビリテーション医

療のサービスを受ける資格がある人間と資格がない
人間というのは明確に分かれていたということを覚

えておくべきです。その頃、リハビリテーション医

療のサービスを受ける資格があるのは、back to the
field すなわち、もう一度兵役に戻ることができる
かどうか、その見込みのある人間に対しては理学療

法を行うというのが、その当時の理念です。もちろ
ん、それに見合わない人間は本国に送還される。普

通に考えれば、ラッキーとかいうことになりますけ

れど、それは国の役に立たなかったというレッテル
を貼られるということになりますよね。ですから、

当然のことながら、早く、もう一度、銃が持てるよ

うになるように訓練するというのが目標だったとい
うことが言えます。その理念の元でそういう目標が

あるということになるわけです。ですから、引き金

が引けるような状態にする技術も発達しなければな
らないということになるわけです。

戦争が終わると、戦争によって傷を負ってしまう、

障害を持ってしまう人が出てきます。日本語でいう
傷痍軍人です。英語ではベテランと呼びます。ベテ

ランというのは、そういう意味です。もちろん、そ

の際、戦勝国であるならば、そのベテランに対する
サービスは、国のために働いてくれたんだからとい

うことです。第二次世界大戦の最後には原子爆弾が

使われているわけですけど、それまでのところでい
うと、戦場でいちばん多いのは切断なんですね。今

でもあるような、地雷とかそういったことで切断す

る。だから、義肢、装具、そういった物を作る技術
というのは、リハビリテーションの中ですごく発達

しました。
戦争が終わった後、欧米を中心として、（まだ理

学療法とか作業療法とかは日本にありませんから

ね）新たな理念と目標が出ました。back to the tax
payers、今度は、納税者になれる可能性のある人間
に対してリハビリテーション医療は貢献すべきだと

いうことになります。当然、税金を払えないか払え
るかが障害者の中の基準になりますから、それがサ

ービスを受けられるかどうかの分かれ道になる。

その当時、教育とか小児の療育とかいう世界に目
を向けても、同じようなことが起こったということ

です。教育界では、ちょうどビネーとかそういう人

達が作った知能検査による知能指数、それを使って
educable と uneducable、教育可能グループと教育不
可能グループを分けるというふうにこどもたちを分

けて、国の金と若い教育者の力を教育可能グループ
に充てるというような考え方が生まれました。同じ

く小児のリハビリテーションでも、その言葉をその

まま使い、trainable と untrainable、訓練可能グルー
プと訓練不可能グループに分けるというふうにした

わけです。そして、教育不可能と訓練不可能のグル

ープのこども達に対しては、その当時の社会学の権
威の勧めもあって、できるだけ大きな集団で一つの

施設に隔離、収容するのが好ましいという提言がさ

れました。そういった施設のことを、英語ではコロ
ニーと呼びます。なぜ、日本の施設の中でそのよう

な名前の施設があるのか、僕にとってはなかなか理

解できないんですよ。植民地的な、ただ隔離すると
いう意味だけしかないのに、カタカナ語だからかっ

こいいと思っているのかどうかわからないんですけ

ど。教育の世界でいえば、母親の話では、僕のこの
ポリオの状態は、小学校に入った頃にやっと歩行す

ることが可能だったらしいんです。今の障害の程度

とほとんど変わらないんですけれど、だいたいこの
程度で、その当時の教育委員会から就学猶予を言わ

れたと母親は話してくれます。その話を聞いたとき、

なぜ就学免除にしてもらわなかったんだと、母親に
頼んだものだったんですけど。でも結局、母親はそ

んなことは受け付けなかったものですから、学校へ

行かなければならなかったんですけどね。

■「一人の子ももれなく守る」という目標は、他の

どの国も言っていない。誇るべきものです■
昭和 38年から 43年の頃、ちょうど自分が今、働

いている旭川児童院のような、重症心身障害児施設

といったようなものが法律によって定まってくる。
アメリカにおいては、ジョン・Ｆ・ケネディのお姉

さんだったか妹だったかが知的な障害を持っている

ということで、ケネディが約束したいくつかのこと
があるんです。70 年代までに月に人を送ってみせ
るというのがいちばん有名な約束だったかもしれま

せんが、大きな収容施設とか、そういったものに対
する対策も考えた。障害を持った人も、より地域に

根ざしたような生活を目指すべきだと。そうして、

その弟のロバート・ケネディのときに group home
（グループホーム）という英語ができました。それ
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まで 3000 人とか 6000 人が普通の施設の規模でし
た。それが、ごく普通の家を使って、外から見たら

わからないけど、ここが一つのグループホームだと

いう形で、その当時のアメリカで最初に始まりまし
た。

日本において、重症児を守る会の目標にある「一

人の子ももれなく守る」というのは、世界中でどこ
の国も言ったりしていないことです。そのような理

念を出しているようなところというのは、どこの国

にもない。だから、見上げた理念と目標だというこ
とになります。だいいち全員が義務教育化されると

いうようなのも、今までの理念からすると、まった

く違った展開をする理念と目標が掲げられたという
ことです。それに見合ったサービスが展開されてい

るかどうかは別にしても、この国では、理念と目標

についてはずいぶん高いものだということが言える
と思います。

自分は、理学療法士という仕事をして 34～ 35年
になります。旭川児童院に移ったのは 11年前です。
それまでは肢体不自由児施設に勤めていたので、重

症心身障害児施設の現状とかは全く知らない所でし

た。肢体不自由児施設というと理学療法士や作業療
法士がいるのは当然なんです。でも、当時、理学療

法士や作業療法士が全国の重症心身障害児施設で働

いているかというと、数えるほどしかいなかったん
です。旭川児童院でもずいぶん少ないものでした。

僕は岡山に縁があるとかでもないし、桃は大嫌いな

わけですから、別に来る必要もないようだったんで
すが、その当時の院長が来て、「理念とか目標につ

いては自分らは言えるけれど、技術がないんだ。だ

から診てほしい」というふうに言われて、「ほんと
にそうだな。現状を把握しているのは、優れた院長

だな」と思いましたね。理念と目標は高いものがあ

るんだと言うんだけれど、ほとんど何もしていない
に等しいような状況でした。45 才ぐらいだったの
で、最後の転職の機会かなと思って、挑戦してみよ

うかなと思って来たんですね。
みなさんは、自分と同じような立場の人間じゃな

いと思いますが、この国で療育ということをするな

らば、その理念と目標といったものに、まず誇りを
持つべきだと思うんです。その前には、ひどく差別

的な理念とか目標があったわけで、それは太古の昔

じゃなくて、みなさんがこうした仕事を始めた当初
はそういったものだったということも十分理解し

て、それまでの理念と目標のところまで持ち上げよ

うとした人達、本人とか家族とか、そういう少数派
の人達がいたということをまず覚えていてもらいた

いと思います。さらに、これに技術が加わらないと、

療育、みなさんが考えておられるような教育という
ものも実現できないというふうに思って、いくつか

提言したいと思います。

結論から言いますと、いろんな制度であるとか物
理的なバリアであるとか、そういったものを克服す

るには文明が必要です。お金も必要です。そういっ

た状態に対してどれぐらいの数の人間を集めるかと
か、そういったものも必要でしょ。でも、今、言っ

たような壁というのは、文化の問題なんです。みな
さんのような仕事は、ほんとは文化を創っていくん

だというふうに考えてもらって、話を進めます。技

術というと、具体的に肩をこういうふうに持った方
が、とか、食事はこんなふうにしたらとか、元々そ

んな技術を持っていないから、そういったものを教

えてほしいと言われる人が多いということは、自分
もこっちへ来てよくわかりました。でもですね。対

象がこどもということになると、実際はものすごく

正直なんですよ。教育者とか療育者はこどものこと
を評価するとよく言いますけれど、こどもの方も皆

さんを見て評価するわけです。技術というのは、具

体的なことだけじゃなくて、やっている人の心の持
ち方ということになるんだということを考えてもら

って、話を聞いてもらいます。

【資料１】

「これまで」と『これから』の発達障害児の療育の

姿
１．障害中心→こども中心→『家族中心』

２．施設／訓練室環境→『地域／家庭基盤』

３．問題点指摘→『能力／成功体験／必要性照準』
４．訓練法優先主義→『日常生活機能指向』

５．階層的基底還元論→流動的多重因子相互作用論

→『神経細胞集団選択理論』
６．発達段階・時期→『生涯障害』

７．『「生命・生活・人生の質」の強調』

※『 』内が『これから』の姿

■障害ではなく、こどもを中心にみてみよう■

【資料１】を見てください。僕は 21 年前、これ
を書きました。「これまで」というのが僕が仕事を

始めた当初で、こういう感じでしたし、『これから』

と提唱したのは、今も日本ではたった一人、僕だけ
です。だから、未だに「これまで」です。旭川児童

院の中でさえも、全体をそんなふうにもっていくこ

とは・・・。後は、遺言として残しておかないと、
無理なんじゃないかと思えるような現状です。今、

自分の歴史も紹介させてもらいましたが、【資料１】

に書いたものにも全て歴史があります。歴史を知ら
ないというのは、本当は何も知らないというのと同

じだと思います。

いちばん最初に、「障害中心から家族中心
（family-centerd）」というふうにあります。昭和 23
年、24 年の自分が生まれた当初、生まれたばっか
りだったから十分意見は言えなかったわけですが、
その当時の制度というのは、今も結構生きているわ

けです。

最初に考えられたのは、「医療においても教育に
おいても福祉においても、サービスは障害種類別に

いこう」ということです。身体障害、まあ、その当

時は精神薄弱というような言葉で知的障害、身体障
害の中だったら視覚障害とか聴覚障害だとか、そう

いった種類別にいくわけです。これは、いくつかの

弊害も出てくるでしょう。僕は、今は重症心身障害
児施設に働いていますが、以前は肢体不自由児施設
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でした。肢体不自由児の団体と知的障害の団体は仲
が悪いとか言われてました。僕は、この仕事を始め

る前はケースワーカーをしていました。しかも、肢

体不自由児施設という所でしていたので、知的な障
害のこどもさんがいる団体の予算の大きさにびっく

りしたもんです。知的障害の団体の部屋にはゼロッ

クスのコピー機があるというのを聞いて、（僕はず
っと湿式のコピーとガリ版でやっていたので、）そ

の幻の機械をいつか見たいとずっと思ってました。

肢体不自由児施設に勤めていた頃は、理学療法室で
待機してその仕事をしていただけですから、診察室

の所で門前払いをくったこども達とその親について

はよく知らないんです。基本的には、制度的には、
全ての障害種類別に制度はあるんだ、学校だってあ

るんだとなっているから、知的な障害と身体の障害

を併せ持った者っていうのは、想定していない。肢
体不自由児施設に来たこどもが、確かに肢体不自由

児だけれども、ちょっと知的な障害があるから、う

ちではないとか言われる。それで別の所へ行くと、
確かに知的な障害はあるけど肢体不自由がきつすぎ

るとか言われる。そんなふうに、明らかに盲点が出

てくる。肢体不自由児施設に勤めていた自分は、部
長だとか役職について施設全体のシステムについて

考えるような立場になったとき、やっと気付いたん

です。そして、肢体不自由児施設に明日などないと
思ったもんです。種類別に分けて、どこにも行けな

かったこども達と親はどこへ行くのかということに

ついては、あまりの待機者の多さに忙殺されてしま
って、医師そのものも気付かないということになり

ます。

20 年前に言ったのは、「障害ではなくこどもを中
心にみてみよう」というようなことです。みなさん

がどうかは聞きたいところですけど、理学療法士の

教育は今でも障害について勉強するんです。理学療
法士の中で、例えば「小児の障害」という講義があ

ったと考えて下さい。第１章は脳性まひ。第２章が

ダウン症、第３章が二分脊椎とか、書かれてあるの
は病名だけです。僕は臨床実習に行ったときに、大

阪の大きな病院で、スーパーバイザーの人が、何人

かの患者さんが並んでいるときに、「脳卒中やろ、
リウマチやろ、脊髄損傷やろ、・・・」って、いか

にも、人の名前のように病名で呼んではったのを見

た。ちょっと逆らったために、結局３日目で実習を
打ち切られました。でも、次の病院で何とか回復し

て実習を続けることができたんです。だって、そう

いうふうにしか学校では習ってないんですよ。そう
すると、脳性まひっていうのは、みんな同じような

こども達というふうになってしまいます。「脳性ま

ひのこどもを持っているお母さんの話」なんていう
のは、カリキュラムに出てこないです。ところが、

現実には仕事を始めると、やっとよつばいができる

ようになったというようなこどもを、基本的にはお
母さんが連れてくるということになるわけですが、

理学療法士の学校で、お母さんとどのように専門家

としてインタビューをして支援するかというのは習
っていないんです。今でもそうです。だから、今、

僕が、お母さん達とかこども達と話せるのは、ひと
えに僕の人格と性格の良さです。学校で習っていな

いけれども、それだけでやっています。自分の母親

を思い出してやっている。母親はポリオのことはよ
く知らない。けれども、無償の愛情で育ててくれま

したから。とにかく、こどもという存在が障害を持

ってしまうとどういうふうなハンディを持つのかと
いうことについてのカリキュラムは、理学療法士の

学校にはないんです。さらに、ある一組の夫婦が障

害のあるこどもを持つという状況についての説明
も、理学療法の学校の先生に習ったりしていない。

第一、理学療法士のところに来る頃は、それまでに

何度も診断名を言われて、これを受けなさいって、
理学療法室へ来て、理学療法士と会うんですから。

そういったふうなので、来た人に対して、理学療法

士も、お母さんではなく、この子ではなく、この子
が持っている障害に対して訓練をするというやり方

をするように、当然しつけられるし、あたりまえだ

と思っている。
自分は今、週にだいたい１回のペースで岡山から

津山という所に行っています。そこへ行って、隣の

肢体不自由児施設から来られているお母さんとかこ
どもさんとか見ていると、ほとんどへろへろという

か、来るだけでかなり体力は鍛えられるなというよ

うな感じです。だから、疲れて眠っているので、理
学療法の時間 40分は、「ゆっくり眠れました」みた
いな感じになる。それだったら、理学療法士が動い

た方がいいんじゃないかと提案したんですね。「僕
が動けば文化は動く」と言って理事長を説得して。

制度などを待っていたらできないですよ。でも、津

山よりももっと田舎もある、あたりまえやけど。そ
こへ来るのもまた１時間半とか。すると、都合３時

間かかる。３時間かかっても、まだ県内にいるんで

すよ。そのようなことは大阪では考えられません。
１時間もかけたら、絶対に他府県に出られますから。

ですから、地域によってずいぶん差があるんだなと、

こっちへ住んでみてわかりました。まあ住んでみれ
ば、その家族やこどもにはすてきな人が多いし、移

ってよかったなと思います。

でも、こういうシステムというのは、なかなか習
っていないんです。学校の先生のいうところの訪問

教育というのは別に、訪問の理学療法なんていうの

はなかったんだから。理学療法士になると病院の中
に勤めますよね。病院の中に入って理学療法室の中

に入って、そこに患者が来るんです。ですから、前

にスーパーバイザーの人が「リウマチやろ、脳卒中
やろ」と言うたのと同じことが綿々と続くだけなん

です。文化などないというふうに思った学生のとき

と同じです。
みなさんは、people-first languageという言葉、ご

存知でしょうか。これは、アメリカの小児の理学療

法士達がつくった言葉です。people-first languageと
いうのは、元々は、論文の中で、 disease deficit or
disability first languageという形で、こども第一言語、
人第一言語を使おうというふうに始まりました。こ
れは、英語の語順そのもので考えていいと思うんで
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す。僕は 1975 年ぐらいから欧米で働いて、病院の
中であるようなケース・カンファレンス、症例検討

会議というのがあって、日本の場合と違って、だい

たいそこには親が参加しているんです。親もいちば
ん重要な意見を述べる人ですから。僕は、３才の脳

性まひのアテトーゼ型の女の子を担当させてもらっ

て、その子を紹介するということになったんです。
「She is a three-year-old athetoid girl.」僕はその子の
ことをそんなふうに言って、まあ、文法的には間違

っていないんですけど、ちょっと話しかけたら、そ
のお母さんが控えめに手を挙げて、こういうふうに

うちの子を紹介してくれないかと言ったんです。僕

は緊張してるし、その当時はよくわからなかったん
ですけど、そのとき、お母さんは「She is a pretty cute
3-year-old girl with an athetosis.」と言ったんです。girl
を前にもってきて、with an athetosisだって言うん
です。病名が先に来るんじゃなくて、人間が先に来

るような紹介をしてほしい。お母さんはそんなこと

を言ったわけなんです。僕が最初に出会った
people-first languageです。

■「障害」と『障害児』は同じではない■
次に、「障害」と『障害児』の話をします。日本

では、重症心身障害の最前線で働いている人達も、

「障害」と『障害児』、この二つをほとんど同義語
だというふうに思っている人が多すぎる。僕らセラ

ピストや医療関係者は、明らかにこの二つはイコー

ルだと習っているようなところがあります。卒後の
研修会といったものでもそうです。たとえば、いろ

んな訓練法の研修会、ボバースの研修会があるとす

れば、「痙直型両まひのこどもの性格は、こうだ」
と言われます。そんなわけあるまいというふうに、

本人だったら言いますよ。血液型の性格云々よりも

たちが悪いし、動物占いの方がよっぽど当てている
のに、とか思います。でも、日本語ではどうしても

そうなっちゃうんです。たとえば、「僕、ポリオで

す。」と、日本語では言ってしまうとき、あります
よね。でも、外国で言うときには be 動詞にはなら
ないです。I have a polio when I was three.（３才の
ときにポリオを持った）としか言いようがない。I
am polio.では、「変わった名前ですね」と言われる。
だって、僕、忠男なのに。親もわざわざポリオって

名前をつけるかと。ポリの漢字はどないなんねんと
か。

僕は 20年も、踏み絵のように、「君が理学療法士
になるとき、関心をもつのは、この子が持っている
障害なのか、この障害を持っているこの子の生活な

のか、どっちか言え」と必ず新入職員に聞きます。

新入職員のときでは、もう遅いんですけど。学生の
ときに言いたいぐらいです。だって、理学療法士や

作業療法士になる人間は、学校に入ったらもう道は

決まっているようなものです。その学校は職業訓練
校のようなものだと考えてください。学校の１年生

に入る３月の時点で、たまたま集めて「なぜ、理学

療法士になろうと思ったか」インタビューしたと考
えてください。「すっごく膝の構造に関心があった

ので」なんて言う学生がおったら、みんなにいじめ
られます。それは変わりすぎています。でも、「自

分の父親がリウマチで膝のところに痛みがあって、

理学療法をやっている先生の姿を見て、そんなふう
に人を助けられるかもしれないと思ったから」とい

う学生がいたとします。そうすると、学生になる前

が情熱はピークだということになります。学校へ行
けば、実は、その人が持っている障害を徹底的に勉

強しなければならないんですよ。医学の勉強とは、

そういうものなんです。そして、膝の構造にはすご
く詳しくなっていくわけです。最初は、ほんとうに

何もできなかった、優しい、理学療法士の卵やった

のが、卒業する頃には、すごく障害に詳しい優れた、
優しさを忘れた理学療法士になって世の中に出て行

くということになります。これは文化です。

大阪にいたときに、カナダに作業療法士で勤めて
いる知り合いがいて、一度、指導しに来てほしいと

言ったことがあります。自分の本の中にもそのエピ

ソードを書いておいたんですが、２人のこどもがい
て、そのうちのデイビッドという子が 11 才のとき
に、カナダでこどもなり患者なりが医療関係者に対

する苦情というか、訴えたいことを募集するという
キャンペーンがあって、それに応募したんです。僕

（今川）のことを思い出して応募してみたんだと言

ってました。その応募したものを送ってくれたんで
す。それがグランプリをとったんです。僕は長いこ

と話していますけど、詩を紹介しようと思います。

グランプリをとったのは、「The real me」（本当の僕）
という、これだけの詩なんです。

「The Real Me」

Don't just see my legs not running;
Don't just see my hands not writing;
Don't just see my mouth not talking;
These broken pieces are not me.

See instead the light in my eyes;
See instead my loving soul;
See instead my thinking mind;
These inner pieces are the real me.

（僕の足を見て、ああ走れない足なんだなとか、そ
んなふうに見ないでほしい。僕の手を見て、字を書

くことができない、そういう手なんだな。そんなふ

うに見ないでほしい。僕の口を見て、話すことがで
きない、そういう口なんだな。そういうふうに見な

いでほしい。そういった、みなさんから見た壊れた

部品は自分自身じゃないんだ。むしろ、僕の目の輝
きとか、僕だって人が好きだし、人を愛するという

ことができるし、僕だって考えてるんだという、そ

ういう、僕の内側にあるもの、それが本当の僕だ。）
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

僕が、これまで長々、長々と「障害」と『障害児』
とか言っていたのは、この一編の詩でおしまいです。
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これが 11 才のこどもが書いたというので、いつも
敬意をこめて紹介しているんです。自分がカリキュ

ラムを持たせてもらうならば、障害の有無が第１章

にはならないです。こどもというのと、大人という
のは、どんなに違うのかという話から、理学療法士

の卵達に教えると思います。大人は、こどもをより

強く、大きく、たくましく、利口にした動物ではな
い、というのが発達の知識です。我々をミニチュア

にしたものがこどもであり、こどもをミニチュアに

したものが赤ちゃんであるというようなことは、誰
も考えていない。全く違った生物で、畏敬の念を持

つべきです。ある心理学者など、こども時代に持っ

ている全てのいいものを捨て去らねば、大人になれ
ないと言っているぐらいです。

■こどもを育てることについて■
「こどもとその発達の特性」について、小児の理

学療法士達が考えた quadrants、４つの項目、「身体」
「知能」「情緒」「霊魂」という考え方を紹介しま
す。４等分というわけじゃないんです。構成してい

るのは、やっぱり身体的な能力というのもあるでし

ょうし、知的な要素もあるし、情緒的なものもある、
霊魂というのは、宗教的なことを言っているのでは

なく、哲学的なところです。自分は何者で、どこか

ら来たのか、どこへ行くのか、こどもだって絶対に
考えるんです。この４つの組み合わせが人だと考え

るように、若い人達やみなさんを教育したい。教育

をする人間だと豪語する人達に対して言っていきた
い。障害を持っているこども達を見れば、身体的な

状態、先ほどのように走ることができないとか、そ

んなことは一目瞭然でわかります。その状態だけで、
その子にはその他のものはないと思ってしまうわけ

です。でも、十分、考えているし、自分の母親とか

家族というものをすごく大事に思っている。ある障
害をもった人達から、先生のように忙しくしている

と、わからないかもしれませんけれど、たっぷり考

える時間があるから、と嫌みを言われることがあり
ます。４等分で、４つが完璧になっているなどとい

うことは、人間の人生においてはありえませんよね。

悟りを開いた頃には足腰立たずというようなことに
なっているわけです。もちろん、身体がとまらない

という時期もあるでしょうし。基本的には不完全な

状態で発達していくということを教えて育むのが人
間の世界では普通に言われることです。

でも、いったんこどもが障害を持ってしまうと、

親さえも基本的には尋常ではおれなくなる。もちろ
ん、僕らの療育や教育の文化が親をそのようにさせ

てしまうのかもしれない。僕が理学療法士になった

頃に、ＮＨＫとイギリスのＢＢＣとアメリカのＮＢ
Ｃ、３つの放送局が、欧米、日本のこどもの子育て

の相違についての特集を組んでくれたんです。第２

編は、もしも、そのこどもさんが何らかの障害をも
つと、日・米・欧でどのような違いがあるかでした。

障害がなければ、子育ての考え方は、日・米・欧の

差がものすごいあるんです。一人一人にこども部屋
を持たせるというような時期も差がある。日本の場

合は家が狭いということもあるから、かなり独り立
ちをさせるという時期も遅いし、過保護と呼ばれた

りということもありうるんです。20 年ほど前の第
３回の再調査の頃には、スイスで学会があって、日
本語の「添い寝」という言葉がそのまま使われてい

るんです。日本では、そうやって川の字で寝て、こ

どもを育てるって。今では、「あれ？」ってみたい
な感じやし、おんぶっていうのも、もうその頃には

してません。だって、バギーみたいなものが導入さ

れたのが 1975 年です。自分の長女が生まれたとき
です。アップリカーというのができたのは。そのと

きにイギリスに行ったときに、みんなアップリカー

というか、バギーを持っていて、誰もおんぶしてい
ないし、抱っこしていないのにびっくりした。第一、

イギリスは有名な双生児の国（双生児が多い国）で、

ちゃんと２人が横に乗れる形のバギーとか、タンデ
ムとかいう形があって、びっくりしたのを覚えてい

ます。そんなのが向こうで流行っている。それより

前に言われたうつぶせで育てるなどということはし
たことがないとか、いろいろ交流もある。

ただ、いったんこどもに障害があると告げられる

と、日・米・欧、ほとんど変わりがない。罪悪感を
持つのは、父さんよりも母さんということがありま

す。あんたと組んで産んだんやろというふうに言い

たくなるけど、やっぱり産みはった人というのは、
そう思うようです。あんなに明るいというか、軽い

というふうに見えるアメリカのお母さんでも、みん

なほとんどそうです。
【資料２】は、僕が南大阪療育園という職場にい

たときに、乳幼児のグループのお母さんと、年長児

のお母さんと二つに分けて、実は障害児をもってし
まうと、親子ではこういう傾向になりやすいという

のが出ているけど、どうだというときに使ったもの

です。

【資料２】

「発達障害をもつこどもと両親との相互作用」
①長期にわたる身体的接触の多さ

②目と目の対話の少なさ

③一方通行的で受身的な遊びの多さ
④こどもが失敗した際に表れる養育者や療育関係者

の否定的な反応

これを見て、年長の方は「あー、そうだったわ」

というふうになるし、乳幼児のお母さんは「そうか

なあ」と。この①～④の４つがだいたい出てきて、
これに対する対応というのもよくやったもんです。

障害をもっていると、①「長期にわたる身体的接触

の多さ」というように、育児がいつの間にか介護、
介助に変わるわけです。ある年令になったら、こど

もは勝手に動き出しますからね。離れるっていう感

じになってくる。抱っこしときたいと思ってもなか
なかそうはできない。でも、障害をもっている場合、

すごくさみしいというときに、母さんのところへ来

てくれるという感じではなくて、ずうっと抱っこし
てるわけでしょ。そうすると、離れているときは寝
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かさなければならないということになる。そのあた
りの事情を考えずに、ポジショニングとかシーティ

ングとかいうのを技術だと考えて、それだけが一人

歩きしている。
お母さんはこどもを抱っこしていて、だんだんこ

どもが大きくなってくるから、顔が見えない抱き方

になってくるんです。目と目で対話するというのが
すごく難しい。年長のこどもさんを持つお母さんは、

それはしょうがないとなってくるわけです。でも、

そうすると、コミュニケーションていうのが成立し
ないんです。コミュニケーションの定義というのは、

「２人以上の人間がいること」「一人が話し手、一

人が聞き手になること」「話し手、聞き手が替わる
こと」。この３つが定義です。さっき言ったような

抱き方をしていると、遊びを開始するのはお母ちゃ

んということになりやすいんです。「これ、しよう
か？」「これ、おもしろいで」って。ガイドするの

も誘導するのも、お母ちゃんになりやすいんです。

そうして、「ほら、楽しい～」って、フィニッシュ
もお母ちゃんとかいうこともある。顔を見ていなけ

れば、私と同じ方を向いているんだというようにし

て、遊びをするのも可能になるんです。
これは、前の職場にいたときもすごく気になって

いました。「お母さん、僕が抱っこしているから、

前へ来て遊んでみて」と言ったら、さすがに顔を見
て、そんなに一方的に遊べないです。第一、遊び方

が貧弱やし、どうやって遊んでいいかわかれへん。

抱っこしているのが私の役割だみたいになってしま
ってる。「長期にわたる身体的接触の多さ」を改善

するために、バギーとかそういうものを使うべきで

す。股関節の角度とか肩の角度とか、頭がどうやと
か、というようなのは、後です。

僕が通園センターの園長してたときに、同じグル

ープのこども達とお母さんがいますから、「とにか
く、ちょっとこどもさんを交換して抱っこしてみて

ください。」と言います。それで、やってみると、

自分のこどもがいちばん気になるから、「もうちょ
っと、こうやって抱っこしてくれない」とか、自分

のときはいいかげんなのに、他の人にはちゃんと言

えるようになるんです。その当時、まだ僕は仕事を
始めた頃で、今ほどさまざまな工房が入っていると

かじゃなかったので、そういった工夫をしました。

こどもが寝てしまうと、今度は、ほとんど見下ろさ
れるわけです。基本的には大人の方が大きいし、ど

うしても角度的にもすごく下の方へ向いてくるとい

うことがあります。そんなことに対する工夫もしま
した。

それから、前の職場にいたときに、すぐ隣に大阪

市の身体障害者スポーツセンターというのがあっ
て、土曜日はボランティアの立場で水泳を教えると

いうことをやってたんです。赤ちゃんと一緒に南大

阪療育園に来たお母さんには、「土曜日に水遊びと
か水泳を教えますから、参加していいですよ」って

話しました。お母さんが抱っこしていて、最初、向

こう向きに抱っこしていたのが、プールに入ると、
しっかり抱っこするようになります。「お母さん、

肩まで水につけて」と言うと、「そうですか」って、
こどももボコボコってやる人は、それほどボケた人

はいません。水面の上には、顔と顔がそれぞれ出て

きます。顔を向こうに向けて抱っこするというのは、
首の短い赤ちゃんだと難しいですし、当然、水の上

に出てくるのは顔と顔を見合わせて、ということに

なります。それに、より必死になって顔を近付けま
すから。ただ、それだけのねらいです。そんなふう

に遊んだことを、何かで実現してみたいなと思って

います。
④の「こどもが失敗した際に表れる養育者や療育

関係者の否定的な反応」は重要なことなんです。コ

ミュニケーションがとれていないということはない
んです。ただ、うちのこどもら、どうしても失敗す

ることが多いんです。僕ら療育関係者の人間は、や

っぱり、失敗に対しては、すごい鋭い、素早い反応
をするんです。ここをこうしてごらん。（すぐに）

「違うやろ！」というように、やってしまうんです。

お母さんも、「違うでしょ」というふうに間違いを
早く見つけるというか、こどもが話したこと、表現

したことに対する反応は早い、ネガティブな反応は

すごく早いということです。３才までに自分は無能
だと、自分は自立ができないと意識させることは十

分可能です。そして、４才から７才までのこどもで

あるならば、自分の体に起こっていることは、自分
の行いのせいだと洗脳させることは可能だと、ピア

ジェは言っています。「ええのか、歩かれへんよう

になっても」と脅すことは十分通用します。障害を
持っていない子でも。基本的には失敗のときにすご

く反応しやすい。正しくあらねばならないと躾られ

る危険性は、すごく高い。
この国は、当然、障害中心です。だって、お母さ

んでさえも、僕らの目の前に、こどもというよりも、

こどもが持っている障害を持ってきたんだと思って
るんじゃんないかというような、この障害をなんと

かやってくれ、みたいな感じの対応をしています。

それはお母さん一人のせいじゃないでしょう。そう
いった文化の中だからでしょう。じゃあ、どうして

そういった文化が生まれたのか、という歴史を知ら

なければということです。
こういうふうに調べてみました。両親が療育、教

育に参加するという考え方というか、方針というの

は、やはり 1948 年頃から今までのところでずいぶ
ん違っている。教育の世界だというと、あまりにも

生々しいですので、療育の世界でたどってみます。

肢体不自由児施設を各都道府県に一つずつ作らなけ
ればならないというのが、戦後３～４年で作られま

した。社会福祉の法律では、社会救済法といいます。

隔離収容施設でかまわない。「そのようなこどもさ
んがいたら大変でしょう。みてあげましょう」とい

うことです。当然、肢体不自由児施設の一番最初に

できたときの住所など、大字、小字ですよ。人も住
むけど熊も住むみたいな所です。今、にぎやかにな

っているのは、まわりがにぎやかになってきただけ

の話です。外来で診療するとか、地域の、とか考え
ていない。その頃、お母さんがこどもさんを入園さ



- 14 -

せるとしますよね。だいたい３ヶ月から６ヶ月は面
会には来ない方がいいというのは常識なんですよ。

外は熊も出るかもしれないけども、こどもが入って

いる病棟を心配でそっとのぞいているお母ちゃんの
姿っていうのは、あったかもしれない。それが普通

だったんですから、親が療育に参加などできない。

やっと、訓練という感じになってきた頃には、お母
さんは他動的に、受け身的に、見物人になっている。

別室で待ってはるという施設も今でもあります。こ

どもを連れてきたというより、障害を連れてきたと
いう、そのままですよね。

■母さんは母さんのプロなんだから、お母さんらし
くこどもを育てればいい■

その後、さまざまな訓練法というのが、1970 年
代の半ば頃から日本で紹介されました。ボバースで
あるとか、ボイタであるとか、そういったものです。

そうなると、「親は、家で仮の訓練士の役割をしな

さい」ということになりました。ドーマンとかそう
いったものもそうです。家の中で、これを１日に３

回やるように、とか言われる。12 月 9 日の障害者
の日に、いつの頃だったか、成人に達した、いわゆ
る痙直型まひを持った女性とそのお母さんが出てき

たときに、その女の子が、もう女の人ですけどね、

「とにかく私が自立するために乗り越えなければな
らないのがこの人だ」と、本番中に親に対して言う

んですよね。お母さんは、何でもやってくれるので、

外へ出て、他の同性の人に「ちょっとトイレを手伝
ってもらえませんか」と言うのは、どうやったらい

いかよくわからなかった。ちょっとそういう素振り

を見せると、お母さんはすぐ先取りしちゃう。もち
ろん、よく聞いてみれば、感謝しているということ

はわかるんですけど。そして、母さんが仮の訓練士

になった姿のときがいちばん嫌やったと言ってまし
た。そういうことを、大きくなった脳性まひの人達

が言ったのを何度も聞いたことがあります。

母さんは、母さんとしてのプロなんだから、お母
さんらしくこどもを育てればいい。でも、療育の世

界でそうなっていないというのをすごく思わされて

いるところです。理学療法室や作業療法室の中では、
「あの親はなんべん教えてもやらない親だ。」とか、

ふつうに言われてる。こどもに障害ができて、わが

ままにならない親などどこにいるのかというふうに
考えたいです。わがままでなければ、誰も気付かな

いです。対等のパートナーシップとか共働する

（collaboration）という『両親参加』の世界は、ま
だ達成されていないです。両親参加の文化がないと

いうのは、そういうところからわかると思います。

お母さんが障害なんかにかまけていてですね、こど
もを育てるということに不熱心であるということに

ならないように、みんなが支援しなければならない

んですよ。障害を持っている、持っていないとは別
に、唯一の親なんですから。こどもを育てるという

のは、ここが安全地帯なんだというふうに、自分の

ルーツみたいなものをしっかり認識させてあげるこ
とです。そして、自立していく。この自立について

の定義も、この国では必要になってくる。「人の助
けを借りて何かができるように」、それを人間の世

界では自立と呼ぶんだと。これが自立の定義です。

「立ち上がるための『根』」と「飛び出せるため
の『翼』」、親がこどもにしてあげることというの

はこの二つだけです。それで十分な親です。

■こどもを見るときに、この子にできることは何か

と見ていく。価値を見ることを評価というんです■

でも、そういうふうな文化を療育はまだ持ってい
ない。そこで、外圧を待たなければならなかったと

いうことになります。それがこの ICF という概念
です。これの細かい説明というのは抜きで、いちば
ん初めに見せた「これまで」と『これから』の療育

の姿を思い出してください。「これまで」というの

は、基本的には障害モデルなんです。『これから』
というのは能力モデルなんです。僕ら、医療関係者

なので、訪問などということは元々考えていなかっ

た。もしも、今、みなさんが訪問教育というのをた
だ単に制度だけでやっているなら、理学療法士が病

院とか施設とか訓練室の中でやっているのと同じこ

とになるんですよ。だって、僕らの治療するときの
40分間だけ「脳性まひ、やってます」なんていう、
ふざけた子がおったら、はり倒さなければならない

でしょ。だって、他の時間も全部そうしているわけ
だから。

僕が、療育を「施設／訓練室環境」から『地域と

か家庭基盤』にしようと言っているのは、「踊る大
捜査線」と一緒ですよ。事件は現場で起こっている

んだから。現場のことをシミュレーションしたり現

場に向かわないと、現場で、学校の教室と同じこと
をと言うなら、なんで現場に行っているのかわけが

わからないです。現場に出てたらいいというわけで

もないでしょ。ただ単にお客さんが来てるだけやと
思われてる場合だってあります。

「障害モデル」というのは、こどもを見たときに、

何ができないかという観点で調べていくというやり
方です。『能力モデル』というのは、にもかかわら

ず、この子にできることは何かというふうに見てい

く見方です。たとえば、車椅子を見たとき、「障害
モデル」で見たとき、それは、この子が歩けないか

らだろうというふうに、この子の障害のせいにして

それを与えるというやり方です。『能力モデル』で
見ると、これがあれば、こういう所にも連れて行く

ことができるし、こんなこともできるというふうに

なる。同じ物が違った観点で見えるということにな
ります。

みなさんが、僕らが使うような評価という言葉を

使いはるのかどうか知りませんけれども、学生でも、
実習なんかがあると、担当した子の評価表というの

を出さなければならないんです。その１ページ目に

書かれているのは、「問題点の列挙」なんです。寝
返りができない、首のコントロールがない、○○が

できない…って、ずうっと書いてあるわけです。評

価というのはかなり最近の日本語です。ドイツ語か
らきた言葉です。英語では evaluationというんです。
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すなわち、value を見るということ、価値を見るこ
とを評価というんです。それが、あれほど問題点を

列挙されたら、もう２～３個でよろしいわとか、本

人や家族が見たらそう思うと思うんです。診断名の
多さとか、地方の名士が持っている名刺みたいなも

んです。どれぐらいの係やってまんねんみたいなふ

うになるから。わかりましたから、脳性まひ一つで
結構ですとか、言いたくなってしまう。むしろ、完

璧な人間などいないわけやから、この人には何が必

要かという人間ばっかりが集まっているというの
が、教育とか療育の世界だというふうになればいい

と思います。今、自分のここにあるのが The real
me だというふうに、こどもでも言えるわけですか
ら。

■ HOWの文化 と WHYの文化■
ここからは、自分が実践しているようなことを提

言して終えたいと思ってるんです。ロケット工学の

日本における第一人者といわれてる糸川英夫さんと
いう人が、日本人が持っている文化というのは、「Ｈ

ＯＷの文化」だと言っています。どうすればいいか

というのがわかれば、これほど巧みに忠実に物を作
ったりとか実現することが可能な国民はいない。で

も、「ＷＨＹの文化」がない。「どうして」「なぜか」

というようなものがないので、なかなか物を創造す
るということができないというようなことを言って

います。

きっと、僕も、今日、こういうところに呼ばれた
のは、なんの関係もなかったわけじゃないと思うん

ですよ。こっちへ移ってから、教育委員会とか養護

学校とかから、具体的な介助の仕方について教えて
ほしいと言われたのは事実です。本当は僕、有名な

んですけれどね。でも、みなさんに有名だとはちっ

とも思っていないです。そういうとこで教えていて
も、やっぱり、「なぜ、そうしなければならないか」

よりも、「どんな方法がいいんですか」みたいなば

っかり聞きはる。しかも短時間で、厚かましくも。
本当に学校の先生ってそうですよね。理学療法士や

作業療法士の研修で、たとえば、食事の研修で３週

間ぐらいかかるんですよ。なのに、この１時間半で
やれ、と言うんです。普通に考えたら、よっぽど学

校の先生が賢いか、理学療法士がよっぽど頭悪いか、

どっちかですよ。ものすごい短い時間で自分達はマ
スターできるんだと思ってるんじゃないかと思え

る。そんな、いろんな思いがこういう場所を遠ざけ

ていた理由です。でも、いい先生もいます。今、直
感的に言い過ぎたかなーと思って。もう、そろそろ

ですから、最後ね、死んだ後はいい先生やったと思

われないと。今、ふっと、そう思ったので。いい先
生、多いです（会場、大笑い）。

新しく入ってくる人がいちばんだいじなんです。

新入職員に、「どうしてそういうふうにしてるの？」
と聞いたと思って下さい。南大阪療育園にいたとき

もそうですけど、「どうしてそういうことしてる

の？」と言うと、僕の語調が「なんちゅうことして
るのや」というふうに聞こえるらしい。でも、そう

いうときは、そう言いますから。「どうして」って
聞くと、だいたいの療法士は「ダメですか」って聞

くんです。「いやいや、ダメっていうんじゃなくて、

どうしてそういうふうに抱っこしてるのかなと思っ
てー」って、できるだけ抜けたような感じでしゃべ

る。そんなふうにしゃべる癖がついてしまったのは、

旭川児童院のせいです。もっと知的だったのに。ち
ょっと本気になって、「なんてことしてんのや」な

んて言うたら、みんなつぶれますよ。まあ、なんと

か答える人は、「主任さんがそう教えた」とか言う。
「じゃあ、主任さん、呼んで」と言うと、「ええっ、

主任さん、呼ぶんですか」って。責任逃れしようと

する。主任さんを呼んで、「どうしてこういうふう
に教えたの？」と聞くと、また、「ダメですか」や

から。「いや、そうやなくて」というと、「前の主

任さんが」とか言う。「わかった。わかった。責任
なんてもう問わない」って言って。だって、渋滞の

一番最初の車、どれやと言うてるのと一緒ですから

ね。もう、一番最初にそういうふうに抱っこした人
までたどりつこうと思ったら、お墓参りしないとい

けないかもしれません。だから、また新入職員のと

ころまで戻るわけ。「君な。こういうふうにやりな
さいて、聞いたら、失礼のないような言い方で、『な

ぜ、こういうふうにしなければならないのか』と聞

くのがあたりまえやろ」と言うわけ。でなければ、
君の後輩の孫の代まで、こういうやり方が続く。一

番最初は、こういう理由でこうやって抱っこしよう

というのがあったけど、それから、この子はもうど
れぐらいの年になってんのやろ。「今でも、その抱

き方でええのやろか」というのまで考えないといけ

ない。
みんな、「障害児など、障害者にはならない」と

習ってきている。「これまで」の世界で言うと、４

番目にあるように、元々、障害に対して何とかでき
るかもしれないと考えたのが、さまざまな訓練法で

す。ボバースやの、ボイタやの、上田法やの、何と

呼ぼうと、全ては犯罪だと僕が言うときます。すな
わち、障害しか見れないようにしてしまう。今、何

をしてるんだと聞かれたら、ボバースをしてると答

える。「それは、君、手段やろ。」目的と手段を間
違うように育ててしまう。欧米ではなく、日本でそ

のような訓練法というのは、基本的には間違いだし、

犯罪だ。誰も勇気と言う気がないから、そのように
言わないだけなんです。

それよりも、あることを親に教えたら、「あ、そ

れやったら、できますわ」と言われるのが正解です。
いちばん最初のリハビリテーションの定義であった

ように、リハビリテーションの英語の言葉の中に、

この過酷なリハビリに耐え、とか、リハビリがんば
りや、とかいうようなんは、訳しようがない。リハ

ビリテーションの元々の世界では、あたりまえのと

ころなんですから。頑張る必要なんかないわけです
から。だって、十分、がんばってるわ、こどもも親

も。正しいよりも、もっと楽な方法を考えなさい。

「楽」は日本語では「楽しい」とも読めるようにな
ってくるから、というふうに教えるべきです。



- 16 -

僕自身がポリオってものに対する概念をずっと持
ち続けてるならば、僕は死ぬまでポリオですから。

死ぬまで負け犬だということになる。ポリオを克服

できなかったということになる。こんなものは、別
に僕の人生の大きな挑戦ではないんですよ。そうい

ったことをどうしても負い目に感じさせてしまうよ

うな文化が我々の中にはある。そういうことを変え
ていけるのは、教育とか療育の力です。

障害児っていうのは、今の時代でいけば、みんな

障害者になるわけです。でも、みんな、こどもだと
考えてしまう。これが 1901 年の会合やったら、そ
の当時のダウン症のこどもさんの平均年齢は 11 才
です。だから、ダウン症の大人の話は、なしです。
たかだか 10 年ぐらいしか生きられないのやから、
どういう思いをさせるかっていう会合になってるは

ずですよ、みなさんみたいな優しい人間が集まれば。
今ちょっと持ち上げてますけれど。でも、基本的に

はダウン症の人の平均余命は、障害者の中ではまだ

低いです。それでも還暦を迎える人がいるというこ
とです。アルツハイマーの罹患率は６倍。11 才ま
でには、それは発症しなかったというだけの話です。

それだけ変化してきているんですよ。それも併せて
考えなければ。だって、僕もすごくかわいいキュー

トなポリオのこどもだったんですよ。でも、こんな

ポリオのおっちゃんになっちゃって、ということで
すから。僕には僕の今の人生の目的というのがあり

ますから。さまざまでしょ、それは。

それから、一般的には QOL という言葉がリハビ
リと同じように定着しつつありますよね。僕って、

日本語以外にもたくさんの言葉ができるんです。だ

から、ぜひ、提言しておきます。QOL なんてくだ
らない言葉など使うべきじゃない。だって、語彙数

が少ないんですよ、英語って。You save my life.「命
の恩人だ」と言うときにも、命も life なんです。
enrichm my lifeだって、それはいろんな家電製品を
とかいうように、「もっとよりよい生活を」という

ときも、life です。いい人生だったというのも life
です。第一、ホームセンターでライフというのもあ

るくらいですから。もう、そんな語彙数の少ないも

のを、ほとんど同じ言葉で使ってるわけです。日本
語なら、たくさんの言葉があるのに、さっきのコロ

ニーと一緒です。今になっても、よう変えんでしょ

う。リハビリテーションで失敗しているんですよ。
リハビリでビリビリにされたなどというような嫌み

を言われる前に、ちゃんと日本語にしておけばよか

ったんです。同じ失敗がきっとケアで起こるから。
ケアの日本語の本当の意味を伝えないで、なんでも

ケア。ケアというのは、どんな意味かご存知ですか。

こういうの、一つぐらいは謎でおいとかないと。イ
ライラするような気持ちを大事にしないと。

こういうふうにさわるんだとか、こういうふうに

持ってとか、というふうに、そういうのを習いたが
りはるんですよね。けどね。相手が皆さんのことを

好きなら、皆さんのさわり方は愛撫になります。相

手が皆さんのことが嫌いやったら、そのさわり方は
物理学的には一緒やとしても chemistry としてハラ

スメントになります。好きでなければ、好き同士で
なければ、さわり合うなどということはできないわ

けだから、そこのことを考えた方がいいですね。そ

れなのに、さわり方について言われても難しいので、
いくつかだけ提言しておきます。

【提言】「問題点指摘ではなく、必要性把握型の療
育を実践する」

とにかく、この子に必要なことは何なのかという

ことに知恵を出すべきです。仕事はできるけど酒ば
っかり飲んでるという言い方と、酒を飲むけど仕事

はできるという言い方。前者は「問題点指摘型」で、

元々認めていないんです。後者は、いろいろあるけ
ど、いい人間やと言うてるわけやから、認めている

わけです。確かに、こういった椅子に座らなければ

ならないとかいろいろありますから、その上で必要
なことは何なのか（必要性把握型の療育）を考える。

【提言】「こどもと家族の実生活を直視し、目標指
向型の療育を実践する。」

必要なことしか、みなさん、できるはずがない。

僕、35 年も仕事をやってますけど、まだ一人も脳
性まひを治した覚えがない。脳性まひが消えたとい

うような、evidence、根拠も証拠も見たことがない。
とにかく、基本的には、やってることは人の営みな
んですから。このお母ちゃんとこのこどもで実現可

能なことというのを考えなければ。自分が理学療法

士になって２年目ぐらいのときに、こういう物の考
え方を示唆するような出来事に出会って、それから

30 年ぐらい考えているということになります。こ
っちはものすごい知識を持ってるわけで、お母ちゃ
んに、こういうふうに、こういうふうにしなければ

ならないと教えてるわけです。そうしたら、あるお

母さんから「先生の言う通りやと思う。先生が正解
やと思う。でも、私にはできません」と言われたん

です。難しすぎてできないと。やっぱり、人には優

しく、指導は優しく、優しいのがベストですという
ふうに思います。そのために、僕がいつも心がけて

いることはこうです。

「こどもと家族のための療育の実際」

①こどもと家族の最大「関心事」を受けとめる

②こどもと家族の生活時間を把握する
③こどもと家族の生活空間を調査する

④こどもと家族の生態相関図によって人間関係を理

解する
⑤こどもと家族の「生活史」を作成する

できれば、こども自身に最もやりたいことは何な
のかと聞きたいところです。でも、代弁をしはるの

は親やろし。①は医療でいえば、主訴です。主訴は

間違っていても主訴だ。腹が痛いと言ったら、腹痛
なんよ。専門的にみて頭痛やとしても、なんとかそ

れに対処してあげる必要があるということです。で

も、治った段階で使ったのは、母さん、頭痛の薬や
ったんやと告白してもかまわないです。それから、
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障害を持っているのは 24 時間持っているわけだか
ら、どういうような生活をしているのか（②）。ど

ういった場所で行っているのか（③）。それから、

やっぱり人間関係は少ないわけです。どういった人
間関係をもっているのか（④）、そういったことも

調べる。さらに、障害を持って生まれてくるという

のは、双方ともの罪でもなんでもないんだ。障害を
持って生活をしているわけだから、ぜひとも担当す

る人は、その人達と組んで、どういう life story（生
活史）だったのかというのを作るべきです（⑤）。
誰もが主人公のはずなのに、そして、障害を持っ

て生まれてきて、障害を持って生活していって、障

害を持って亡くなる。これは、今いるこども達だけ
のことじゃない。ずうっと、こどもと家族の歴史が

続いているのに、歴史を知らないということは何も

知らないと同じです。場当たり的な対応をしてしま
うということになる。やっぱりね、いい「人間」と

いい「空間」でいい「時間」を過ごしたいでしょ。

その「間」という時間をとって、秋にはいいサンマ
（３間）を食うべきだというので、旭川児童院では、

三『間』表（さんまひょう）と言っています。僕は、

こんなことが一般の書籍に使われると知らないか
ら、ふざけて三『間』表と言ったんですよ。それが

本に載って、今や、もう修正しにくくなってるんで

すけど。全体の姿を見て、家計簿をつけるのと一緒
ですよ。どんな生活をしてるのかと見ることができ

る。一年後にもういっぺんつけてみはったらいい。

何も変わってないんだったら、何も工夫していない
ということになる。

それから、こどもとまわりの人達の相関図を作っ

てみる。これはケースワーカーの仕事をしていると
きに考えました。たとえば、本人にとって、最も重

要な関係があるのは、お母さんだと。しかも、相思

相愛だと。お父さんは一方的な愛で、しかも細々と
したもの。本人は父さんの方に向かずにおじいちゃ

ん、おばあちゃんに向いているとかがわかる。

【資料３】

The RUMBA criterion
・Relevant
・Understandable
・Measurable
・Behavioural
・Attainable

去年ケベックで第３回脳性まひ学会がありまし
た。ケベックはフランス語圏なんで、生活の目標と

いうのをこの英語の RUMBA【資料３】という、こ
れに合わせた形で作るべきだということが言われま
した。対応の仕方は年齢相応か(relevant)どうか。
理解可能な(understandable)ものなのかどうか。さら
に、目標については測定可能（measurable)かどうか。
「このお母さんとこどもさん達の豊かな生活のため

に」ではわからん。そんなの、標語みたいなものや

から。標語っていうのは、病院とか施設で掲げてあ
るでしょ。実現できないから書いてあるわけ。だか

ら、具体的にこのようなって、測定可能な目標を作
る。Behaviouralというのは観察可能なということ。
そしていちばんだいじなことは、実現可能な

(attainable)目標を考えるべきだということです。祈
りに似た願望では、そのために挫折感ばかり感じる

でしょう。

もちろん、この学会でも、専門家の中では、しょ
っちゅうこの言葉、impossible（不可能だ）を使う
人が多いんです。頭にきたから、「Impossibility exist
only in your heads.」（君の頭の中にあるだけだろう）
と言って、だから、プレゼントとして、「’」（アポ

ストロフィ）をあげると言うて、僕がこの文章を作

ったんです。I'm possible こうすれば、可能だとい
うふうに言えるじゃない。もちろん、正しい英語は

「It's possible for me.」だけど、外人の僕がやったの
に対しては、英語を母国語にする人達は意図をわか
ってくれた。impossible、impossible と言って前へ進
まないのは、何もしないのと同じだ。恥ずかしいと

言ってくれた。「’」一つつけるだけで、これやっ
たらできると言えるわけです。

そんなふうに考えることが自分のこれからの療育

と思って、やり続けているものです。けどね、現実
に目を向けると、あと僕も余命いくばくもありませ

んので、この講義を遺言としときます。若いみなさ

んが、あとを実現してくれはったらいいと。以上で
す。ありがとうございました。
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①「健康・身体づくり」分科会報告
■共同研究者の分科会まとめ

花 井 丈 夫

（理学療法士 横浜療育医療センター）

養護学校にお邪魔することの多い私として、いま

まで気になっていたいことに一つの答えを頂く機会

となりましたので、それについて述べさせていただ

きます。

今回発表にあたった先生は、まだ 3 年目の大変若
い先生でしたが、慣れない中でよく課題を整理し、

その目的もたいへんわかりやすいビデオを通しての

授業の発表でした。私は理学療法士ですので、その

授業については何も評価できませんので、訪問の授

業はこういうものだと受け取るだけですが、たいへ

んわかりやすかったおかげで、今までに断片的に見

た授業と共通する場面があっていろいろ考えさせら

れました。

そのひとつは、冷たいものを何度も触らせている

授業場面でした。そもそも温冷覚は、触覚と違って

防御感覚です。冷たいものを触れば冷たいと感じる、

その当たり前のことを繰りかえし確かめることにど

んな意味があるのか見ていて疑問を感じました。こ

れは「冷たいということを教えている」と受け取る

べきなのでしょうか？ 繰り返し経験させてどんな

意味があるのでしょうか？ と感じました。また、

以前見た授業とも共通したことですが、子どもに対

して言語の刺激の偏りを感じます。話しかけが多す

ぎて他の感覚刺激が入りにくいのではと感じまし

た。周りにいる言葉が理解できる人間（大人たち）

にとって言語は有益な刺激（説明）ですが、言語理

解が不十分と思われる子どもに対して、量質ともに

多過ぎる言語刺激が適切な認知を与えるでしょう

か？ 言語を控えてもう少し他の刺激で伝えること

はできないのでしょうか？ 例えば日本語が未熟な

外国人に沢山話しかけて理解が得やすいでしょう

か？ これは、「教員の側の子どもらへの共感性の

問題」にあると感じました。

話は回り道をしますが、国策としての教育の目的

は明治維新においては、国を豊かにするために優秀

な人材を発掘するという選別であったという歴史観

を私は持っています。戦後民主主義になっても、我

々はその選別的な教育の影響を経験した文化の中で

育ち、結果として選別されて支援者（教員）になっ

た者は、選別的でない教育をあまり体験していなの

ではないでしょうか。昭和 17 年に我が国最初の肢
体不自由施設となる「整肢療護園」を創設し、「療

育」や「肢体不自由」の言葉の生みの親である高木

憲次氏は、肢体障害とは使わず、肢体不自由という

言葉で表現しましたが、その「不自由」を重複重度

のコミュニケーション障害もある子どもらについ

て、私なりに考えてみました。

我々は彼らの不自由さに具体的に気づいているの

でしょうか？ また気づいていないために我々の側

（支援者）にも生じている不自由さにも気づいてい

るのでしょうか？ 我々は、彼らに何が見えて、何

が聞えて、何が匂って、何を味わって、何を触れて、

手足や体をどう認知しているのか、少しでも共感し

ようとしているのでしょうか？ 彼らにある不自由

さが具体的になんであるかに気づかずに、彼らの不

自由さを克服する援助を我々にできるでしょうか？

「共感」という言葉が安っぽく使われますが、具

体的にどうすれば「共感」できるのか、多くの教員

達は教わっていないと思います。「共感」すること

は、「共感した」という実感と「共感された」とい

う実感をもって対等に成立する現象だと思います。

そのためには彼らの不自由さには我々が歩みよる以

外に始まらないと思います。彼らがどう感じている

かに「答え」があり、それに我々が気づくよう歩み

よることから関係はスタートするはずです。お互い

が「伝えること」より「感じること」の方が大切で

はないでしょうか？

お互いの間に多くの不自由を抱え、援助（教育）

する側と援助（教育）される側という関係性の中で、

教育で使われる「指導」という言葉はどう奇麗事に

解釈しても、誤解を招き不自由を増す言葉です。「指

導」とは指導する側に正解があると誰もが感じる言

葉です。子どもらは指導者に近づく努力を当たり前

としていると感じる言葉です。確かに「指導」とい

う言葉はもう使っていないかもしれません。でも、

指導者側の出すサイン（刺激）を感じなさい、それ

に応えなさい、こちらに来なさいと、働きかける授

業を全国いろいろなところで見ると、まだ「指導」

していると感じます。「指導」しなくてはならない

という脅迫観念みたいなイメージが、子どもらを感

じよう、彼らを知ろうという「共感」のための基本

的方法を無視し、むしろ子どもらに教師への「共感」

を強いて、彼らを混乱に陥れたり、また貧しい認知

環境に閉じ込めたりしてしまう危険を持っているの

は、教師側にあると多くの教師らに気づいて欲しい

と思う貴重な機会となりました。
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■発表レポート

初めての担任、Mさんとのとりくみ～病院訪問において医療的配慮を必要とするケース～
竹内 紀子

東京都立光明養護学校

（〒 156-0043 東京都世田谷区松原６－３８－２７）

はじめに

M さんは生後４０日から現在まで、約１２年間病

院のベッド上での生活が続いている。呼吸不全のた

め、鼻腔より挿管し、持続酸素投与をしており、身

体を動かしたり、気持ちが高揚すると吸引の頻度が

高くなり、対応が必要になる。病院内とはいえ、気

づけばどこかでアラームが鳴っているという常にケ

アが必要な重度の子ども６人部屋に、看護師１人の

体制であるので、依頼してもすぐに看護師に診ても

らえるわけではないのが現状である。

本レポートでは、１点目に M さんの医療的な配

慮事項について、引継ぎから現在にかけての取り組

みを述べる。そして、２点目は M さんの認識面に

ついて、授業の取り組みを含めながら述べる。

この研究会を通して、医療的なケアができない中

で、少しでも M さんが楽な状態で授業に臨めるよ

うにするためには、どのような呼吸の促し方をすれ

ばよいのか、また、M さんの内に秘められた認識力

や能力への理解と、それを踏まえた上での授業の工

夫、M さんにとって、よりよい授業が行えるような

工夫を学びたい。

＜児童の実態＞

・低酸素脳障害（重度）、体幹四肢関節・脳性麻痺

・姿勢は仰臥位で、股関節屈曲のため脚が過剰に開

脚した状態である。

・痰が溜まりやすく、常に喘鳴がある。

・聴覚優位だが見る力もついてきている。

・脚や顔に触れられることに敏感で、特に足の裏は

顕著に表れる。上肢は、緊張を伴うが意識的に動か

すことができる。（特に右手）。

・快・不快、呼びかけへの反応、「もっとやって欲

しい」等の気持ちが表情や右手の動きに現れている。

・身近なおとなの声の違いや、関わり方の違いに気

づいてきている。特に、声かけに対する反応ははっ

きりしてきている。

・気持ちや身体のリラックスを土台に、外からの働

きかけを受け止めるようになった。

Ⅰ．医療的な配慮事項について

新年度を迎え、担任も変わった中で、毎年行って

いる病院・保護者とのケース会を６月に行った。事

前に医療的な点について病院の担当看護師とケース

会を設け、前年度の内容の確認を行い、今年度は前

年度のようにはできないということを了解してもら

った。管理職にも相談し、病院・施設等医療機関内

で教員が実施できないという原則に基づいて授業に

臨むこととなった旨を６月のケース会で話した。そ

の結果、看護師に授業を始めるにあたっての準備、

授業中の吸引、車椅子への乗せ換え全般等、昨年度

以上に様々な配慮をしてもらうこととなった。

１．吸引について

（１）昨年度のようす

口腔内、鼻腔内は昨年度は担任が病院側と確認し

た上で行ってきた。

挿管チューブ内の吸引はモニターや本人の状態を

見てその都度看護師に依頼していた。

（２）今年度のようす

①口腔内の吸引について

→当面、授業中は渦巻状のカテーテルにて持続吸

引してもらうことになった。

②看護師に依頼する吸引について

→吸引の頻度、必要な状態について確認した。

＜吸引の頻度＞

１．授業開始時

２．車椅子に乗せかえるとき

３．車椅子から降りたとき

４．吸引が必要な状態のとき

→・挿管チューブ内に分泌物が溜まっているとき。

・心拍や本人の全体像を見て様子がおかしいと感
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じたとき。

・酸素飽和度の数値が 90 以下に下がり、思い

当たる点のケアを行っても上がらない場合。

（酸素飽和度の数値の基準値 90 は担当看護師から

提示された数値である）

２．車椅子の乗せ換えについて

（１）昨年度のようす

2003 年 5 月 15 日作成の「M さんの配慮事項につ

いて」の手順に基づき、看護師に確認し、乗せ換え

を行っていた。M さんを抱えジョイントをはずした

り、差し込むという作業、酸素ボンベを車椅子に取

り付ける、酸素の有無の確認、目盛りの確認を教員

が行っていた。

（２）今年度のようす

これまで同様、複数訪問の日に限り、当日の体調

を看護師に聞き、了解を得た場合に車椅子に乗り換

えて活動を行っている。教員のみの場合は、昨年同

様、同じフロア内で行う。吸引が必要であると感じ

たときにすぐに病室に戻れるようにその日の体調に

よって活動時間を考慮する。

＜決定事項＞

・ 乗せ換えのときの酸素の管理（酸素チューブの

取り外し、取り付け、目盛りの確認等）は母に行っ

てもらう母不在の場合は看護師に依頼する。

・ あらかじめ、移動する目安の時間を病室の看護

師に伝えておく。また、移動前には同時に吸引もお

願いする。

３．ケース会報告より

（１）健康面に関して（担当ドクター・看護師の話）

今まで以上に抜管の危険性を感じている。（首を

始め、腕や脚などリハビリの効果か、以前よりも M

さんが活発に動けるようになったことで、身体の一

部がチューブに引っかかり、抜けてしまうことが増

えており、現在、月に２～３回は抜けている）挿管

は気管の中まで入っており、気道が曲がっているの

で入れるのが難しい。M さんの健康状態を全体的に

見ると、やはり、気管切開は必要である。

（２）授業中の医療的ケアについて

授業中の医療的なケアに関しては教員が立ち入ら

ずに、全面的に病院に協力してもらえることになっ

た。困ったことがあればいつでも声をかけ、看護師

に協力を求めるという点について理解いただけた。

４．今後の課題

分泌物が流れ出るタイプのときと、固くて出せな

いときがあり、酸素飽和度も分泌物の状態によって、

授業中に度々 90 を切るような日がある。看護師に

何度も吸引を依頼し、吸引しても、またすぐに溜ま

ってしまうということの繰り返しになる。そのよう

な時は緊張が強く、常に力を入れている。力を入れ

るとうまく座位保持椅子に身体を任せることができ

ず、姿勢が安定しない（お尻の一点で身体を支えて

いるので）。身体を支えようと、左腕を座面に押し

付けるように力を入れる…という状態が続いてしま

う。座位保持椅子の角度を変え、身体を座位保持椅

子に任せられるようにしたり、呼吸に合わせて身体

を動かしたり、担当看護師がするように、抱っこを

して深い呼吸を促したりするのだが、そのようなと

きには、どのような支援をしたらよいのか。

Ⅱ．認識面について

M さんはとても好奇心旺盛で、新しいことに積極

的に取り組もうとする姿勢がある。授業ではそうい

った点を踏まえて、主体的な活動や一人でできたこ

とからくる達成感から楽しいと感じられるような活

動を大事にしている。また、返事を右手の動きで表

現できることがあるので、本人の意思を尊重できる

ような言葉がけや活動をするよう心がけている。

授業を始める前に身支度を整え、すっきりすると

落ち着いて授業に臨んでいる。開始時に排泄の状態

を聞くことを習慣にしているが、ほぼ確実に不快な

状態を伝えることができている

１．授業の取り組みのようす

＜始まり・終わりの会＞

名前呼びで左側から教員が返事をすると、時間は

＜今年度の課題＞

・健康に留意し、望ましい呼吸状態で授業に臨む。

・人との関わりを深めながら思いを伝える力をつける。

・もう一度やりたいかどうか、どちらをやりたいかなど、

選択する力をつける。

・病室のベッド以外の場所へ出て人との交流の場をたく

さん経験する。
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かかるが意識的に首を動かし、左側を向けるように

なってきている。また、握手をすると右手を握るよ

うに力を入れている。

終わりの会の合図のオカリナの音色が聴こえる

と、ゆったりと穏やかな表情で終わりを感じている。

＜運動・訓練＞

MD でゆったりとした音楽を聴きながら取り組ん

でいる。スイッチの ON、OFF を一緒に行い、スピ

ーカーから流れてくる音楽を確認し“体操の時間”

を意識しながらリラックスして取り組めている。脚

に触れられること、こすられることにもだいぶ慣れ

てきた。

＜うた・リズム＞

音楽を聴いて楽しむだけではなく、自分で楽器を

握って音を出すという主体的な活動を取り入れてい

る。うまく音が出たときには表情だけではなく、サ

チュレーションも安定し、逆に、思ったようにたた

けないと納得がいかず、以前は怒ることもあった。

また、たたき足りないと、撥を手から取ろうとして

もしっかり握って離さないこともある。昨年度行っ

た太鼓は拳を倒すように、トライアングルは腕を振

るように、グロッケンは左右にずらしながら…と楽

器によって腕の動かし方を変えている。大きな音を

出そうと、力をためるために意識して腕を後ろに引

いて鳴らすこともある。

＜みる・きく・おはなし＞

昨年度に比べると、絵本をじっと観るようになっ

た。特に鮮やかな絵はわかりやすいようで注意深く

観ていた。紙芝居は 1 枚ずつ背景の色が変わるので

場面の変化がわかりやすかったよう。新しい絵本の

時はくいるように観ているが、何度か読むうちに飽

きたというように、絵本の方を観なくなることがあ

る。以前読んでいた本と新しい本のどちらを読んで

欲しいかという問いには、新しい方を見せた時の方

が腕がよく動いていた。新しい本を見せても腕が動

かなかったとき、他の活動がよいのかと思い、その

ときに取り組んでいた歌がやりたいのかと聞くと、

腕がよく動いた。そのときに取り組んでいた曲はサ

ンバ風の曲で楽器を鳴らしながら踊るという M さ

んの好きな内容だったので、やりたかったのかもし

れない。

＜つくる・あそぶ＞

新しい素材には、最初は驚くものの、触れていく

うちに慣れ、もっとやりたいとアピールしてくるこ

とが多い。慣れている素材、特に絵の具のぬたくり

は、腕を後ろに引くこともなく、画用紙の上で左右

に大きく腕を動かしている。

運動会ごっこでは積み重ねた箱を確かめながら意

欲的に腕を動かしていた。箱に触れ、手を動かすと

箱が動き、箱が落ちると音がするという因果関係が

わかってやっていた。

＜散歩・病室外活動＞

車椅子を用いての散歩や病室外活動は前担任から

引き継いで行っている活動である。生まれてからず

っと病室での生活をしている M さんにとって、環

境の変化を感じるという点で、学習という点に限ら

ず、生活していく中で非常に大きな意義を持つ活動

である。しかし、車椅子への移動、携帯酸素の取り

付けなど一人では目が行き届かない点もあり、また、

一歩間違えると危険な点も出てくるので、複数訪問

の際にのみ行うことにしている活動である。「エレ

ベーターホールに行ける。」ということを本人もと

ても楽しみにしており、行く前には目が大きく開き、

輝き、帰って来てからは満足した表情をしている。

２．今後の課題

以前は嫌なことに対して身体全体で表現していた

のでわかりやすかったが、今年度は身体全体で拒否

を示すことが少なくなってきた。嫌なことが減って

きたという点では良いとは思うが、Mさんの「NO」

がわかりにくくなってきた。

わかりきっているような内容や（ex．次にするの

は何か）誘導尋問のような質問の仕方で、「簡単な

質問をばかりしているのではないか。M さんの認識

面にあった質問の仕方ができているのか。」という

思いがある。「やりたいか、やりたくないか」とい

う問いだけでなく、絵本と楽器のどちらがやりたい

のか、などという、選び甲斐のある選択の仕方をし

ていく。「自分が選んだ結果、行った活動」という

因果関係がわかるようにしていく。
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②「コミュニケーション」分科会報告

■共同研究者の分科会まとめ

高 木 尚

（東京都立多摩養護学校）

はじめに

毎回、本分科会に共同研究者として参加して頂い

ている川住先生が、今回は事情があって参加できず、

いわばピンチヒッターで分科会運営に参加しまし

た。来年は川住先生の復帰をお願いし、より深まっ

た協議ができるよう願っています。

１，レポート発表

レポートは２本。

①「ネットワークを活用した訪問教育部児童生徒に

ついての実践研究」

長崎県立諫早養護学校 葛島隆文先生、

②「過年度卒業生における授業展開」

鳥取県立白兎養護学校 安本理恵先生、勢登睦先生、

であった。

①のレポートは、「いろいろな人々とのつながり

を持つことを目的とし、本校の学級と訪問教育対象

児童生徒や訪問教育対象児童生徒同士の交流に、ネ

ットワークを活用した」ものでした。ＵＳＢカメラ

や携帯式テレビ電話などの、先端の機器を使用し、

パソコンを通じてコミュニケーション場面を設定し

た実践で、意欲的な実践でしたが、機器に不案内な

参加者にとっては難しいものとなりました。子ども

たちの実態や課題、授業中の様子などがより詳しく

報告されたならば、論議もさらに活発になったと思

います。

②のレポートは、「内面世界を広げることを目的

にしたお話グループの実践」「個々の生徒に応じた

個別学習」の報告でした。「お話グループ」では、

「視覚的に楽しむ」教材の工夫や働きかけの工夫が

報告されました。「個別学習」では、生徒の選択が

実現している場面や、自己表現が評価されること、

思いが手紙となって伝わる場面や伝えたい人が明確

になることなど、生徒の生活年齢に応じて、コミュ

ニケーションが充分展開される要素があり、グルー

プ学習共々参加者の共感を呼びました。また、エア

バックセンサーなどの機器も紹介されました。

２，協議

分科会参加者の皆さんの問題意識は、①最重度と

いわれる子どもたちとコミュニケーションをどのよ

うに取っていくか、また豊かにしていくか、②内言

語（理解言語）が有ると思われる子どもの表現手段

をどのように育んでいくか、大きくは以上の２点が

占めていました。この２点が絡まりながら協議が進

んだのですが、さらにはっきりとした協議の柱を提

示することが必要であったと思います（運営面での

反省）。

そのような中でも、○表現手段が高まって行くに

は内面の高まりが必要である、○ＮＯがきちんと伝

わっているか（限られた中での、不本意な選択にな

っていないか）、○教員がどれだけ読み取れるかに

よって、子どもたちの表出は変わってくる、○安易

に言語がしないで、見ていく、○生理的な変化（パ

ルスオキシメーターなど）も見ていくことが必要な

場合もある、ことなどが話され検討されました。

３，今後に向けて

コミュニケーションは「やりとり」です。それが

豊かに成立するには、「伝えたい感動・心の動きが

あること」「伝えたい相手がいること」「伝えるた

めの手段を持っていること」「伝わったことの確認

が出ること」が必要と思われます。日々の子どもた

ちとのやりとりの中で、上記４点が教員に意識化さ

れつつ、実践が展開されることが大切です。「コミ

ュニケーションという授業」があるわけではなく、

全ての授業の中で、「伝えあい・やりとりしていく」

過程が本分科会の検討対象となります。そのような

意味では、様々な「授業」を上記４つの観点で整理

しながら、実践を持ち寄りたいと思います。
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■発表レポート

過年度卒業生における授業展開
安本 理恵 勢登 睦

鳥取県立白兎養護学校訪問学級

（〒６８９－０２０３鳥取市三津８８０－４）

１．はじめに

今年度白兎養護学校訪問学級は、独立行政法人国

立病院機構（NHO）西鳥取病院に入院している児
童生徒が 39 名在籍（内過年度卒業生２７名）して
いる。昨年度までは、在宅訪問生が 1 人在籍してい
た。また、2001年度より過年度卒業生を 3年間で 30
人受け入れることが実現し、今年度さらに希望があ

り 7 人受け入れることとなった。過年度卒業生を受
け入れるに当たって。過年度卒業生の実態から新た

に教育課程を作成し、学習内容についても検討して

いく必要があり、3 年間でどのような力をつけ卒業
後の生活につなげていくかが課題となった。その中

で卒業後の豊かな生活につながる要素としてコミュ

ニケーションの力は欠かせないものである。現在、

学習形態としては、個別学習、課題別グループ学習

（お話、器具、スヌーズレン、音楽）、学部単位で

行う集団学習がある。その中で高等部では、コミュ

ニケーションの力を引き出し、内面世界を広げるこ

とを目的にしてお話グループを研究対象として行う

ことにした。今年度で過年度卒業生を受け入れてか

ら 4年目となる。グループ学習の中のお話グループ、
そして、コミュニケーションの基礎を築く個別学習

の事例を挙げて紹介したいと思う。

２．過年度卒業生における学習の実際

（事例１）

グループ学習「お話グループ」における取り組み

お話グループの取り組みは２００２年から始まっ

た。構成は、適齢期の高等部 1年生 1名、過年度卒
業生 5名計 6名からのスタートであった。生徒の実
態としては、話の内容を理解し、予想しながら楽し

むことができる生徒 1 名、仕掛け絵本「いないいな
いばー」が大好きでその他のお話にはあまり興味を

示さない生徒が 1 名、何に興味関心があるのかわか
らない生徒が４名であった。グループを設定するこ

とで複数の教員で一人一人の興味関心を発見した

り、教材教具の工夫や効果的な学習内容を構成した

りできると考え研究を進めていった。初年度の４，

５月は生徒一人一人の興味関心のある方法を探って

いった。するとパネルシアターの登場人物に興味を

持ってじっと見つめたり、話の間に歌った曲に興味

を示したりする生徒があった。お話の時間であると

いう意識づけのためテーマソングを作成した。また、

生徒の興味関心を引き出すため呼名の際ツリーチャ

イムを使用することにした。

＜実践例｢スイミー｣＞

6，7 月の「七夕さま」では、OHP を使用し、場
面ごとに BGM を取り入れ役割読みを行った。OHP

の映像を興味深そうに見入っている生徒の様子が見

られたが、その一方であまり興味関心を示さない生

徒もいた。そこでまず集中できる学習場所、視覚教

材を使用できる学習場所ということで暗幕が使用で

きる部屋を使用することにした。また、登場人物が

はっきりしていて感触が楽しめるもの、効果的に音

楽を取り入れられるもの、個々にあった支援できる

題材がいいということになった。その結果 2 学期は
｢スイミー｣に決定した。

スイミーの教材一覧（ブラックライトを使用し、視

覚的に楽しむ）

小さい魚、くらげ、まぐろ→画用紙に蛍光塗料を塗

り、いくつも作り、釣竿につるし動かす。まぐろは

口が動くよう物干し竿の足を使用。

伊勢海老→人が入って、動けるものをダンボールで

作成。蛍光塗料使用。

くらげ→ビニールぶくろに水を入れ感触を楽しむ。

うなぎ→新体操の手具使用（白いテープを空中でひ

らひらさせる。）

※ペープサートを 3 名分作成する。（話に興味関心
が持てるように目の前に提示する。）

回を重ねていく中で、初めは目の前のペープサー

トにしか集中できなかった生徒も釣竿でつるされ離

れていく魚たちをゆっくり捕らえることができてき

た。また、登場の音楽から登場人物の出てくるのを

どきどきしながら待ったり、自分の前から逃げてい

ってしまう伊勢海老の方に体を向け尾をつかもうと

したり、「ぐふっ」という発声とともに笑顔が見ら

れるようになっていった。お話の展開を楽しめる生

徒は、自らスイッチを使って BGM の係に挑戦する

などの変容もみられた。本単元は、個の実態に合わ

せて支援方法を工夫しやすく、思い思いに楽しめる

ものであった。

＜その後の取り組み＞

3 学期は 2 学期の学習でだんだんと遠くの物にも
興味を持つ様子が見られるようになったため、今度

は｢マッチ売りの少女｣を教員が登場人物に扮し行う

ことにした。ご馳走の場面では実際の食べ物を提示

し、臭覚刺激を楽しんだ。生徒の実態に合わせ座る

位置を固定し、お話が終わった時にはリラックスし

て余韻が楽しめるようミラーボールの光とお話で最

後に扱う曲を少し長めに聴く場面設定を取り入れ

た。この１年間の取り組みの中で、固定していた興

味関心の幅が広がりを見せてきた。それに伴い自発

的な動きや、発声が見られるようになり、他者に興

味関心が向けられるようになったことは大きな成果

であった。

過年度卒業生を受け入れ２，３，４年目になると
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生徒数も多くなり個々の実態も様々になると共に学

習場所の確保も大きな課題となり、お話グループの

人数も７～８人の２グループとなった。また、生徒

の実態により物に注視，追視することを目標として

取り組むことが課題の生徒は、２，３人のグループ

で個室を使用し、OHP 教材提示装置、感触教材を
取り入れながらお話を楽しむ小グループがいくつも

編成されていった。本年度は、新たに人に関わりを

求めていく、信頼関係、好ましい人間関係ができる

ことを目標とする３人の小グループが編成された。

お話グループの取り組みの中で、生徒の実態や興味

関心が何であるのか、そこで何をねらいとして学習

を組み立てていくのかによりグループを編成するこ

とが大切だと実感した。１グループ７～ 8 人では、

お話を構成する上で個々の実態や課題が反映しにく

くなってくる。それにくらべて、２～ 3 人のグルー
プは自発的な動きを待ってお話を構成することがで

きる。コミュニケーションの発達段階をよく捉え、

グループの人数を適切なものにしていくことも大切

だと実感している。また、お話グループで育ってき

たコミュニケーションの力を普段の生活や、卒業後

の余暇の中でいかに発揮できるかが今後の課題であ

る。人は、年齢に関係なく楽しい経験をするとその

経験で何年間も長生きができるということであり、

今ある力を活用してＱＯＬの向上を目指す機会にな

りうる。これからも一人一人の実態に合った方法で

お話活動をすすめていきたい。

＜お話グループで使用してきた題材＞

題材名 時期 実践例

アラジン 1学期 劇、場面の移り変わりはＢＧＭ使用。挿絵はプロジェクター使用。

新ハンスの冒険 2学期 ミュージカル劇。場面によっては参加型に設定した。最終的には、生徒が登

場人物になりきり演技した。

スノーマン 12月 ＤＶＤ鑑賞。

3枚のおふだ 3学期 日本昔話のＢＧＭ使用。逃げたり、追いかけたりをＢＧＭと共に繰り返し体

験できる。

はらぺこあおむし 1学期 個々の好きな感触でつくったはらぺこあおむし使用。

ブレーメンのおん 1学期 教師とのスキンシップをたくさん取り入れ、最後に得意な楽器を演奏し、た

がくたい くさんほめてもらう設定。

（事例２）

パソコンを利用したコミュニケーション学習の実践
～ベッドサイドでの取り組みを中心に～

学習に取り組むに当たって

平成 15 年 4 月、高等部過年度卒業生の A さんと
の出会いが、パソコンとスイッチを利用したベッド

サイドでの学習に取り組むきっかけになった。A さ
んはベッドで音楽を聴きながら生活することが多

く、親しい人に話しかけられると笑顔で応えること

ができ、話しかけや音楽を聴いて左手を動かして楽

しさを表現することのできる生徒である。学校に入

学するまでの A さんの余暇活動は、音楽を聴きな
がら左手に握った鈴を鳴らして楽しむというもので

あった。

どんな障害が重い人でも、何かを使ってコミュニ

ケーションを取れるようになるべきである。また、A
さんは音楽の変化を感じて、左手を動かそうとする

ことができるので、さらに一歩進んで、機器を操作

することによって自発的な動きを引き出せると考え

た。

そこで、情報機器とスイッチ機器を組み合わせて

利用して、自らの左手の動きによって音や光の変化

を生み出し、その変化を感じてさらに自らの自発的

な動きを引き出すことを目標にした学習を研究して

いくこととした。

使用機器の選定と学習への導入

使用機器は、汎用性と携帯性を考えてノート型パ

ソコンを使用することにした。また、実際に音と光

の変化を楽しむソフトとしてパソコン上で絵を描い

たりその絵のデザインに適合した効果音を出したり

することのできるペインティングソフト「キッドピ

クススタジオ 2001」を使用した。また、スイッチ
ングデバイスはクリック信号入力ジャックを取り付

けたマウスに、ジェリービーンスイッチを接続して

使用した。スイッチのセッティング場所は左手下や

左肘下にするものとした。ベッドサイドにノート型

パソコンを開いて固定し、スイッチをベッドの左手

部分に置くことで、安全かつコンパクトに教材を配

置することができた。また、パシフィックサプライ

社のピエゾニューマティックセンサースイッチ（空

気圧を電気信号に変換するスイッチ）を知り、早速

学習に導入した。かなり小さな圧力でも反応し、さ

らに感知面積がジェリービーンスイッチよりも広い

ので、より確実にスイッチを押すことが可能になっ

た。

生徒の変容と学習発表会

平成 15 年度 1 学期より、ジェリービーンスイッ
チでノート型パソコンのペインティングソフト「キ

ッドピクススタジオ 2001」を操作する学習を開始
した。左腕を動かしスイッチに触れることでパソコ

ンのスピーカーから音が出るという刺激と反応の活

動を繰り返すことで、パソコンから音が出ると何回
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も左手を大きく動かして、スイッチに触れ、音が出

るという変化を楽しむことができた。また、画面の

変化の中でも明暗がはっきりする刺激の変化を感

じ、ノート型パソコンの液晶画面のほうに視線を送

ることもできるようになった。

A さんの特に好きな刺激は、爆弾が爆発するよう
な強い音の刺激があって、それに合わせて画面全体

が点滅する「キッドピクススタジオ 2001」の操作
コマンドで、その刺激の時には明らかに他のコマン

ドよりも多く左腕を動かし、画面を見る回数が増え

た。また、CD を準備して音楽を演奏しながら学習
を進めた。リズムの速い曲やゆったりとした曲など

好きな曲を聴きながら楽しい気持ちを感じて、左手

を動かす回数を増やすことができた。

平成 15 年の 2 学期より、ピエゾニューマティッ
クセンサースイッチを導入して、同じ学習を継続し

た。かなり小さな圧力でも反応し、さらに感知面積

がジェリービーンスイッチよりも広いので、より確

実にスイッチを押すことが可能になった。

2 学期の終わりに学習発表会で、楽器演奏グルー
プのメンバーとして、パソコンによる打楽器音演奏

を担当した。合奏する曲は「大きな古時計」。CDに
よるメロディーが会場全体に流れる中、A さんは、
その音楽を聴くことで楽しい気持ちになり、何度も

左手を動かしてピエゾニューマティックセンサース

イッチのエアバッグ部に触れ、パソコンで打楽器を

演奏することができた。

平成 16年度の新たな取り組み
新たに手に握って音の出る空気で膨らませるビニ

ール製のおもちゃをスイッチ端末にした。左手握力

を活用したスイッチングをすることで、新たな力の

獲得と維持を図ることができるものと考えている。

パソコンを通して音や光の刺激を感じて左腕を動

かし感覚の表現を少しずつ獲得していくことができ

てきた。卒業後にもこの力が少しでも生きるように

学習を継続していきたい。

今後の課題と期待

A さんは本年度末で高等部を卒業する予定であ
る。卒業後は病棟での生活が主となるため学校教材

として使用しているこれらのシステムの利用が難し

くなる。そこで、卒業後の移行支援として、学校備

品利用から、個人購入につなげていく教師の努力、

働きかけが必要となってくる。平成 15年度末より、
保護者には教材の購入を働きかけ続けている。保護

者も前向きに検討されていて、何とか購入すること

ができれば、病棟での生活が少しでも豊かになるの

ではないかと期待している。

３．おわりに

過年度卒業生を受け入れ今年度で 4 年目となっ
た。自分と同年齢もしくは年上ということで言葉づ

かいはどうしたものだということから始まったこと

を覚えている。コミュニケーションの始まりとして、

一体何に興味があるのだろうと日々あの手この手と

いろいろなことを試みた。学校生活から離れて、20
年近くになるという現実。静かな病棟生活からたく

さんの人との関わりが急に始まった。小中学部とは

異なり体も大きく抱きかかえることはできなかった

が、教師の話しかけや、歌いかけに少しずつ表情が

和らぎ、内言語も非常に豊富であることがわかって

きた。これは生活経験の蓄積であると実感した。実

態としては、本当に様々で個性豊かであった。私が

担任した生徒は、自分の体を器用に動かし、揺れを

楽しんだり頭に手をやりゆっくりと指でこすったり

してその感触を楽しんでいた。人が近づくとじっと

見つめ険しい表情になり、体も緊張し、一生懸命自

己主張していた。そこで何とか人との関わりは楽し

いものであり、楽しみを見つけたいと考えスキンシ

ップを図っていった。その結果、いつものように歌

いかけると「ぐふっ」と声を出して笑う姿がみられ

た。その時はうれしくて、誰かにこの表情を見てほ

しくて、職員室に駆け込んだのを覚えている。その

時なぜ笑ったのかと考えると、状況として、1 対１
だったということである。親しい人との関係の中で

こそ自己表現ができたのか。もっとはやく 1 対１の
時間を設定すればよかったとその時やっと気づい

た。（その当時学習場所がなかったため同じ場所を

共有することが多かった。）このように生徒の性格

や、発達段階によっては、学習環境も配慮事項の 1
つとなる。コミュニケーションの第 1 段階として 1
対 1 の関係がしっかりできているか。心を許せる人
がいるかが大切である。また、コミュニケーション

の力をつける時に、快表情がでることだけでよいか、

というと人の感情には「喜怒哀楽」があり、この感

情を表出することが自己表現そのものである。また、

「苦あれば楽あり」と言われるように人は、不快か

ら快を得ることが多い。従って、お話グループの中

でも場面構成の際、意図的に不快の場面を設定して

いる。また、個々に応じて音楽などによる聴覚刺激、

ブラックライトや、ＯＨＰによる視覚刺激、具体物

を触る触覚刺激、季節の植物、食べ物などの臭覚味

覚刺激を効果的に取り入れより、内面世界の広がり

を目指してきた。繰り返し同じ話を行うことで、生

徒に変容がみられるようになってきた。この動きを

自己表現として、また、要求言語として、さらには

余暇の一つとしてより豊かな生活に結びつくコミュ

ニケーションの力となるよう取り組んでいきたい。
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③「あそび」分科会報告

■共同研究者の分科会まとめ

西 村 圭 也

（全国訪問教育研究会顧問）

１. はじめに

今年も分科会参加者は４２名と大きな分科会にな

りました。司会は中岡恵子先生(奈良県立明日香養

護学校)、レポートは次の１本です。

坂本義幸、中岡恵子(奈良県立明日香養護学校)

「子どもの実態に応じた適切なアプローチ」－自

作教材・教具を活用した子どもへのアプローチ－

２. 自己紹介、あそびについて困っていること

時間にゆとりがありそうなので自己紹介の中で、

あそびについて困っていることや、よく使うあそび

についても聞かせてもらいました。この内困ってい

ることとして出されたのは次のような事柄でした。

・すぐ生かせる面白いあそびのネタがほしい。(１

２)

・年齢の高い生徒(高等部、既卒者)のあそびは。(４)

・反応のとぼしい子のあそびの展開の仕方。(２)

・親子で楽しくあそべるもの。

・たたみの上でどういうあそびができるか。

・ベッドサイドであそびをどう発展させるか。

・視覚障害の子の楽しいあそびは。

・集団のあそびのヒントがほしい。

３.レポート発表

坂本義幸先生がまず「ゆれあそび」と「音あそび」

を中心に考案した自作教材の実物を見せてくれまし

た。「バランスボード」、「ネットぶらんこ」、「吊り

おもちゃ」(音)、「吊りおもちゃ」(触)、「ミニパ

ラバルーン」「ウインドチャイム」、「ねこ笛」、「ド

レミホーン」など、創意を凝らした教材からは作ら

れた先生の熱意が熱く伝わってきました。次にビデ

オでこれらの教材を使ってあそんでいるところを見

ながらその意図していることや子どもの応答につい

ての解説がありました。このあと教材作りの費用や

作り方について質問がありました。

４. あそびの紹介

自己紹介の中で参加者から出された「よく使うあ

そび」を実際にその先生にあそんで見せてもらいま

した。

「ロングタオル体操」「触れながら読む絵本」「た

まごのケース袋」「『洗います』あそび」「シャンプ

ーあそび」「ゆびあそび」「ビニール袋クッキング」

「シェービングクリームあそび」「トライウォール

ぶらんこ」などあそんで見せながら、教材の作り方

や購入方法などの情報を交換し合いました。

５. 今年の分科会の特徴と今後の課題

昨年は５本のレポートがあり、討論時間が不足し

ましたが今年はレポート１本と少しさびしくなりま

した。しかしそのおかげで自己紹介に時間をとり、

参加者の要求が確認できました。上記のとおり多く

の参加者の要求は「すぐ使えるあそびのネタがほし

い」「年長者や重度の子ども、集団あそびなどのあ

そび方が知りたい」などの HOW TOに関するもの

です。今大会の参加者の意見の中に「これが分科会

か」というものがありましたが、やはり大原則は参

加者の要求に添った分科会であるべきと考えます。

今年の分科会でも「ネタ」の紹介には時間を割き

ましたが、大事なことはあそびの中で先生が子ども

にどのようにアプローチするのか、また子どもがど

のように応答するのか、その微妙なところを伝え合

い学び合うことだと思います。その意味では今年の

レポートは教材をナマで見せてもらい、あそびをビ

デオで見せて頂いたことは良かったと思いますが、

あそびの紹介についても来年はぜひ分科会参加者は

ビデオ記録を持って参加してほしいと思います。レ

ポートに関する討論とともに、それらのネタについ

ても討論しつつ深められたら、より楽しい分科会に

なるかと思います。
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■発表レポート

子どもの実態に応じた適切なアプローチ～自作教材・教具を活用した子どもへのアプローチ～

坂 本 義 幸、 中 岡 恵 子

奈良県立明日香養護学校

（〒６３４－０１４１ 奈良県高市郡明日香村川原４１０）

１．はじめに

子どもの手に多くのものを触らせること、いろい

ろな音を聴かせること、見せること、楽な姿勢を見

つけてあげること、心地よい動きを体験させること、

そんな機会を数多く作り出してあげることは、子ど

もの発達を育てるためには大切なことである。ただ、

訪問教育を受けている重度な子どもの多くは、動き

も少なく自分から積極的に人やものに対して働きか

けていく力はかなり弱い。そこで、こちらから意図

的にその機会を作り出し、強く心地よい働きかけを

試みるようにした。

その、働きかけの方法の一つとして、子どもの実

態にあった、ねらいに適した教材・教具を自作し、

子どもの発達にとって重要な感覚運動機能を育てる

ようにアプローチを行った。なお、教具の作成にあ

たっては在宅訪問という限られた枠の中での活動の

ため、できるだけコンパクトな物にし、大きな物は

組み立て式にして持ち運びが便利なように工夫し

た。

以下、今年度作成した主な自作教材・教具の紹介

とそれを用いた活動場面の子どもの様子を報告した

い。

２．児童・生徒の実態

○ A児（小３ 男子）

＜姿勢・身体＞

・日常は仰臥位。胃ろうを形成（Ｈ１５，１０）。

痰が多い。

＜認知＞

・よく泣くが原因ははっきりしない。

・人を追うような目の動きをするときがある。

・音はよく聴こえている。

○Ｂ児（小５ 男子）

＜姿勢・身体＞

・仰臥位が殆どで抑制状態で過ごすことが多い。

・２４時間の酸素吸入。鼻腔チューブによる栄養。

痰は常に多い。

＜認知＞

・不快に対しては嫌な表情になる。

・刺激が強いと興奮状態になる。

・音は聴こえているように思うが、応答は少ない。

・視力は明暗程度である。

・父親の呼びかけには、口元を動かすような表情が

見られる。

○Ｃ児（高２ 女子）

＜姿勢・身体＞

・日常は側臥位。両股関節脱臼。強い緊張あり。体

幹はＧパターン。

・痰が多く、吸気時にゼーゼー音がよくでる。

＜認知＞

・痛みや不快に対しては泣いたり嫌な表情をしたり

する。

・音は聴こえている。

・人や色のはっきりした物には視線を向ける。

○ D児（小１ 男子）

＜姿勢・身体＞

・日常は仰臥位、右側臥位。胃ろう形成（Ｈ１４，

５）

・全身伸展緊張が強く、首の反り返りもある。

＜認知＞

・笑顔があり、嫌なときには大きな声を出して泣く。

・呼びかけに視線を向け、笑顔が出る。

・興味のある物に対して、手を伸ばして触ろうとす

る。

・音楽の好みがあり、笑顔になる。

３．活用事例

（１）バランスボード（揺れ、回転）

★ねらい…

・傾いたり揺れたり回転したりすることで筋緊張や

弛緩状態をつくる。

・バランス感覚を養う。

・排痰を促す。

★使用方法とポイント

・バランスボードの上に仰臥位または側臥位で乗せ

る。

・ことばがけをしながら、ゆっくり左右に傾けたり、

回転したり、静止状態をつくったりして様々な揺れ

を体験させる。

・音楽を聴きながらリラックスした雰囲気で取り組

む。

★子どもの様子

○ A 児 ・少し斜め横に傾けると、身体に力を入

れ踏ん張ろうとしていた。

（仰臥位)・ゆっくり回転させると、目を大きく開

きはっきりした表情になった。

・小さな横揺れを繰り返すと両手の指先が動いた。

○Ｂ児 ・ボードに乗ると少しこわばった表情に変

わった。

（仰臥位)・斜め横に１０度ぐらい傾け静止状態を

つくると、口をもぐもぐ動かしあごが少しあがり、

指先が動いた。

・小さな横揺れの繰り返しや回転で小さな声を出
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し、手足を歩くように動かし、微笑んでいるかの表

情が見られた時があった。

・激しい回転で興奮状態に陥り、発作を誘発したこ

とがあった。

○ C 児 ・ボードに乗せただけで不安定さを感じ

取り、全身に緊張が入った。

（仰臥位)・音楽を聴きながら、ほんの小さな横揺

れを体験したが、表情はこわばったままだった。

（２）ネットブランコ（揺れ）

★ねらい…・前後、左右、上下の揺れを体験するこ

とで、前庭感覚を高める。

★使用方法とポイント

・ネットブランコの上に側臥位または仰臥位で乗せ

る。

・乗ったときの姿勢が極端に崩れないように、ネッ

トをできるだけ張るようにする。

・ネットに薄手の布団を敷き、心地よさを与える。

・最初は左右にゆっくり揺らし、子どもの表情をみ

ながら速度や揺れのバリエーションを増やしてい

く。

・音楽を聴きながら、リラックスした雰囲気で様々

な揺れを体験させる。

★子どもの様子

○ A児 ・浮き上がると大きく目を開いて、おや？

という表情に変わった。

（仰臥位)・ゆっくりと横揺れを続けると徐々に緊

張がとれ、穏やかな表情で身体の力も抜けてきた。

・小刻みな揺れでは、腕を上げ顔を少し横に向け緊

張が入った。

○Ｂ児 ・身体が少し包み込まれるような姿勢にな

るので、胸が落ち込み息苦し そうな表情になった。

（仰臥位）・浮き上がるとき指先を動かし、少し緊

張しているように思えた。

・ゆっくりした大きな横揺れの時は、比較的穏やか

な表情だった。

○Ｃ児 ・浮き上がる時は緊張が入ったが、包み込

まれるような状態がよいのか 徐々に和らいだ表情

に変わってきた。

（右側臥位）・音楽に合わせた左右の横揺れの時、

微笑んでいるような良い表情になった。

（３）吊りおもちゃ《鉄琴・木琴編》

★ねらい…・響きのある心地よい音を聴かせること

で、聴覚の集中を促す。

★使用方法とポイント

・後ろから補助して座らせ、楽器を見やすく、しか

も楽な姿勢を保持する。

・一音一音、ゆっくりと音を聴かせる。

・手を支えてバチを持ち、曲を一緒に演奏すること

で、音の変化に興味をもたせる。

★子どもの様子

○Ａ児 ・木琴の音にはそれほど関心を示さなか

ったが、鉄琴の音には目を大きく開き、はっきりし

た表情に変わることがあった。

・音の鳴る方に振り向く動きが見られたが、じっと

見ることはなかった。

○Ｂ児 ・座位姿勢をとるとき、痰の流れやそれ

に伴う息苦しさから、なかなかおもちゃに集中する

ことができなかった。

・仰臥位で鉄琴の音を聴かせたが、ほとんど表情の

変化は見られなかった。

○Ｃ児 ・鉄琴の高い音に興味を示し、「きらきら

星」や「ゆうやけこやけ」等、ゆったりした曲を聴

いたときは、特に穏やかな表情になった。

・鉄琴の一音一音をしっかり聴いて、目を大きく開

け表情がはっきりしてきた。また、音の鳴る方に顔

を向け、じっと視線を向けることがあった。

・座位姿勢で座っている方が、ゼーゼー音も消え呼

吸が楽になった。
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（４）吊りおもちゃ《見て、触って、感じて編》

★ねらい…・物を見たり触ったりすることで、視覚

や触感覚を高める。

★使用方法とポイント

・後ろから補助して座らせ、おもちゃを見やすく、

しかも楽な姿勢をとらせる。

・色々な材質の物や音の出るおもちゃ（ボール、ス

ライム、たわし、鈴、ビー玉、音の出る缶、タンバ

リン、風船など）を触らせる。

・刺激として気持ちのよい感覚のものをできるだけ

多く触らせる。

・音の出るおもちゃを吊ることで興味をもたせる。

・見やすく触りやすい高さに吊す。

・左右、上下に自由に動かせるようにゴムで吊す。

★子どもの様子

○ A 児 ・最初スライムを触った時は、冷たさに

手を引っ込めたが、慣れてくると感触を味わうよう

に指先をよく動かしていた。

・風船はすぐには離さなかったが、たわしは嫌がり

すぐに離した。

・缶の大きな音には、びっくりして身体がぴくっと

動いた。

○ B 児 ・座位姿勢がとりにくいので、仰臥位で

スライムを触らせた。指先がぴくっと動いた。

・音にはほとんど応答しなかった。

○ C 児 ・手に風船を持たせたが、握ろうとはし

なかった。

・スライムを触ったときは手を引っ込めた。

・一緒に物を触ろうと腕を動かすことで、身体がリ

ラックスしてくることがあった。

（５）ウインドチャイム（聴く）

★ねらい…・音が出やすく美しい音色の響きをもつ

チャイムを使って、自発運動を促し、笑顔を引き出

す。

★使用方法とポイント

・チャイムを耳元で聴かせながら、手に触れさせる。

・手にチャイムを乗せ、手の動きで音を鳴らせる。

・チャイムを吊し、チャイムのひもを手に引っかけ

る。手を動かすことで美しい音色が響く。

★子どもの様子

○Ｄ児 ・チャイムの音が聴こえると、動きにくい

方にも顔を向け、チャイムの位置を探した。視線の

動きが活発になった。

・自発的な手の動きにより、チャイムの音を確認で

きると笑顔になった。繰り返すと、手や腕の動きが

出てきた。

・音が鳴らせるようになった。（チャイムー触れる

ー鳴る）、（チャイムーひもー引っ張るー鳴る）活動

のイメージができるようになってきた。

（６）ねこ笛（イメージ）

★ねらい…・触感覚や聴感覚を豊かにする。

・身体の部位にゆっくりタッチさせながら、ボディ

イメージを豊かにする。

★使用方法とポイント

・身体の部位にねこ笛を押し当てて、音を聴かせる。

刺激の受け入れ易い上腕から始め、身体の部位を伝

え、腹部や足先等から徐々に頭部へ近づけて、ボデ

ィイメージを豊かにしていく。

・視線の動きや表情に変化があれば、部位を変える。

触感覚は軽く押したり、しっかり押す等変化をつけ

る。

★子どもの様子

○Ｄ児 ・音が鳴っているのが聴こえると、目がキ

ョロキョロ動いた。身体の部位との関係はわかって

いないようだ。

・徐々に頭部に近づくにつれ、目の動きが活発にな

り、その方向に視線を向けようと、身体に力が入っ

てきた。

・回数を重ねると音の確認が早くなり、笑顔も見ら

れた。
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（７）ドレミホーン（運動・バランス）

★ねらい…・力を入れて押す感覚を、しっかりと体

感させる。

・身体の動きと音の連動を楽しむことで、自発的な

動きを引き出す。

★使用方法とポイント

・体重をかけてもたれる。身体を起こすと音が聴こ

える。

・座位になり、ホーンの上で身体を揺らせる。

・床に置いて足を踏ん張る。

★子どもの様子

○Ｄ児 ・音色が聴こえると、目を大きく開いてキ

ョロキョロさせた。どこからの音なのか確認できて

いないが、繰り返すことで笑顔が増えてきた。

４．おわりに

自作の教材・教具を使っての授業は、６月初旬よ

り行ったが訪問教育の場合、週３回 が限度であり、

体調によっては取り組めない日もあり、単発的にな

ることが多かった。その中で、大まかに整理すると

それぞれの子どもに下記のような応答が見られた。

＜Ａ児＞

○たくさんのおもちゃを吊っても、興味をもって見

ることはなかった。

○スライムや風船などの比較的軟らかなものを持た

せたときは、指先をよく動かしていた。

○揺れにバリエーションを加えることで、手足に力

を入れたり目をしっかり開けたりする表情が見られ

た。

○ゆっくりした横揺れでリラックスできた。

＜Ｂ児＞

○吊りおもちゃで遊ばせようとしたが、呼吸や痰の

からみで座位姿勢をとるまでに時間がかかった。

仰臥位や側臥位で、一つのおもちゃを使ってじっく

り感触あそびや音あそびに取り組む方がよいのかも

しれない。

○バランスボードでは、口をもごもご動かしたり手

足を動かしたりして、ゆっくりした様々な揺れを緊

張も少なく感じることができた。

＜ C児＞
○ネットブランコは少し身体を包み込むようになる

ので、安心感がでるのか、リラックスした表情で取

り組めた。バランスボードは乗るとすぐに不安定さ

を意識し、小さな揺れに対しても過敏に応答し、表

情が和らぐことは少なかった。

○吊りおもちゃの鉄琴の音については最初から興味

を示したので、２学期は毎週２回取り組めた。

○一音一音に興味を示すかのように音の鳴る方に顔

を向けたり、じっと見つめたりする様子が見られた。

○曲を聴いているときは表情が穏やかになり、身体

の力が抜けていくのがよくわかった。

＜ D児＞
○興味を示した物をしっかり認識し、視線を向けよ

うとしていた。

○おもちゃに触れたり音が鳴ったりすると、笑顔で

その喜びを表現し楽しく学習に取り組むことができ

た。

○緊張が和らぎ、リラックスして学習できるように

なってきた。

以上のことから、今回紹介した教材・教具を使っ

た授業において、４人の子どもすべてがすべての面

において学習効果を高めたとは言い難い面がある。

特に障害の重い子どもたちは発達段階が同じようで

あっても、一人ひとりの子どもの実態は異なるとい

う問題もある。

手作りの教具づくりでは、子どもの発達段階に合

わせて作成することはもちろんのこと、一人ひとり

の実態に即した教材・教具の活用が重要である。「口

元が和らいだ」「じっと見つめていた」「音の聴こえ

る方に顔を向けた」「指先を動かした」と、微々た

る変化であるが子どものしっかりした意思表示であ

る。

子どもの笑顔を求めて、今後も教材・教具の改良、

使用方法の応用と創意工夫を重ねていくことで、そ

れぞれの子どものねらいを達成するための授業へと

つなげていきたい。また、教員が子どもを深く観察

し、細かい変化（目の動き、口の動き等）も見逃さ

ず、快、不快の感情とどのように結びつけているの

か等、教員の子どもを見る目も養っていく必要があ

る。
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④「授業づくりと教育課程」分科会報告
■共同研究者の分科会まとめ

平 賀 哲

（新潟県立上越養護学校・全国訪問教育研究会副会長）

１，本分科会の経過

本分科会は、1996 年の京都大会から 2001 年の大
会まで設けられていた「集団授業づくり」分科会を

継承・発展させたものです。翌年の岩手大会（15
回）では、「集団指導＆条件整備」分科会で取り上

げられましたが、「集団学習」をテーマにしたレポ

ートが少なくなってきたため、昨年の高知大会では

分科会として設定しませんでした。しかし、高知大

会では、スクーリングに関するレポートが多く出さ

れたので、本大会で、改めて、「授業づくりと教育

課程」として設定することになりました。そこで、

本大会要綱では「日々の授業や時間割をどう組み立

てていくか、また複数訪問やスクーリングなどの集

団学習をどんな内容で行っていくか、各地の実践を

交流しましょう」としました。

２，レポート発表と協議

レポートは、白神先生（県立岡山西養護学校）の

「仲間を感じる、訪問生にとっての集団学習づくり

～週２回のスクーリングと、それに参加できない在

宅生との取り組みから～」と箟先生（兵庫県立阪

神養護学校砂子訪問教室）の「重症心身障害児

・者の教育実践と教育課程作成に向けて」の２

本でした。

白神先生の在宅訪問教育では、週３回という訪問

回数の上限の枠内で週２回のスクーリングと週１回

の訪問を組み合わせて実施しています。レポートで

は、なぜ週３回という枠内で週２回ものスクーリン

グを行っているかについて、「訪問教育なのにそん

なに学校に来るのはどうか」という声がある中で、

「子どもたちに必要な集団が保障できる機会を」と、

岡山県下で例のない週２回のスクーリングに取り組

んでいることが、生き生きと語られました。「学校

に来ると表情が違う」という保護者からの評価に励

まされながら、訪問教師が交流・集団の窓口となり

外からの情報を運ぶ役割が浮き彫りにされました。

参加者からも、それぞれのスクーリング実施につい

て、送迎の交通手段（タクシー）・費用、回数など

の情報交換がされました。

箟先生の施設訪問教育からは、青年期に続く

成人期の実践に取り組む中で、その教育課程づ

くりの視点として、「重症心身障害児・者の教育

におけるＱＯＬの構造化」が提起されました。「健

康状態の把握と健康管理の『底板』が強固で、

教育のいろんな構成要素である『側面の板』が

バランスよく並んで教育に輝きと彩りを添え、

『縄』の関係機関との連携が強固である時、こ

こに満々と水がたまる」と、ＱＯＬを『樽』に

イメージしての発表でした。そして、重症心身

障害児・者の教育について、①身体面の変化を

捉えた健康管理と教育課程づくり、②教育にお

ける柔軟な発想と指導体制づくり、③関連機関

との連携、④卒業後のアフターケアー（高等部

卒業後の生活を豊かに）等の課題が提示されま

した。併せて、全く教育を受けることなく、不

就学とされてきた人々の問題も視野に入れ、既

卒者の高等部訪問教育保障の取り組みをさらに

進める必要性が指摘されました。

３，今後の課題

本大会では、①集団学習づくりをどう進めるか、

②青年期・成人期における教育課程をどう作ってい

くかの２つを柱に検討しました。①では、スクーリ

ングについて、交流の仕方、移動手段、医療的ケァ、

回数、移動距離、場所、家庭事情、本校の協力体制

などが様々で、いろいろなケースがあることを各県

からの情報を基に論議しました。様々な制約や条件

があっても、その中で、知恵を絞って工夫しながら、

集団の場を用意することで、子どもたちの発達を促

し、親や教師の連携、仲間づくりを進め、さらに集

団学習を充実させていきましょう。②については、

青年期・成人期という生活年齢の重みを大切にしな

がら、「文化」の視点から（生け花の授業など）の

内容を取り入れながら教育課程づくりを進めること

が必要です。また、興味・感心の「世界」をやみく

もに広げさせようとせず、その人が昔好きだったこ

とや、今、好きなことを充実させるといった視点・

取り組みも必要となってきます。この成人期以降に

おける教育課程は、新しく提起された分野ですが、

今後、訪問教育が担うべき大きな課題となりました。
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■発表レポート

仲間を感じる，ひとを感じる，訪問生にとっての集団学習づくり
～週２回のスクーリングと，それに参加できない在宅生との取り組みから～

白 神 恵 子

岡山県立岡山西養護学校

（〒 700-0951 岡山市田中 579）
１ はじめに

岡山西養護学校（以下，西養）は，岡山市内の知

的養護学校である。訪問教育は，県下の各養護学校

が担当エリアを分担している。県北部には肢体不自

由校が設置されていないため，通学して学習可能な

児童生徒が訪問対象になっていたり，子どもだけ，

岡山市内の施設に入所して養護学校に通う形になっ

ていたりと，教育条件整備はまだたくさんの課題を

背負っている。

西養の訪問教育担当エリアには，岡山大学付属病

院や岡山赤十字病院があり，また，通学可能な肢体

不自由校が岡山養護・岡山東養護・早島養護と３校

もある。そのため，訪問教育の児童生徒は，気管切

開し呼吸器を使用していたり胃ろうをしていたり，

吸引・経管栄養などの必要があったりと，医療と共

に生活しているか，また，通学困難な家庭の事情が

ある場合も含め，肢体不自由校に通学が困難な子ど

もたちである。

２ 西養のスクーリングは週２回！

さて，「週２回のスクーリング」と聞いて，驚か

れる方もあると思う。訪問教育の授業は，岡山県で

は（子どものニーズによってというのではなく）週

３回２時間ずつを上限として，教員が配置されてい

る。毎週３回の授業。その中で，体調が良く，２回

スクーリングに学校へ出てくることができる子につ

いては，在宅での授業が週１回ということになる。

以下は，スクーリングに参加できている今年度児

童生徒の時間割の一部である。

時 間 割 Ｓ＝スクーリング，○＝在宅訪問授業）

小学部 Ａさん 実態＝気管切開・胃ろう｡ 小学部 Ｓくん 実態＝呑気しやすく胃の

月 火 水 木 金 健康状態良好で，火のＳ 月 火 水 木 金 空気を抜くことと吸引必

午前 Ｓ ○ ○ にはしっかり参加できて 午前 Ｓ Ｓ 要。体調良好。

午後 いる｡ 午後 ○

私が担任している中学部３名の時間割

中学部 Ｋさん・Ｙくん・Ｔくん ◇体調が良ければ，火・金のスクーリングに２名参加し

月 火 水 木 金 ている。また，普段は週３回とも在宅訪問授業のＹも，

(Ｋ・Ｔ) (Ｋ・Ｔ) 毎月１回の｢こばと学級｣(親子で授業に参加する訪問の行

午後 ○(Ｔ) ○(Ｙ) 事)には積極的に参加する。その場合，３名全員スクーリ

実態＝Ｋ：吸引。経管栄養。 ングになる。授業では，訪問高等部の担任や訪問部教頭

Ｙ：気管切開・呼吸器使用。 の応援を得ている。

Ｔ：胃ろう。上肢の変形拘縮，大。 ◇月・火の午後については，体調や家庭の都合でスクー

リングに参加できない生徒に在宅での訪問授業を行う。水の午後は授業を入れず，｢訪問担任者会｣を確保

している。

このスクーリングの形になるまでは，以下のような歴史をたどっている。

◇肢体不自由養護学校がまだ県下１校だった頃訪問教育対象児童生徒の中に通学可能な子どもが多く，週

３回の訪問授業のうち，来校できる日には，それぞれにスクーリングを組み，学校の該当学年のクラスと

交流したり，同じ日にスクーリングすることが分かっている子ども同士で，タイミングが合えば一緒に授

業をしたりしていた。個別のスクーリングは，来校できる日にいつでも，という形。

↓

◇県南西部に肢体不自由校が２校新設通学可能な子どもたちは，東養護学校・早島養護学校へ。残った児

童生徒のうち，同じ施設へ訓練に通っている子どもの保護者が，訓練に行く曜日を合わせたり，勤めてい

る親が休みを取りやすい日を合わせたりし，スクーリングに来校できる曜日がだんだんそろうようになっ

てきた。

↓

◇火曜日と金曜日はスクーリングの日に固定 年度末に，訓練や訪問サービスなどの新年度契約があると

き，保護者が火金以外の曜日にして，一緒にスクーリングできるようにしている。訪問独自の社会見学や

遠足・修学旅行などの行事も，火か金に計画すると差し支えが少ないという状況である。
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固定したことで，メリットとしては，訪問教室に

来ると「仲間に会える」ということが大きい。風邪

が流行していたりすると，通学生との交流は控える。

そんなときにも，同じ訪問の仲間が来ることで，小

さな集団学習が成立する。

余談になるが，西養は教室不足に悩んでいるため，

訪問の教室も通学生の教室になるかと心配したこと

があるが，定期的にスクーリングに使用しているこ

とから畳を敷いた教室を確保することができてい

る。さらに保護者も子どもの授業中，別室で待機し，

他の保護者と語らう時間がもてる楽しみがあり，レ

スパイト的な意義も持ち合わせていると思われる。

デメリットとしては，一人の担任で２～３名の子

どもたちを丁寧に見ることは不可能であること。他

の教員に応援してもらう場合，まかせやすい子ども

に偏りがちで，担任としては心苦しいこともある。

週２回のこうしたスクーリングは，県下でも他に

例がない。訪問教育なのに，そんなに学校に来るの

はどうか，と指摘されたこともあると聞いている。

しかし，子どもたちに必要な集団が保障できる機会

を守りつつ，よりよい形を探りたいと考えている。

３ 学校大好き！スクーリングで輝く子どもたち

訪問の子どもたちとその保護者は，「たいへんだ

けれど，がんばって学校に来る」。体調を整え，朝

食をとらせ，出かける準備をし，午前 10 時に間に
合うよう，自家用車に乗ったり，福祉タクシーや移

送サービスを利用したりして，集い合う。保護者た

ちのそのエネルギーはどこからくるのだろう。それ

は，何よりも学校での子どもが見せる，家庭での姿

と違う輝きがあるからだと思う。そして，それを喜

び合う輪の広がりが，子ども自身にも，保護者にも，

これからへのエネルギーとなるからではないだろう

か。それはまた，私たち教師の励みにもなっている。

（１）スクーリングは目を丸くして：小学部Ａさん

Ａさんは家が遠く用心して早めに出るので，ほぼ

いつも一番乗り。スロープつきの自家用車に車いす

で乗って揺られること約１時間。学校に着いたらま

ず畳の上に降りて一休み。吸引ですっきり。さらに

いろいろ先生から声もかけられ，目元がしっかりし

てくる。準備万端でみんなを待つ火曜日。だんだん

にぎやかになり，さあ朝の会。名前を呼ばれれば，

カニューレから大きく息を吐く音をさせたり，足に

力を入れたり，口の中で舌を動かしたり。握手で握

り返す力もはっきりしてきた。「学校に来ると表情

が違う」と保護者が言われる。目をまあるく大きく

し，目の色が輝く。友だちがいて，家とは違う人数

の声が行き交うのが分かるからと言われる。入学当

初は月１回のスクーリングでさえ負担ではないかと

心配したこともあったが，今では週１回，しっかり

通うことができている。

昨年度のスクーリングでは，投扇やはねつきなど，

勝敗がはっきりしているときに，勝ち負けで得意そ

うだったり不満げだったりと表情の違いがはっきり

認められた。また，今年度のスクーリングでは，一

人だけ先にプールからあげられると，もっと友だち

と同じだけ入るはずだったのにと言わんばかりに顔

を紅潮させて怒った。次のプールの授業では，あが

る前によく言い聞かせておくと落ち着いて着替える

ことができた。勝ち負けが分かる力，「～したい」

気持ち，聞いて分かる力，Ａさんのいろいろな力を

感じさせられた。

（２）スクーリングで自信をつけて：小学部Ｓくん

とても耳がいい小柄なＳくん。大人の話をしっか

り聞いていて，何でもやる気満々。しかし，急に視

野に入ってくる人影や，聞いたことのない男性の声，

お面や帽子を被ると知っているはずの顔が変化する

ことなど，おびえてしまう対象も色々あった。家で

は大人の中にいてわがままだとのこと。体は筋緊張

が強くなかなか思うようにならないＳくんだが，聞

いていることはよく理解しているので，子ども同士

の中で｢一緒にがんばる｣とか｢順番を待つ｣とかも分

かってほしいというのが保護者の願いである。

同じ学年の通学生との交流にも積極的に参加して

きたＳくん。その中で少しずつ変化を見せてきた。

「相撲大会」で変装した先生に会って驚いても，気

持ちを立て直すことができるようになってきた。交

流学級の授業に参加したときには，友だちが不意に

動いてびっくりして涙が出た昨年度。しかし，この

春の「うどんづくり」ではにこやかに参加できた。

また，緊張すると声が出しにくいＳくんが，今年

度になって，好きな歌「なだそうそう」を抑揚をつ

けた発声で教師と共に歌い，スクーリング参加のみ

んなから大喝采を受けた。以来，返事しようと思う

と緊張で声にならなかったＳくんが，何とか発声で

返事できることが多くなってきた。Ｓくんの保護者

も，交流学級や訪問の友だち集団の中での着実な成

長の姿を認め，喜ばれている。

こうして，だんだん自信を持って落ち着いて，聞

き耳立てて，周囲の状況を把握できるようになれば，

Ｓくん自身が不安や緊張を抱え込むことも少しずつ

減少し，呼吸状態の安定や筋力の調整にもつながる

のではないかと期待している。

（３）新しい仲間こんにちは：中学部Ｋさん

訪問の中では，今一番体力がついて安定してスク

ーリングに参加している中学部１年生のＫさん。や

りたいこと，したくないことへの自己主張がはっき

りしてきた。表情もぐっと豊かになってきている。

激しい揺さぶりが好きだが，ただ激しい揺れでなく，

何か「見立て・つもり」があったり，小刻みに心地

よく揺さぶられる方を好んだりし始めた。はしゃぐ

ことは少なくなったが，お姉さんらしいちょっと複

雑な笑顔や，愉快なときには声を立てて笑うことな

どが見られるようになった。教師の動きも，友だち

がしている活動もよく見ている。教師が弾いている

ギターや，友だちがしてもらっているハンモックで
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ぶらんこなど，したいことには手を伸ばし体中を動

かしたり，抑揚のある大きな声で主張したりするよ

うになってきた。

視覚・聴覚ともしっかりしているＡさん。小学部

では通学生の音楽など一緒に授業に入ったが，中学

部は時間割の関係で通学生の授業に入る交流は難し

い。また，小学部時代の友だち以外に入学してくる

仲間も多い。そこで，年度初めに１年生３クラスの

教室を尋ねた。そのときには，何となく教室をのぞ

いた感じだけだったが，ある日，交流学級の女子が

二人，先生と一緒に訪問教室を尋ねてきた。同級生

だよ，こんにちは，と教師が介して，立っている友

だちを見上げて握手を交わし，教室を出る友だちを

見送ってＫさんは何かを感じたのだろう。この１学

期の間に，スクーリングで出会う保護者や教師が口

々に「お姉さんになったね」とＫさんに声をかける

ほど，「らしさ」が感じられる。

家庭では兄妹関係が充実しているＫさん。スクー

リングでも，生活年齢のページをより豊かに描いて

いる。

（４）月１回の｢こばと学級｣，表情が元気なＹくん

呼吸器をつけているＹくん。ストレッチャーに乗

って，福祉タクシーを利用して，の外出は大荷物。

でも，教室に来ると優れた聴覚をフルに使って，あ

ちこちから聞こえる友だち・保護者・教員の声や物

音，耳を澄まして聞いて楽しんでいることが表情で

分かる。さりげなく一人で笑っていることもある。

何か手に触れると，真顔になって身構えることもあ

るが，説明するとたいてい，程なく落ち着く。家庭

とは違う空間で，多方向からの刺激を受けとめて，

Ｙくんの豊かな感性が引き出されるのがスクーリン

グの魅力。

家庭ではできない大きな遊具に乗ったり，プール

に入ったり，学習活動そのものも経験をふくらませ

る貴重な機会だが，同じ活動を共有する友だちがい

ることで，感性が揺さぶられていることが表情の変

化で分かる。健康状態と相談しながら，工夫して参

加している保護者は，Ｙくんが訪問の仲間集団を楽

しむ機会をできるだけ保障したいと考えられてい

る。

４ ひとりぼっちにしないよ，在宅生：スクーリン

グに参加が難しいからこそ

（１）心の中の同級生 その１：Ｍくんの場合

入学以来，学校に来ることはなく，小学部修学旅

行の日を迎えたＭくん。６年生の春，体調を整えて，

Ｙくん，Ｔくん，二人の訪問教育同級生と修学旅行

の朝に「初めまして」，旅行のための外出なんて初

めて。

修学旅行の後，Ｙくん，Ｔくんのことを語り合い

ながら，修学旅行の思い出を保育園時代の先生に手

紙にして出そう，と取り組んだ。

「運動会」出演しないが，家で友だちの様子を話

しながらくす玉割りをしたりリンゴに見立てた風船

を捕まえたりして練習した。「クリスマス会」のプ

レゼント作りも友だちのことを話しながら作った。

そして再び会った卒業式。スーツ姿の男子３人。

隣のＹくんをしきりに気にしていたＭくん。君も僕

もかっこいいよね，と言いたげだった。修学旅行か

ら卒業式までの約 10 ヶ月に，Ｍくんには大きな変
化があった。第３者が見ても分かる表情の変化の豊

かさ，そして気管切開のため声にならないが話を一

緒にしているような口元の動き。仲間がいることが

分かり，その仲間を意識して成長発達する子どもた

ちの力と可能性を痛感させられた。

入学式には参加できなかったが，中学部に進学し

て亡くなるまでの４ヶ月，Ｍくんの心にはいつも同

級生の二人がいて，共に中学部の学習を頑張ってい

るんだという励みがあった。そのことは，保護者と

話しているときにも，ＹくんやＴくんの名前が出る

と，聞き逃さずに表情を変えて聞き耳を立てていた

Ｍくんの様子で分かった。旅立つときにもきっと，

友との思い出を胸にしていたと信じたい。

（２）心の中の同級生 その２：Ｉさんの場合

小学部時代，学校に隣接する施設生のＦくんから

ビデオレターをもらったＩさん。Ｆくんは，同じ西

養の通学生。Ｉさんとは同級生で，交流学級の生徒

である。会話も流ちょうで社交的なＦくん。当時の

担任や施設の先生の協力で生まれた交流だった。そ

の交流に心温まったご家族は，その後ずっと交流学

級の通信を手にしてはＩさんに「Ｆくんらは，こん

なことしたんだって」といつも話しかけてきていた。

Ｉさんは，視覚は明暗が分かる程度だが，聴覚はと

ても良好で情動もとても豊かである。

中学部３年になり，担任の私にＦくんが「Ｉさん

によろしくお伝えください。」と声をかけてきた。

それを伝えると，嬉しそうな表情のＩさんだった。

機会あるごとにＦくんを話題にしながら取り組み，

卒業式の日を迎えた。Ｉさんは一大決心で学校の卒

業式に参加した。本当のＦくんに声をかけられた。

「Ｉさん，卒業式がんばりましょう」。保護者の心

配をよそに，式では静かに落ち着いていたＩさん。

同級生の列の中で。

その後体調を整え，高等部入学式にも参加し大勢

の友だちと記念写真を撮ることができた。少しずつ，

外出のチャンスをふくらませたいＩさん。心の中に

たくさんの仲間。ひとりぼっちじゃないよ訪問教育

生。

５ おわりに

子どもも保護者も，そして教師も，「仲間」の中

で豊かになることができる。家庭や病院内からの外

出が困難で，集団の経験を保障できない子どもさん

にとっては，教師が集団の窓口だと思う。訪問担任

は，保護者にとっても，週３回，外の情報を運ぶ，

窓からそよぐ風でありたいと考えている。
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⑤「病気療養児の教育」分科会報告
■共同研究者の分科会まとめ

鈴 木 茂

（全国病弱教育研究会会長）

１はじめに

本分科会は、参加者１３名と少人数でしたので、

はじめに自己紹介を兼ねそれぞれが持ち寄った課題

について紹介してもらいました。主なものは「病院

との連携で十分話し合いができない」「将来的に生

活保障をどうするか」「集団の保障と社会自立をど

うするか」「週３回の訪問では国算中心にせざるを

得ない」「入院生活で学習の進度はかなり遅れてい

る」「年度内に人数の変動が激しい」「病弱部門に高

等部がない」等々でした。

都立光明養護学校の樫木暢子先生の「在宅訪問（教

科）生の社会性の広がり」ー進路指導の気持ちの変

化ーの報告を受け、参加者が持ち寄った課題と重ね

て内容の濃い討議を進めることができました。

２事例の報告

（１）スクーリングで良き先輩と出会えて

小学校６年までは通常の学校に在籍していたが、

長期入院の後、鼻マスク式の人工呼吸器を装着する

ようになり、中学部から養護学校に転校してきた。

通学を希望したが呼吸器使用は医療行為であるいう

ことで、保護者の付き添いが条件となる。しかし家

庭は飲食店を営んでおり、付き添いが困難なため訪

問籍となる。

中学部の３年間は病院のキャンプ、家族との買い

物、文化祭へのスクーリングの３回しか外出しなか

った。

長期入院の後中学から養護学校へ進学したことで

小学校時代の友達との交流も途絶えがちになり、し

かも年１回のスクーリングでは友達もつくれず、学

習意欲も低下していた。また家の商売の関係で夕食

の時間が夜の１１時過ぎにもなり、明け方５時頃眠

って、昼過ぎに起きるという昼夜逆転の生活になっ

て、学習も課題を終えることが難しい日もあった。

高等部に進学したが、高等部の訪問は学年・グル

ープとのつながりを大切に通学生と同じ取り組みが

できるよう授業内容の共有やＨＲ、グループ行事へ

の参加など行っている。Ｋも入学時から教科グルー

プとのつながりをもつことになり、先輩Ｓとの出会

いがＫを大きく変える切っ掛けとなった。

パソコンを学習し、ノート型のパソコンでの通信

から携帯型テレビ電話（ＦＯＭＡ）を活用して授業

交流ができるようになる。

関係者の努力によって、呼吸器を使用していても

保護者の付き添い登下校のみとすることができた。

校外学習に参加したことによって、さらに大きな変

化として自分の思いや意思を表現できるようになっ

たことである。

（２）進路指導

１年次は友達とのつながり、外へ向かう気持ちを

育て、２年次は、自分がやりたことを実現するには

どうしたらいいかを考え、３年次は具体的な進路先

や必要な福祉サービスを自分で考え選択していく力

をつけるようにした。

卒業後の家庭での介助手段の拡大を考えるため、

区のケースワーカーにカンファレンスを依頼し、担

当ケースワーカー、訪問看護師、ヘルパー、訪問Ｏ

Ｔ，学校の進路指導担当、担任、そして本人と父母

が一同に会してカンファレンスを実施できた。

自分のベット上だけの生活から外出、友達と直接

会えるなど世界が広がってきた。

３討議

樫木先生のレポートに関する質疑の後、討議の柱

を

① 病院との連携

② 家族の変化（保護者との信頼関係）

③ 進路

に絞って討論を進めました。

・病気の子どもについては前籍校との連携を大切

にする必要がある。

・地域の小中学校の院内学級で特に中学は複数配置

でないと教育が保障できない。

・病気が再発した子、ターミナル期の子との接し方、

死亡した子ことを他の子にどう伝えるか難しい。

３まとめ

教育と医療と福祉の連携が重要で、関係者なら誰

でも意識しさまざまな努力をしていますが、今回の

事例のように形式的でなく実務に直接携わる関係者

を一同に集め、さらに父母、本人も参加できたのは

数少ない例ではないでしょうか。担任がコーディネ

ーター的役割を果たしたものと思います。

事例でもわかるように、子どもの成長、変化には

子どもを取り巻く人間関係がきわめて重要であり、

とりわけ良き友、保護者の成長、それらを支援する

のは学校であり担任です。特に担任と保護者の信頼

関係は決定的に重要だと考えられます。

討議の中で、病気の子どもを対象としている学校

・学級の教員定数の決め方がその年度の５月１日で

なく前年以前にさかのぼって実績から算出している

ところもあり、いずれの地域でも病弱教育の特殊性

を配慮した決め方を欲しいものです。

訪問の子どもに、いかに通学生と同等の権利を行

使できるようにするか、医療ケアは何処まで職務内

容になるか等々、病気の子どもの教育では検討課題

が山積していると考えられます。
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■発表レポート

在宅訪問（教科）生の社会性の広がり～進路指導と気持ちの変化～
樫 木 暢 子

東京都立光明養護学校

（〒 156-0043 東京都世田谷区松原６－３８－２７）

１ はじめに
本レポートは教科対応の生徒への２年余に渡る指

導の記録である。本校生とのつながりや学習機会の

保障と併せて、本人の外へ向かう気持ちや自己表現

の力をどのように伸していくかが大きな課題だっ

た。自分の気持ちを理解して人に伝えていく練習（ア

サーティブトレーニング）の手法を用いながら、自

己実現や自立について生徒と一緒に考えてきた。ま

た、外出の手だてや福祉との連携など多面的、統合

的なアプローチを進めてきた。学校側の課題として

は教科の専門性や授業時間数の確保などがあった。

教科担任の訪問や IT 器機の活用など多くの協力を
得ることができ、本児は多くの人と関わりながら充

実した時間を過ごしている。

２ 高２までの経過（全訪研会報：２００４

年１月号 実践報告より抜粋）
K は小学校６年生の時、鼻マスク式の人工呼吸器

を使用するようになり、中学部から本校に入学して

きた。

通学籍を希望していたが、東京都では「呼吸器を使

用している＝医療行為がある」ということで、通学

籍は保護者の付き添いが条件である。K の両親は飲
食店を営んでおり、付き添いが困難なので訪問籍と

なった。

中学部３年間は病院のキャンプ、家族との買い物、

文化祭へのスクーリングの３回以外はほとんど外出

することがなく、長期入院後、養護学校に進学した

ため、小学校時代の友達との交流も途絶えがちにな

った。人見知りがちで、年 1回のスクーリングでは
友達を作ることができず、学習意欲も低下していっ

た。また、この３年間で少しずつ昼夜逆転になり、

明け方５時過ぎに眠って昼頃に起きる生活パターン

が定着していた。年齢相当の認識はあるが、苦手な

事や意義を見出せないことについては眠り込んでし

まうことが多く、課題を終えることが難しい日もあ

った。

本校の高等部訪問は学年・グループとのつながり

を大切にしている。授業内容の共有や HR、グルー
プ行事への参加など、授業の場が違うこと以外は通

学生と同じ取り組みを行えるようにしている。K も
高等部入学時から教科グループに所属することにな

った。中でも絵が得意な先輩 S の存在は大きく、
漫画家になりたいと思っていた K は強い関心を示
した。携帯メールを通して共通の話題で関わりを持

つことができるようになり、直接会いたいという気

持ちが高まってきた。

１１月の文化祭では初スクーリングを目標にＨＲ

の様子を伝えたり、学年の劇の準備を進める中で、

集団参加への抵抗感が無くなってきた。劇ではナレ

ーター（録音）と役の２役に挑戦した。とても恥ず

かしがっていたが、衣装選びや先輩Ｓの経験を聞く

事で気持ちを向けていった。当日は知り合いが見に

来てくれるなどで達成感を十分に味わうことができ

た。劇発表やグループ展示への参加を通して集団に

所属していることを実感することができた一方で、

劇が学年毎であったため、先輩Ｓとゆっくり話す時

間は取れず、不満が残った。その気持ちが１２月以

降のスクーリングへの意欲につながっていったよう

である。

Kは入学当初からインターネットをやりたいとい
う希望があった。携帯電話でメールやインターネッ

トを利用していたので、ローマ字入力やタブレット

の使い方を学習させ、授業や自身のホームページな

どで活用できるようにした。また情報機器に詳しい

教員の協力を得て、文化祭前後からテレビ電話の活

用を始めた。初めノート型パソコンでの通信を試み

た。その後携帯型テレビ電話（FOMA)を活用し、
授業の打ち合わせや進行状況の報告などを行った。

文化祭以後は友達との関わりを増やすことに主眼

において、校外学習２回のスクーリングを行った。

楽しい活動だったので、モチベーションを高めるこ

とができた。また、保護者付き添いでしか外出でき

ないでいたが、この時はすぐ連絡がつく範囲内で離

れてもらった。「保護者から離れたのは呼吸器にな

ってから初めて。保護者がいなくても大丈夫だった」

と精神的な自立への気持ちを伝えてくれた。これを

きっかけに外出や友達と会う事への思いが強くなっ

た。また、友達に負けたくない、同じようにしたい

という気持ちが高まり、３学期末にはスクーリング

で期末テストを受けた。友達と同じように勉強でき

ることも生活の張りにつながったようだ。

Ｋは保護者の付き添いが難しく、スクーリングが

困難だったが、付き添いを登下校時のみとできない

か検討した。常時、吸引などの医療的ケアが必要で

はないこと、体調不良を自ら訴えられること、呼吸

器の異常をすぐに伝えられることなどから校医、主

治医に相談し、呼吸器業者に機器の説明を受け、保

健室、医療的ケア委員会、管理職とも相談の上、高

１の３月からは保護者に送迎のみをお願いすること

になった。人工呼吸器については「自己管理」とな

っている。

高２では参加したい授業が増えた。６月には体育

祭に初めて参加し、競技だけでなく生徒実行委員と

して、閉会式の司会も務めた。

これまで外出経験が少なく、疲労が心配されたが、
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自宅にいる時と同様、ベッドに降りて学習している

ので体調を崩したことはない。電動車いすが体に合

わず、自分では操作できなくなっていた。１学期末

に膝下部分の挙上とリクライニングによってストレ

ッチャー様になる手押しの車いすが完成した。姿勢

が楽になり、移動介助も容易になったので、保護者

も喜び、以前のように家族で旅行に行けると思える

ようになった。

本校の授業との交流については、松下研究助成を

受け、携帯型テレビ電話の活用を行った。また、チ

ャレンジキッズで課題を送ったり、メール交換を行

ったりした。人見知りがちで電話は苦手だったが、

徐々に発言の声が大きくなり、受け答えも「はい」

「いいえ」だけでなく、文で話すことが出来るよう

になってきた。

高２になって１０月の移動教室の話をした時、担

任には「行きたい」と言っていたが、お店の事を気

にして保護者には伝えないでいた。母から先に来年

の修学旅行に行こうと言われ、自分を納得させてい

たので「自分の気持ちを抑え込むのではなく、きち

んと伝えた上で話し合い、納得して参加しないなら

良い。今まで自分の気持ちを抑え込んで嫌だった事

を繰り返すのか」と自分の気持ちを伝えるよう話し

た。その日、母に自分の気持ちを２時間掛けて話し、

母も家族で協力して参加できるようにしようと考え

るようになった。この頃、『自分を好きになる本』

を渡した。１０日ほどで何も言わずに返してきた。

『自分を好きになる本』には相手を尊重しながら

自分の気持ちを伝えていく事の大切さが、わかりや

すい言葉と方法で書かれている。これは自己肯定感

を高め、相手を傷つけることなく自己主張する「ア

サーティブトレーニング」を段階を追って、思春期

の子どもたちに伝えるシリーズの第１作である。

７月に移動教室の参加に向けての校医の診察を受

けた後、Kは母自身が緊急時の対応などを確実に行
えるよう、母に話した。母はバッテリーの管理やア

ンビューバックの使い方、酸素ボンベの管理、使用

方法などを練習してくれた。

七夕の願い事は「はっきり自分の意見を言えるよ

うになりたい」だった。父に移動教室の話をした時

に快諾された事は、人に気持ちを伝えられるという

大きな自信に変わった。「先生や、借りた本を読ん

でみて、少しずつでも良いから自分の気持ちや考え

を言わなくちゃって思った」「そしたらお母さんも

ちゃんと聞いてくれるようになった気がする」と言

っていた。その後に「まだ一杯考える事あると思う

けど、こうやって１つ１つ乗り越えていきたいねぇ」

と付け加えた。

９月の校外学習は付き添いが難しいと父から言わ

れた。今までなら父に反論できず自分の気持ちを押

え込む事しかできないでいたが、今回は「納得でき

るように説明して欲しい」と言うことができた。母

も応援してくれたが、最後に父を説得したのは「友

達（先輩 S）と外出するのは私の夢だった」という
ことばだった。念願が叶い、９月の校外学習はお店

の営業を変更して付き添ってもらい、参加できた。

河口湖への移動教室は２泊３日の全日程に元気に

参加できた。クラスの友達との交流や初めての野外

調理、美しい富士山などたくさんの思い出ができた。

戻ってきてからは文化祭の準備が始まった。Ｋは

劇の台詞や役作りを考えながら練習に取り組み、ア

ドリブを入れる余裕もあった。劇を楽しめたのは、

「移動教室でみんな（クラスの友達）の事がわかっ

たことが大きかった」と言っていた。年度末には「学

校に行くこと、友達と過ごすことの楽しさを知った

よ」と振り返っていた。

K は「学校に行けば友達に会える」「一緒に勉強
したり、話したりできる」とスクーリングを楽しみ

にしている。直接会うことで友達との関わりが深ま

り、何事にも積極的になり、生活に張りが出てきた。

友達に会えない時は携帯電話やメールでたくさん話

をしているようだ。自分の気持ちを伝えることで、

家族との絆も深まってきているように感じている。

３ 進路指導
入学当初の本人の希望は「イラストやマンガを書

き続けたい」だった。社会とのつながりは考えてい

なかった。閉ざされた世界の中で自分に何が出来る

のか分からず、鬱々と時間を過ごしてきた K にと
って進路など考えようが無かったようだ。

Kと関わる中で伝え続けてきたことは、やりたい
ことを実現しても良いということである。家族の賛

同が得られないと自分で決めつけてしまうことが多

かった。自分は何も出来ないし、出来ないのは車い

すや呼吸器のせい、家庭状況のせいと理由をつけて、

自分の気持ちを誤魔化すのは止めようと様々な形で

伝えてきた。家族と話した上でバランスを考えて決

めることが大切だとも話し続けてきた。

１年次は友達とのつながりを深め、外へ向かう気

持ちを育てることが課題とした。スクーリングや授

業交流を通して目標が持て、環境を整えれば今まで

諦めていたことが自分にも出来るかも知れないと思

えるようになったようだ。

２年次は卒業後の生活をイメージし、自分がやり

たいことを実現する方法を考えることを課題とし

た。まずは体に合った車いすを制作し、外出時の負

担を減らした。HR 活動の一環として学年の友達が
施設見学や実習に行った話をしたり、訪問授業が無

くなった時に何をして過ごすかなどを話す機会を増

やしていった。Ｋの願いは「外出」だった。ボラン

ティアがいれば家族や看護師の付き添いで外出でき

るので、自分のボランティアの会を作るよう話した。

１２月に「いちごの会」と名付けた会を作り、教員

宛に依頼書を出して校外学習以外で初めて友達と出

かけた。

２月にﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業を行っている施設へ父母

と共に見学に行った。支援費の利用やヘルパーの派
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遣など保護者もよく分かっていないことが多く、後

日、本人や保護者に福祉サービスの説明を行った。

この間、先輩 S が大学の美術専攻に進学するこ
とが決まった。絵の勉強への思いが強くなる中で、

自分は卒業後どうしたらよいのか、かなり悩んでい

たようだ。「大学に行きたい。絵の勉強がしたいの

もあるけど、人とつながっていたい」と言われた時

は、学校側が夢を広げすぎたのではないかと思った。

ただ、頭ごなしに難しいというのではなく、進学す

るとしても通学は難しいので通信制の学校や講座な

どを探してみるように話した。その上で自分に合っ

ているか、課題やスクーリングなどは可能な範囲か

などを考えさせた。

家族に話せないまま３月になり、どうしても大学

に行きたいが家庭の都合で進学できないと HP に書
き込んでいた。今までの生活や学習の状況、描画の

基礎力などから美術系大学進学は見込めない状況だ

った。しかし一人で考えて諦める事は卒業後の生活

の張りを無くしていくのではないかと考え、自分の

気持ちを伝えること、その上であらゆる条件を考え、

受験するか否かを決めても良いのではないかと話し

た。

３年次は具体的な進路先や必要な福祉サービス、

所属をどうするかなどを自分で考えて、選択してい

く力をつけることを課題としている。

大学進学希望については「大学の HP を見てやっ
ぱり厳しいと思ったけど…自分がどこまでやれるか

試してみたい」と希望を話していた。その後、１ヶ

月掛けて父への手紙を書き、「今までたくさんのこ

とを諦めてきたが、今回は諦めたくない」と家族を

説得した。 家族が卒業後を意識し始めたので外出

の付き添いや、家で課題を仕上げる為の介助手段な

どを考えるため、区のケースワーカーにカンファレ

ンスを依頼した。

カンファレンスには担当ケースワーカー、訪問看護

師、ヘルパー、訪問 OT、父母、本人、学校の進路
担当、担任（樫木）が参加した。Kの２年余の精神
的な成長を確認し、福祉関係者と父母が話す機会を

持てたことで、保護者も卒後に向けて、福祉サービ

スの活用拡大が視野に入ってきた。

その後、リハビリテーションを主眼とするデイサ

ービス施設の見学を行った。職員が自立や自己選択、

自己決定について話したので、保護者からの自立に

ついて自分なりに考えたようだった。

一方、進学への希望を叶えようと周囲が動き出す

中で、絵やレポートなど進学後の課題提出に必要な

学習を積み上げることはかなり難しかった。教員が

関われる授業時間を有効に使うように何度も話した

が、準備が出来ておらず、課題に全く手をつけてい

ないこともあった。「家族が忙しくて必要な物を出

してもらえなかった」と言うが、状況を変えていか

なければ、卒業後望むような生活は出来ないことを

話した。具体的にスクーリングの日数や時間、取ら

なければいけない授業などを見直し、進学の準備が

出来るかを一緒に考えた。美術教員から大学は難し

いと言われたこともあり、これまでの生活を振り返

って、大学進学が自分にとって１番良いことなのか

考えてみる時間を取った。数日後、大学ではなく専

門学校の通信教育を考えてみる、インターネットで

学校探しをしていると言ってきた。

４ これまでの気持ちの動きについて
「友達」の魅力で家のベッド上の世界から学校へ

と連れ出すことができた。メールや携帯電話で話す

ことはできても、直接会って話ができる楽しさには

勝てない。中学部３年間で溜まっていた気落ちを受

け止め、解放させることで「人とつながっていたい」

と思うようになったのだと思う。また、服飾に興味

があり、買い物への気持ちも強かったので、外出の

手だてを整えることも話し合いながら進めることが

できた。

Kにとって外出のバリアーは自分の心だったよう
だ。大好きな家族ではあるが「やってくれない」「言

ったらだめって言われる」と諦めてばかりいた。実

際は見方を変えたり、ほんの少し後押しすることで

外へ出ていくことが可能になり、世界を広げること

ができた。その自信が進路を考える支えにもなって

いると思う。

大学進学について家族に気持ちを伝えないままで

諦めようとしていた時、きちんと話をして納得して

諦めるか、挑戦するかを決めるように話をした。そ

の後、家族に気持ちを伝え、周りが条件を整えよう

と動き出したが、自分自身の準備ができなかった。

気持ちを盛り上げておきながら、外出時間の長さや

課題への取り組みなど自分に由来することで進路先

を考え直すことになったのは本当に良かったのか、

悩むところである。しかし、専門学校と言った時の

表情は決して悪くなかった。自分で考えた上で決め

たことなので、誰のせいにして鬱々と過ごすのでは

なく、前向きに卒後の生活に向き合っていけるので

はないかと思う。

世界が広がった K にとって「学校」は「友達」
のいる場所であり、無くてはならないものになった。

通信制なので進学しても同級生と話ができるかどう

か分からないし、友達が出来るとは限らないが、今

までの友達とのつながりを大切にしながら、新しい

人と出会っていって欲しいと思う。また、高校卒業

は担任との濃密な関係からの卒業も意味する。困っ

た時は誰に相談すればいいかをしっかり K 自身が
理解した上で送り出したいと考えている。
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⑥「医療的ケアを必要とする子の教育」分科会報告
■共同研究者の分科会まとめ・・・「まる投げ依存」ではなく「共働」の精神を！

山 田 章 弘

（神奈川県肢体不自由児協会理事長）

はじめに

参加者約２５名、訪問教育経験１～５年以内の方

が多い。そのため、自己紹介も兼ね今抱えている問

題、当分科会に望むこと等を一人ひとりに述べても

らう。全国的に看護師が配置されつつあるので、看

護師の仕事、訪問教育との係わり、修学旅行、宿泊

学習等の実施内容、看護師の係わり等、全国の訪問

教育の現状も知りたい等の声も多かった。訪問教育

２０年担当している教員（島根）も参加しており、

若い先生方を支援している姿に感動する。

１．発表

（１）楠田和幸（鳥取県立白兎養護学校）

「学校看護師による医療的ケアの実施状況と課題」

（２）森脇淳子（島根県立出雲養護学校）

「修学旅行・・・一つの夢の実現に向って～障害の

重度・重複化とＱＯＬを考える～」

（３）田楊智代子（京都府立中丹養護学校）

「１７才 初めての宿泊学習」

・訪問教育という条件整備のできていない現状の中

で、在宅・医療ケアの必要な生徒を、家族、関係機

関と検討、話し合いながら、一生に一度しか体験で

きないであろう修学旅行を実現した経緯を、発表さ

れる。

・訪問教育を担当する教師の「熱い想い」にまず敬

意を表したい。このような教師の情熱が、子ども一

人ひとりの教育ニーズに応ずる教育保障制度の整備

を実現していくエネルギーになることであろう。

・医療ケアの必要等、障害の重い児童生徒が、在宅

及び施設に居り、外に行くことの少ない本人にとっ

ては、実現した修学旅行がどれほど得がたい経験で

あったことか。

・修学旅行に保護者の付き添いもお願いして実現し

ている。保護者にとって大変な事であろうが、家族

総出の参加により、実現そのものを喜んでおられる

様子の報告があった。

・日程の中での短時間の保護者からの分離、経管注

入を給食ととらえることも考えてみて頂きたいこと

を提言

２．厚生労働省「在宅及び養護学校における日常的

な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」に

おける「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の

医学的・法律学的整理に関するまとめ」（たたき台）

について説明。（下川Ｔ、山田が説明）

・「研究会報告書」は、８月末を目途に提出予定で

あると聞いていること。

・「報告書」の概要は、

ア．医療に関する資格を有しない者による医業は法

律により禁止されていること。

イ．文部科学省によって平成 10 年度よりモデル事
業として、たんの吸引、経管栄養及び導尿について

は、看護師との連携・協力の下に教員がこれらの行

為の一部を行ってきたこと。

ウ．医療安全面・教育面の成果、保護者の心理的・

物理的負担の軽減効果、必要な医行為の全てを 担

当できる看護師を短期間に配置する事の困難.
エ、このモデル事業の方式を盲・聾・養護学校全体

に許容することは、医療安全の確保が確実になるよ

う以下の要件の下でやむを得ないと整理,
◎教員の許容される医行為の範囲を提示（別紙１）

◎それらを的確に実施する為の体制整備（別紙 2）
（別紙１・２）の内容は厚労省資料を参照の事

◎ 法律的には、盲・聾・養護学校の教員が医行為

を実施しても、上記要件を満たしていれば、判例の

示す「違法性の阻却の条件」を満たしているものと

整理したこと。

①目的の正当性、②手段の正当性、③法益衡量、④

法益侵害の相対的軽微性、⑤必要性・緊急性

※解説は厚労省の「盲・聾・養護学校におけるたん

の吸引等の医学的・法律学的整理に関するまとめ」

を参照

３．「丸投げ依存」でなく「共働」の精神を

・平成 16 年度の看護師の措置状況は４６都道府県
・措置形態：教職員定数の活用（１４）、訪問看護

ステーションの活用（３）、緊急地域雇用創出交付

金の活用（１２）、県単独事業（１７）、なし（１）

◎ 上記のように看護師が学校に措置されるように

なったことは喜ばしいこと。しかし専門家が入った

ことにより、医療的なことは全て看護師に任せれば

よいと「丸投げ依存」傾向が見られだしていること

に懸念を感ずる。医療ケアの必要な子の体調を理解

する事、鼻腔経管による注入も給食として捉えるこ

と等は教師にとっても大切な指導内容。医療の専門

家と教師が共に医療ケアを必要とする子に係わる

「共働」が養護学校教育ではないか。一人一人の教

育ニーズに応ずる支援教育が必要。
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■発表レポート

修学旅行・・・一つの夢の実現に向かって～障害の重度・重症化とQOLを考える～
吉田 明・上田昌巳・森脇淳子

島根県立出雲養護学校

(〒699-0822 島根県出雲市神西沖町2,485)

１．Ａくんの実態

Ａくんは小学部５年生の男の子である。５歳の時

高熱とともにけいれん重積になり、特異な脳炎と診

断され今に至っている。けいれん発作が見られる他、

気管切開、人工呼吸器の常時使用、経鼻経管栄養、

吸引、吸入など医療的ケアを継続的に必要とする児

童である。

小学部１年生の時に入学式に出席のため来校した

こと、ひまわり号という汽車の旅で主治医同行によ

り米子まで行ったこと以外は、ほとんど病院と自宅

との往復と、体調と天気の良い時に病院構内を散歩

するぐらいであった。

２．学校としての考え方

修学旅行を通して①できる限り同級生と同じ活動

をさせたい②いつもとは違う経験をさせたい③生活

の一つの節目として目標のある生き生きとした生活

を送らせたいと考えている。いくら障害が重くても、

主治医の許可と保護者の要望があれば生活経験を広

げ、生活の質を高めることはできると考える。

そして修学旅行を実施するにあたっては、学校長

への報告・相談・共通理解を経て、『学校の総意』

として進めていくことを大切にした。基本的なスタ

ンスとしては、

◎子どもの健康を第一に考える

◎前例主義ではなくて、「病状」「保護者の意向」｢主

治医の考え｣など個々に異なる状況に応じ、その

都度ケースごとに実施か否かを判断する

◎保護者の願いと医療の判断の上に立って実施する

ことを確認し、話し合いに臨むこととした。実施す

るかどうかを検討するにあたっては三者（保護者

／主治医・病棟スタッフ／学校長・訪問スタッ

フ）が集まって話し合うことを大切にした。

３．親の願い、そして夢

同じ病室にいる、人工呼吸器を常時使用している

B くんが３年前に校内の児童とともに修学旅行に行
った（両親と主治医同行）。その時の話をＢくんの

保護者から直接聞き、両親は修学旅行を大きな行事

として、生活の大きな目標として、強く意識されて

いた。当初は、“校内の児童と一緒に行かせたい”

という思いが強かったが、最終的にはＡくんの体調

を優先に考えて、単独での修学旅行を決意された。

たとえ校内の同級生と一緒に行かなくても、たとえ

障害が大きくても、状況が許せば行かせてやりたい

という思いは変わらなかったのではないだろうか。

その思いは、もちろん父親と母親との話し合いの結

果である。Ａくんを軸にして、《修学旅行に行かせ

たい!》という夢の実現に向かって、両親２人が話
を深めるたびに、より強い希望へとなっていったよ

うに思われた。

４．医療との連携

主治医、保護者を交えての話し合いを数回経て、

かなりの時間を要しながらも、医療面からの協力を

得ることができた。

主治医・母・訪問スタッフ

○保護者の強い希望があれば病院長の判断に委ねた

い。

○行く条件として、在宅であること（体調が安定し

ていること）

↓

保護者から病院長あての要望書を提出

○責任の所在が保護者にあることを明確にすれば協

力する。担当医の同行を含め、医療的なサポート

を得る。

↓

主治医・看護師長・訪問スタッフ

○日常的ケアは母親に一任するが、緊急時のケアが

できる人＝看護師免許を持っている人の同行が必

要。ただし、病院からの看護師派遣は不可能であ

る。

↓

主治医・看護師長・地域医療連携センター職員

母・学校長・訪問スタッフ

○医師同行は、委託契約（派遣依頼）の形で行う。

○同行看護師は緊急時のみ対応するので、看護師免

許を持っていればよい。（看護師免許を所有する

養護教諭の同行になった。）

○近隣医療機関の確認。

５．具体的な計画作成にあたって

保護者の要望→病院の協力体制を受けて→学校長

の承認を得て、三者で協力して具体的な計画を一つ

一つつめることになった。基本方針として、

① A くんの体調を優先に考えた無理のない計画
②確実な医療態勢

③主治医・看護師・保護者との連携を図りながら

の計画立案

の三点を掲げて進めることにした。

☆寒さ対策として

・寒すぎず、暑すぎない 10月上旬に設定する。
・雨天時にも対応できる見学場所を選ぶ。
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・電気毛布や保温剤(携帯用カイロ)を用意する。

☆行き先・宿泊先について

・行き先について主治医と相談し、了承を得る。

・両親(自費参加)・養護教諭・引率教員とで下見に

行き、見学場所のコースと宿泊先の選定、所要時間、

休憩場所の確保、車椅子の移動に支障がないか（車

椅子が通れるだけの通路幅、エレベーター幅、スロ

ープの有無）などを確認した。

・必要な電源容量が、宿泊先の部屋内の電源容量を

超えていないか確認する。

・まとまった部屋数や広さのある宿泊先を選ぶ。

☆ベッド・リフト・電源付きバスを他校より借用す

る。

・ベッド＝長距離の移動には身体への負担が大きく

車椅子に乗ったままだと、なおさら首への負担が大

きく危険である。

・リフト＝体重のある児童の場合、車椅子ごとバス

に移動し、席に移動したほうが容易である。車椅子

がたためない場合に必要。

・電源＝バッテリー(内部＆外部× 2 個)による使用
が可能だが、万一の時の充電量確保のために、電源

での使用ができるようにする。

☆医療からの助言

・とっとり花回廊と大山ペンションの近くの消防署

に、救急車到着時間と鳥大医学部付属病院までの搬

送時間を確認し、文書での依頼をする。

・大山ペンションでの緊急時は、救急車が到着する

まで待機する。場所・空間・電源の確保が一番であ

り、病院までの時間短縮よりも揺れないことが優先

であるとのこと。

☆その他

・注入の仕方について、父親に思案してもらう。車

椅子に棒を固定する案も出ていたが、結局吸盤のつ

いた S字フックをガラスに付けて、それに注入バッ
グを引っかけることにした。

・母と相談しながら、A くんの 1 日の日課表を組ん
でいき、ゆとりのあるスケジュールを立てる。

(例) ・出発場所を家にする。

・バスの乗り降りの回数を必要最低限にする。

６．修学旅行当日を迎えて

当日は両日とも晴天に恵まれ、Ａくんの体調も安

定していた。大きなトラブルはなく無事二日間の日

程を終えることができた。

７．修学旅行を終えて

（１）Ａくんにとっての修学旅行

１泊２日という初めての長旅を経験したＡくん。車内の

座席に寝てバスに揺られたこと、片道２時間半もの

距離を移動したこと、病院や自宅とは違うところで

泊まったことなど、初めての体験をすることが多い

修学旅行だった。脈拍数が高かったり、座っている

状態が長いため排尿がしにくく夜にはお腹が張った

りするなど、心配されることがあったが、体調を大

きく崩すことなく、夜はほとんど寝ることができる

ぐらいに体調が安定していた。また目を開けて、い

ろいろな景色や音、風、暖かさ、寒さなどを肌や目

や耳で感じていたようにも思う。

このいつもと違う経験は、生活リズムが違うこ

とで身体に負担をかけることが少しはあったもの

の、普段の生活にメリハリや心の安定を与えること

ができたのではないだろうか。違う場所や違う人と

の関わりが、いつもの場所やいつも周りにいる人と

の関わりをより安心させ、より心地よさを感じさせ

るようになると思う。それがＱＯＬ（生活の質）を

高めることにもなっているように感じた。

（２）家族にとっての修学旅行

家族にとって、修学旅行はどうだっただろうか。A
くんの修学旅行は両親の強い願いであり、一つの夢

だった。今回その夢に向かって、両親が真剣に話し

合い、様々な壁を乗り越えて、実現することができ

た。収納ケース２個分あまりもの準備物、両親が検

討し修正を加えながら思いを書き綴った病院長あて

の要望書、保護者からの希望で一緒に行った下見・

・・。医療と学校とともに保護者も一緒になって準

備をし、慎重な検討を重ねていった。こうした長い

経過があるからこそ、修学旅行に行ったという満足

感と充実感を感じられたのではないだろうか。当日

の両親の表情と A くんを囲んで家族が寄り添う姿
とみんなの笑顔を見れば、一目瞭然のように思った。

A くんの QOL だけでなく、ともに生きる家族の
QOL も広がってきていると実感している。一泊二
日の旅行を終えて保護者から、“無理だと思ってい

た長旅ができたことで、ちょっとそこまでの距離で

あれば外出の機会を広げることが可能だと感じた。

”と感想を言われた。修学旅行に行けたことが、外

に一緒に出かけることの自信につながったのではな

いか。実際に、今持っている車椅子の他に、コンパ

クトな車椅子を購入された。これは父親の車の後部

座席をフラットにして、A くんを乗せて家族と一緒
に外に出かけようという思い、行動範囲を広げたい

という思いからだと聞いている。今までのように、

福祉タクシーの予約をすることで時間の融通がつき

にくかったり、車椅子に座ったままであることで本

児の首への負担が大きかったりするという不自由な

部分を解消してくれるという思いからでもあったよ

うだ。

また痰の吸引、呼吸器の管理、排尿誘導、マウス

ケア、注入など医療的、日常的ケアのことは母親の

存在が不可欠であるのは言うまでもないが、父親の

活躍も大きな存在だった。モニターの値をいつも気

配り、必要な荷物を選んで持ち、電源の差し替えを

積極的に行うという細やかな気遣いをされていた。

父親と母親が２人でＡくんに寄り添っている姿を心

強く、そして微笑ましく思いながら見ていたのは、

私だけだっただろうか。今振り返って、修学旅行が
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実現できたという喜びや無事に終わったという安心

感だけでなく、夢に向かっている途中の、壁を乗り

越えようとする姿や家族の絆、そして実現している

姿に、家族自身の QOLの高まりを感じると同時に、
私達はうれしく感じ、大変励まされた。

（３）医師に支えられて実現した修学旅行

三年前の B くんの修学旅行は、医師（病棟）の
強いバックアップ体制に後押しされるような形で学

校長が実施決断をしたという経緯がある。今回の A
くんの修学旅行は、主治医というレベルではなく、

病院という組織の協力体制を得るために、前述した

ような段階を経る必要があった。こうした経緯の違

いはあるものの、医療との連携は不可欠であり、医

師の同行をしてもらうだけで心強く思い、安心して

外出することができたのは事実である。今後医療が

置かれている状況を理解した上で、連携のための新

たな課題をクリアしていきながら、医療からのバッ

クアップを受けていかなければならないと感じた。

Ａくんが体調を崩すことなく、１泊２日の旅をゆ

ったりと満喫できたことは、参加者全員の喜びであ

ると同時に、大きな成果と教訓を得る機会となった。

そう感じられるのも、修学旅行への保護者の強い願

いと主治医の協力、そしてともに考えた綿密な計画

と配慮があったからであり、参加者一人一人の役割

と一つの集団としてのチームワークがあったからで

あると確信している。『医療との連携、家庭との連

携』という言葉がどんなに重要であるかを身にしみ

て感じた修学旅行でもあった。当日を迎えるまでの

遠い道のりにはいろいろな分岐点や大きな山があっ

たが、保護者の修学旅行への夢と医療の心強いサポ

ートがあったからこそ乗り越えていけたように感じ

る。

８．おわりに

（１）医学の進歩にともなって

ほんの数年前までは、人工呼吸器を使っている子

ども達を病院の外へ連れて出ることはとても大変な

ことであった。ましてや、修学旅行を計画するなど

・・・。しかし、今や、車いすに手軽に装着できる

「ポータブル人工呼吸器」を使っている子ども達は、

安全体制を確保すれば修学旅行にも行くことができ

る時代になってきた。

子ども達の障害の重度・重症化（家庭や療育、教

育など、障害児の生活の場で、濃厚な介護を継続し

て必要とし、医療的ケアを常におこなっていかなけ

れば生活が保てなくなっている状態）が進みつつあ

る今日、彼らを支える医学の進歩とともに、一方で

医療現場の困難さも増加しているように感じられ

る。

重症児であっても、病院の中だけで生きるのでは

なく、家族とともに地域の中で生活し、就学すると

いうふつうの生活を願うのは、親心としてよく理解

できる。一方、彼らの生命を守り、苦痛なく毎日を

過ごさせるようにするための医療的ケアの困難さと

介助者の緊張感は、計り知れないものがある。『医

療、教育現場、重症児の生活に関わるすべての人が、

重度・重症化の中身を知り、それに立ち向かう心構

えが必要な時期にきている。』（第一びわこ学園小児

科医 石塚千恵氏）まさにその通りだと思う。

（２）超重症児と呼ばれる子ども達の QOL を考え
る

身体を動かすことや気持ちを伝えることはもちろ

ん、呼吸をすることや、食物を食べることさえも困

難な重い障害を持っていても、彼らには生きる力、

成長する力がある。その持てる力を精一杯発揮させ、

生活空間を広げ、多くの仲間との関わりを増やすこ

とは、彼らの QOL を大きく向上させると思う。そ
して、彼らの QOLを高めることは、その家族の QOL
を高めることであるとともに夢をはぐくみ実現させ

ることでもあると思う。彼らは決して一人で生きて

いるわけではない。家族の大きな力に支えられて生

きている。だから彼らの QOL を考えるためには、
家族の QOL を考えるという視点も併せ持つことが
重要であると考える。

（３）新たな連携のあり方を模索して

これまで、障害の重い子ども達、わけても訪問教

育にあっては、家庭・医療・教育という三者の連携

が必要不可欠なものだった。障害が重度・重症化す

れば、より一層その三者の連携は重要度を増す。し

かし、プライバシーの問題、医療訴訟の問題、価値

観の多様性の問題等々から、主治医・保護者・担任

の連携を密にすることが困難になりつつあるように

思われる。病院という「組織としての責任」を持つ

ために、たとえば「院内安全委員会」等が設けられ、

主治医への監督指導がなされるといった現状を見る

と、「学校と病院」あるいは「教育委員会と病院」

といったレベルでの組織的な連携作りも視野に入れ

ないといけない時代になってきつつあるようにも感

じる。

こうした双方のとまどいの中、今回の修学旅行は

実現した。結論的にいえば、いかなる困難や超えな

ければならない課題が山積していても、三者の連携

と信頼関係があれば、子ども達の QOL を高め、併
せて家族の夢が実現できるということである。私た

ちは、連携が信頼を生みさらに大きく太い絆となる

ことを願っている。
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⑦「地域での生活支援と教育」分科会報告
■共同研究者の分科会まとめ

村 下 志 保 子
（旭川児童院地域療育センター課長、障害児・者地域療育等支援事業コーディネータ）

発表内容

（１）「重度重複障害者の地域生活とは何か～学校
とは地域の役割～」

岡山県立早島養護学校 瓜生 浩輔
訪問教育の実践についての報告で、訪問を家庭の

中でのみの活動にとらわれず地域の中に出かけてい
っていろいろな経験を提供している様子が発表され
た。外出支援・宿泊学習・個々の教育ニーズなどの
支援は、特別な支援ではない。障害者が地域生活を
送るうえで障害は理由とされるべき問題ではない。
訪問教育という限られた活動の中から、様々な体験
を増やす事の大切さを通して、地域社会とのつなが
りを考えさせられた報告であった。

（２）「地域で暮らす医療的ケアのある子どもたち
～風のたより～」

北海道拓北養護学校 福井 るみ
地域の中で暮らしたいという願いを、どのように

実践していくか？また、地域で暮らすためには、ど
のような条件が必要か考えさせられる報告でした。
事例１は、家族とともに暮らしたいと願い、医療・
福祉・教育の連携についての報告、事例２は人とし
て豊かに暮らしたいとライフスタイルに注目した報
告であった。事例３では自立ホームで暮らすことを
選択し、自分らしく生活する様子が報告された。

（３）「卒業後も豊かな生活を～私たちは個性ある
表現者だよ～人形劇『あおむし』の活動から」
三重県立養護学校北勢きらら学園 奥山 正一郎
養護学校の在校生から卒業生まで、参加者はさま

ざまであった。生活という視点から、余暇活動に発
展させている内容の発表で、活動の様子を紹介し、
生活を楽しむ・夢を共有できる仲間がいるという充
実した様子がうかがえる報告であった。

（４）「超重心と言われる人たちが地域で生きてい
くこととは」
愛知県重度障害者活動施設 ざぼん 元田 和宏
超重心といわれる医療ニードの高い事例の報告で

あった。障害が重い超重心の訪問教育終了後の取り
組みで、通所できないなら、職員が訪問して日中の
活動を提供するという視点からの報告であった。超
重心の３事例の報告があり、本人・家族が安心して
生活できるように連携、また医療的ケア・キーパー

ソン・家族支援のあり方を検討させられた内容であ
った。

まとめと今後の課題

重症心身障害児の様々な取り組みを聞くことがで
き、とても参考になった。学校との連携では、いつ
も考えさせられることも多く、訪問教育での１対１
の活動から、集団への活動へと卒業後には変わって
いく。訪問教育での取り組みが継続して卒業後も受
けることができるなら、本人や家族にとって喜ばし
いことと思う。しかし、現在は生かされていないの
が現状のようである。今回、訪問教育のあり方・卒
業後の生活・生活の楽しみ・訪問による日中活動の
提供という内容を、それぞれの地域性によって検討
することができたことがよかったと思う。社会資源
や地域の様子は地域差が大きく、発表の内容が良か
ったからといって即それぞれの地域で同じ活動が提
供できるというものではない。それぞれの地域に合
わせた活動の参考になったのではないかと思う。在
学中から卒業後の生活を考え、地域性を考慮し社会
資源との橋渡し的な役割も豊かな訪問教育活動を卒
業後に生かしていけるポイントと思われた。

今後の課題を整理してみると次のようになる。
① 養護学校卒業後の通所・仕事などではない、趣
味としての余暇活動の取り組みについて。（豊かな
生活）
② ホームヘルパーなど福祉職員の医療的ケアにつ
いて。（ネットワーク作り）
③ 重心の方の社会参加について。
④ 支援費制度の上手な利用について。
⑤ 誰がコーディネートするのか。

以上のようなことを検討しながら、訪問教育を受
けている家族の方に、情報提供をしていくことも訪
問教師の大きな役割と思う。本人のみの活動に終始
するのではなく、幅広い情報を提供できるような訪
問教師と家族の関係が不可欠と思われる。どんな障
害があるのではなく、どのような生活を望んでいる
のか考え、障害の重い軽いにとらわれず、本人は何
を希望しどのような生活を望んでいるのか、その生
活の実現のためにはどのような関係機関の連携が必
要なのか、様々な理解者を増やし支援していくこと
がこれからは必要と思われた。
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■発表レポート

地域で暮らす医療的ケアのある子どもたち～風のたより～
福 井 る み

北海道拓北養護学校

（〒002-8054 札幌市北区篠路町拓北117）

はじめに

地域で暮らすとかノーマライゼーションというキ

ャッチフレーズが世間では、声高に叫ばれて久しい

が、現在、まだまだこのような子どもたちが地域で

暮らすには、長期の医療・福祉・教育の支援が必要

である。そのようなノウハウ・人材・社会的な資源

が蓄積されていないのが現状だ。このような厳しい

現状の中で、地域で暮らしたいという親の願いによ

り、暮らし始めた 3 人の事例を通し、どのようなシ

ステムが必要なのか、地域で暮らすための最低条件

は何か、教育はどのような支援をすればよいのかを

述べたい。

○「家族とともに」の願いを医療・福祉・教育の連

携が 機能するためのコーディネート

○自立生活を支える心に寄り添うケアと共育

○人として豊かに暮らすことを願ってライフスタイ

ルを 選択した家族のサポーター

1.「家族とともに」の願いを医療 ･福祉 ･教
育の連携が機能するためのコーディネート

T君は、平成１５年小学校に入学。その年の 5月、
交通事故で脳挫傷により、両上下肢機能の全廃およ

び座っていることができない体幹機能障害が後遺症

として残った。7 ヶ月の入院後、家族は施設入所か
地域療育かの選択をしなければならなかった。不安

を抱えながら姉の「連れて帰ろう」の一言で地域療

育に踏み切った。T君の身体状況は、ADL全介助、
胃ろう、カニューレ装着をしており、頻繁にサクシ

ョンが必要であった。指導中、突然身体が伸展し、

驚きと痛さで泣く姿を見るなど、過緊張状態で常に

「痛みや不快」を感じているのではないかと思われ

た。一方、音声言語を持っていないが、家族からの

話しかけに表情で喜怒哀楽を表し、内言語を持って

いることが伝わってきた。また、お母さんが大好き、

声がすると満面の笑みを浮かべている姿を見て「家

族とともに」暮らすことが、この子の生きる力にな

ると感じられた。この子にとっては、痛みと不快を

緩め、進行を防止し、自宅で家族に囲まれ、毎日刺

激を受けリハビリに励むことが最優先の課題である

と思われた。シビアな身体状況を解決するためには、

毎日の訓練が必要になる。訪問指導は、週３回しか

できない。Ｔ君の泣き顔が目に浮かぶ。とりあえず、

入院した病院の地域医療連携部に問い合わせた。地

域医療連携部は、退院後、地域で暮らすための社会

資源活用や地域医療体制･福祉施設など家族が相談

できる支援システムを持っていた。 地域医療連携

部の存在すら知らず奔走していたが、すでに医療・

福祉の連携が図られていたことを知った。月2回の

理学療法では、身体状況の深刻さを改善することが

できないことを訴えた。訪問看護師と学校と理学療

法士が同じメニューで身体アプローチすることにな

り、定期的にカンファレンスを持つことになった。

ばらばらだったシステムが T君の在宅を支援する

ために繋がった。技と想いと人が連携するために、

コーディネートすることができた。在宅支援関係者

は、図1に示した通りである。現在まで、連携部が

中心になり、在宅支援のケースカンファレンス（地

域医療連携部、訪問看護師、ホームヘルパー、訪問

担当）が2回行われた。主な内容は、これまでの経

過、現在の状態、介護の諸問題、在宅の介護環境の

調整（訪問看護師、ホームヘルパー、訪問 Dr、訪
問リハ、訪問指導）業務分担、共通理解と改善点に

ついて検討されている。その他の連絡についてはメ

ールを使い、問題発生を速やかに処理している。

形だけの連携ではなく心が通い合い地域で暮らす

ことを支援する体制ができあがりつつある。

医療１ 福祉

Ｔ病院…小児科・耳鼻科 ホームヘルパー

大学Ｓ病院…脳外科・小児外科 家庭

地域医療連携部 母親

福祉

・デイケア（入浴）

医療２ ・レスパイト（重症心身施設）

教育 訪問看護師 ・児童相談所

養護学校 訪問リハビリ ・福祉機器

訪問教育担当 訪問診察（Ｄｒ） ・移送サービス

図１．Ｔ君の支援体制・メール連絡
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2、自立生活を支える心に寄り添うケアと共育
『2002 年 5 月 11 日、札幌タイムスに「重度障が

いあっても地域で暮らせます」障がいがある人が、

地域で自立生活するための「自立ホーム」が誕生し

た。一般のアパートのように独立した暮らしができ、

２４時間の介護サービスが受けられる。入居者から

の利用料、1 ヶ月 6 万５千円で賄う。』（抜粋）色白
で童顔な面立ちの O さん。生活リズムが乱れがち
なのは、不規則に起こる異常緊張が睡眠を妨げるか

らだ。入所当初は、夜中に強く反り返り抱っこして

あやす、添い寝をすると寝入る等、ケア記録表に多

く記載があった。また、体温が外気に影響をされ 35
度台に下がったり、緊張から発熱したり、その度に

電気毛布で暖めたり、氷で冷やしたり、試行錯誤の

かかわりがあった。高等部に入学したばかりの O
さん、自立ホームへ訪問指導が開始された。まずは、

ケア記録表により健康状態を把握する。職員の方と

は、健康管理、姿勢や指導の様子、原初的コミュニ

ケーションの情報を共有するよう努めた。緊張を緩

めたくて相談したＰＴが、ボランティアでホームを

訪ねてくれ身体アプローチのアドバイスをくれた。

現在、訓練、弛緩剤、職員のかかわりで緊張から少

し開放されながら生活が続いている。

心に寄り添うケアとは 0さんを語る （ビデオより）

最初は、0 さんの緊張が何から起こる緊張かわか
らなくて 0 さんに悪いことしたと思うのです。最近
は、緊張もなく落ち着いています。利用者が増えて

抱っこの回数が減ったのに緊張が無くなったので

す。要求が満たされて減ったということもあるし、

環境になれて減ったとも考えられます。自分の中で

満足して過ごしているのではないかな。熱も出さな

くなった。風邪をひいて、入院しなければならない

直前まで行ったけれど、結局、入院しなくても済ん

だ。ここに来てから、一度も入院はありません。外

へも行く回数が多いし、天気のよい日は、誰かが連

れて行ってくれる。夜間、熱が 40 度まで上がり訪
問看護師さんに来てもらうこともありました。今で

は、慣れてきて熱が上がると抱かなくちゃと言って

抱く。熱が上がらなくなりました。眉間にしわを寄

せ、口を大きく開けて怒ることもなくなった。今ま

で、知的の方とかかわることはありましたが、重心

といわれる方とかかわるのは始めてです。最初はわ

からなかったけれど、0 さんも一人の女の子なのだ
なと思います。しゃべりもしないけれど、いろいろ

な表情するし、たまに笑うし、ほんとにかわいいで

す。いっしょにいる時間が長いとみんな受け止めら

れる。表情豊かだし、いいキャラです。

ケアをする人が、感度のよい受け皿を持っている

と言葉などいらない関係ができる。心を汲み取る、

こころの共有、真摯に向き合うものだけが見ること

のできる大切なものがここにある。

0さんのEnjoy Life
民間のアパート、スロープ付きの玄関を開けると利

用者さんの共有スペース、食堂兼居間がある。そこ

を通り抜け、奥の 4畳半が 0さんの部屋である。中
央の壁側にベッドがあり、その上には、誕生日のプ

レゼントのぬいぐるみが並んでいる。部屋の隅には、

室温、湿度を管理する加湿器や暖房器がある。電気

毛布も備えてある。「こんにちは」の声に目覚めて

迎えてくれるのは嬉しいものである。時には、早く

抱いてというように全身を反らせることもあるし、

髪飾りを付けおしゃれしている日もある。O さんは
胃ろうで栄養を摂取している。一日４食の２食は手

作りである。昼時になるとキッチンから食事の支度

の匂いや調理の音がする。そして、利用者の方たち

が集まり始め（レスパイトやディショートの人も）

話し声や笑い声が聞こえる。指導が終わると工房い

すで利用者の輪の中に参加する。匂いや声や雰囲気

がアットホームな和みをかもし出している。職員の

方と共有している意思を伝える原初的コミュニケー

ションは、11種類に増えた。喜怒哀楽だけでなく、
好きな歌を歌うこともある。のびのびとあるがまま

の意思を表出している。ご両親が地域で暮らすとい

う生活スタイルを志向し行動した結果、今の Enjoy
Life がある。入居当初、O さんの自立生活がいつ

まで続くのだろうと思ったこともあった。長期に渡

って 0 さんの Enjoy Life を支えているのは、よい
受け皿があったから、また、心に寄り添うケアがで

きるスタッフがいたからだ。その中で学校は O さ
んの健康維持、姿勢や運動、コミュニケーションに

ついて、共育の立場から情報の共有を行い支援させ

ていただいた。

3、人として豊かに暮らすことを願ってライフスタ
イルを選択した家族

障がいを持って生まれてきた子は、思いがけず次

々と新たに疾患が重複されていく場合がある。N 君
の場合は、そのような例であった。Ｎ君は小学部 5
年生まで市立養護学校に通学していた。Ｕ字歩行器

で校内を歩くほどの成長ぶりだった。彼は、Noonan
症候群により、筋力低下や四肢体幹機能障害、難治

てんかんがあった。そのため薬物療法（6 種類）で
発作のコントロールは至難の業であった。小学部６

年の時に入院が長期化し訪問籍になる。その時のこ

とを卒業前に「あの時は、高校のランクで言えば、A
から C に落ちたという思いでした」それでも、い
まを受け止め、体調のよい時は、スクーリング（登

校学習）、宿泊研修に参加し、できる限りの学校生

活をＮ君に体験させていた。中学部になり、発作の

コントロール、ウィルス感染から肺炎に罹患しやす

くなり、入院もあった。スクールシック症候群、呼

吸の問題 etc、楽しみにしていたスクーリングがで
きなくなった。その後、嘔吐が続き夜間の SPO の
値が低いことがわかった。原因は、呼吸筋の動きが
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悪いことで呼吸リハビリに通院し対応することにな

った。一時的に改善されたが問題は解決されなかっ

た。現在、夜間に PSV を装着し呼吸の補助を行っ
ている。

度重なる健康状態の変化にライフスタイルを変え

なければならないと感じる時が何度かあったと思

う。すべて現実を受け入れた時に、今の状態を受容

でき、うまく寄り添うことができるようになる。親

の願い実現するために音楽療法と「びすたり」の活

動を始めた。今年で音楽療法を受けて 9 年目の N
君は、お母さんの影響もあり、最初のフレーズを聴

いただけで、曲名がわかり演奏者や指揮者の違いを

楽しむほどの音楽愛好家に育った。健康状態に配慮

して、訪問レッスンの形をとって友達と音楽療法を

受けている。「音楽が自己表現するための一つの手

段になると考えているので、さらに力を伸ばして欲

しい。生活が豊かになることが、いろいろな面でプ

ラスになると思います。」と高等部に入って担当者

に指導内容の要望があった。そこで想いを受け止め、

N 君の生きる力＝生活を豊かに楽しむこと＝音楽で
自己表現を目標として設定した。自分なりのリズム

表現やバリエーションを作る。指を巧みに使い、音

色を作り出す。いろいろなジャンルのものを聴く機

会を増やす等々。いままで使用していた楽器のタン

ブリンや太鼓に加え、ツリーチャイム、オムニコー

ド、スイッチで簡単に操作できるキーボード等を使

ってみた。楽器の音色を楽しんではいたが、イマイ

チのめり込めない様子が見受けられた。もっと表現

できるものはないか探し続けて、ある日、「ZOS
Cajon」の記事を見つけた。「これかも！」お母さん
の直観で製作者のもとへ療法士、母、教師で訪ねた。

帰り道には、お持ち帰りの Cajon が積まれていた。
ギターやピアノとの競演が可能になり、奏法により

音色を作り出せる楽器に出会い表現手段をひとつ獲

得した顔は満足気であった。

小学部５年頃、地域にある「おもちゃライブラリ

ー」を訪れて遊ぶようになった。遊んでいるうちに

仲間ができ、誰ということもなく「地域に根ざした

生活を目指したい」と話が弾んだ。４人の母親が発

起人となって「びすたり」的ライフスタイルを志向

し活動が始まった。ネパール語で「ゆっくり」とい

う意味、会のコンセプトは、あせらず、ゆっくり、

のんびり、あたたかくをモットーに。年に２泊３日

の乗馬療法を企画している。運営費を捻出するため

の手づくり展。自宅開放なので、地域の人や関係者、

友人が集い N 君を囲んでお茶を飲みながらの楽し

い時間を共有する。これらの活動から、「障がいを

持った子もそうでない子も自然に触れ合い、相互理

解のかかわりが生まれてくる」とお母さんは願って

いる。

卒後の進路について、通園、施設からの訪問指導

等を提示させていただいた。選択する主体は、あく

までも本人と家庭である。健康状態に応じ、「人と

して豊かに暮らさせたい」今まで長い時間をかけて、

備えてきた地域の中での暮らす生活を選択した。自

立している家族には、学校はあくまでサポーターで

ある。

以下に、卒後の今を母に投稿してもらった。

～卒業して３ヶ月がたちました。地域で生活する

という大げさなことではありません。在宅で重い障

害を抱えながら、また多種多様な医療的ケアが必要

ではありますが、地域の有効な社会的資源を利用し、

本人は生き生きと生活しているように思います。そ

れには、幼児の早期療育の時期、更には１２年間学

校生活で試行錯誤しながらも手探り状態で探し当て

ることができたということが大きいことに思いま

す。就学当初は、通学するということに固執してい

ました。体調が其の生活に耐えられなくなり、早目

に学習を訪問教育していただき、地域の中で学習を

選択することの有効性を十分に実感しました。卒業

に向けても早いうちから、地域の社会資源、特に人

的な資源に巡り逢うチャンスを得ることができたこ

とは大きな喜びだったと思います。現在は、週２回

サポートハウス（有料）ヘルパー訪問（生活援助）

・週１回訪問リハ・週１回音楽療法・各１回３箇所

通院・不定期歯科受診。確かに経済的な負担は少な

くはないのですが、本人も私もわが家の生活を援助

してくださる方々の訪問を楽しみにしています。

～

おわりに

医療的ケアがある子どもたちが＜医療・福祉・教

育の連携体制＞＜受け皿＞＜本人・家族が選択した

支援システム＞など、三人三様の選択をして生き生

き暮らし始めている。この「自分らしい生活」を求

めて選択した生活が継続されことを願っているが、

そのためには今後どのような支援システムが必要か

を考えると、まず個に応じた医療的ケアもフォロー

できる、専門家による家族支援システムができるこ

と。また、生涯教育の視点に立った、卒業後の QOL
を保障するための療育支援システム、さらに、これ

らをコーディネートする地域療育調整機関の設置な

どの必要性を上げたい。今後、この子らの地域での

生活が豊かに継続できるためのシステムが整備され

ることを願っている。
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⑧「制度・条件整備」分科会報告
■共同研究者の分科会まとめ

前 原 昌 和

（神戸市立垂水養護学校）

１．分科会の概要

１２都府県から１９人の参加がありました。司会

は村山陽子さん（新潟県立新潟養護学校）で、記録

は有村朋恵さん（卒業論文で訪問教育について書く

ことを予定している長崎大学の学生）でした。まず、

全員の問題意識を伴う自己紹介をしました。各校の

状況が語られ、情報がほしいとの切実な声が多数あ

りました。午前は２本のレポートの発表と質疑応答

を行い、公用車配備と私有車の扱いなど交通手段全

般についての意見交換がなされました。午後はもう

１本の発表と質疑応答の後、分教室化や支援費制度

など施設訪問にかかわる諸問題、地域におけるネッ

トワークづくりなどについて情報交換をしました。

子どもたちの学習権を保障する視点がいくつか明ら

かになりました。

２．レポートの概要

報告された３本のレポートは、順に次の通りです。

①松尾昭彦さん（長崎県立鶴南養護学校）

「週３回試行と完全実施の取り組み」

前任校の諫早養護学校における訪問教育週２．５

回を３回に試行的に増やして取り組んでいるという

昨年の報告に続くもので、文部科学省の特殊教育研

究協力校として取り組んだ「訪問教育に関する研究」

の重要な柱の一つである「週３回試行と完全実施の

成果と課題」を報告されたもの。松尾さんは主事と

して現任校に転勤されましたが、それでも「元気が

もらえる全訪研大会に、今回もレポートを持って参

加しよう」との意気込みで参加され、報告されまし

た。

②松井通夫さん（高知県立高知若草養護学校）

「高知県における訪問教育の県有車（私有車）につ

いての状況」

昭和５７年に県有車１台が配置されてから平成１

６年度の５校１１台配置に至るまでの、県有車の任

意保険加入・自家用車の公務使用・公務中の交通事

故に対する補償など制度改善について、１８年ぶり

に訪問担当者になった松井さん自身がみごとなまで

にこだわって取り組まれたことを中心に報告された

もの。

③前原昌和（神戸市立垂水養護学校）

「地域の訪問教育の課題を明らかにするために

～兵庫県・神戸市訪問教育交流会の歩み」

『全国訪問教育マップ』２００４年版の準備期間

を通して、全国の全訪研連絡員と直接やりとりをす

る中で、地域の訪問教育の課題を明らかにするため

には、その地域の訪問教育担当者が直接顔を合わす

機会が必要であることをあたらめて教えられたの

で、自主的に始まった交流会の歩みを振り返り、こ

れまでに積み上げてきた課題を整理したもの。初め

て共同研究者を担当するにあたって、自らもレポー

トを出さなくてはの思いで、要求と研究の運動を進

めた資料を中心に報告しました。

３．今後に生かしたいこと

レポートと意見交換の中から、私が学んだこと、

今後に生かしたいことをあげてみました。

第一に、週４回以上を含め「実情に応じた授業時

数を適切に定める」ことを正面に据えた取り組みこ

そ、必要であること。人的条件を含め「訪問教育バ

ックアップ体制作り」について、松尾さんの提起は、

全国の経験に照らすと、さらに良い指標になりそう

です。

第二に、制度を作らせたり、条件を整備させる手

立てを明らかにすること。松井さんは、訪問担当者

になるにあたり公務中の交通事故に対する全職員の

意志を一致させたり、弁護士と相談しながら法的な

問題点を整理したり、県教育委員会だけでなく関係

する部局に出向いて事実確認をしています。その姿

勢はもちろん手立てを尽くすこだわりを身につけた

いものです。

第三に、公用車の配備や公務中の交通事故に対す

る補償について成果をあげること。自家用車を使用

しているという実態があるのに、関連する制度が全

くない兵庫県・長崎県・宮崎県・沖縄県で、是非、

前進させたいものです。

第四に、校内だけでなく、訪問教育の情報を交換

できる場を身近に作ること。広島県からの参加者は、

広島市の全訪研連絡員に連絡をとるそうです。岡山

大会で「職場にはない『何でも話せる』魅力をもつ」

と初参加者が言う全訪研は情報交換の場であり、『全

国訪問教育マップ』をはじめ情報そのものを提供す

る研究団体であることを実感することができまし

た。

終わりに、三重大会で成果を土産に再会しましょ

う。
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■共同研究者の分科会まとめ

猪 狩 恵 美 子

（東京都立光明養護学校、全国訪問教育研究会会長）

はじめに、長年、本分科会の共同研究者として私

たちの実践を助言し励まして下さった加藤忠雄先生

が 9 月 7 日逝去されました。心から感謝申し上げ、
ご冥福をお祈りしたいと思います。

前原先生がまとめているように、今年度の 3 本の
報告は、いずれも、地道な実践研究と一体となった

課題研究として、練り上げられた提言型の報告であ

った。制度改善に向けた提起と同時に課題追求のス

タイルとして学ぶところが大きかったといえる。ま

た、参加者の積極的な発言は、各地の状況を知る貴

重な情報であった。そうした情報を紹介してみたい。

１．高校の空き教室を利用した分教室設置

長崎県立鶴南養護学校では五島商業高校の２教室

を使用した分教室設置にむけ、2005年度入試に向け
て保護者説明会・カリキュラムが準備されている。

分教室設置により地域のセンター的機能が期待され

ている。同様の動きが静岡・長野でも見られるが、

安上がりな施設設備に制約された教育に終わらない

ような視点で、全日教育実現の取り組みを地道に続

けることが必要である。

２．授業回数の拡大

今年度より回数制限がなくなった高知は全国が注

目するところだが、「広い校区での訪問教育の限界、

実際に毎日行ったら【へたばる】という現実」－週

３回の訪問とスクーリング 1 回でやっているという
ことだった。「学校エリアは車で 30 分。これなら毎
日行ける」という提起もあった。回数制限規定の解

消だけではなく、実質的な授業回数を実現する旅費

や人的配置、さらにエリア・ネットワークという視

点からの学校の適正配置・規模は訪問教育の立場か

らも考えていかなくてはならない。

３．地域でのネットワークの広がり

地域での医療・福祉との連携は直面する現実的課

題であり、教育の制約が大きい分、色々な形で意識

的に追求されてきた。

広島からは、精神障害の事例には地域で主治医も

はいったネットワークを立ち上げ、1 学期 2 回の話
し合いが持たれ、重度重複の事例ではケースワーカ

ー、主治医、看護士、ヘルパー、PT などが日常的
に関わっていると報告された。担任は 1 人だが、校
内のクラスとの連携を図り、主治医同行で沖縄への

修学旅行も実現した。

松井レポートはまた、年間研究テーマに「在宅訪

問生の支援の在り方」をすえ、「学校から 1時間半」
「地域に、重度重複身体障害児は A君しかいない」
という中で、ヘルパー派遣、支援センター・地域障

害者コーディネーターへの協力要請、在宅訓練師の

派遣、関係者による支援会議をひとつひとつ取組ん

できている。子ども・家族のニーズに応える「一貫

した支援」を地域の中でしっかりつくっていく必要

性と可能性は今回の本分科会でも重要な課題として

力強く語られた。兵庫からも移行支援として、「ホ

ームヘルプサービスのメニューをどれだけふやせる

のか。事業者を地域に根付かせるのか」という視点

が提起された。入浴や散歩も窓口に投げかけ、「申

請してサービスを使う意味」は大きく、そのために

も「きめ細かな情勢・使い方を説明していくことが

必要」と発言された。

４．財政問題と制度・条件整備

佐賀は、7月 1日から旅費が大幅にカットされ「訪
問教育は財政的に負担が大きい」といわれている。

財政問題を理由にした後退が広がっているが、「保

護者が深刻に考えていないところに希望がある」と

いう発言に見られるように、今日の到達点にたって

権利を一層実現しようといううねりは誰にも止めら

れないことに確信を持つ必要がある。保護者や地域

での連携を進めるために、訪問担当者の地域単位で

の学習や情報交換の場が不可欠になっている。条件

整備と教育実践を結びつけて、訪問教育を「安上が

り」に終わらせることなく真のニーズ教育として創

っていきたいと思う。
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■発表レポート
高知県における訪問教育の県有車（私有車）についての状況～在宅訪問生の地域支援の在り方～

松 井 通 夫
高知県立高知若草養護学校

（〒781-0303 高知県吾川郡春野町弘岡下2980-1）

１．はじめに
昭和５４年、養護学校義務化に伴い、訪問教育の

概要（昭和５３年）思案をもとに制度実施された。
当時、訪問教育については養護学校からの訪問対応
となり知的養護学校、肢体不自由養護学校、病弱養
護学校からの訪問教育からの始まりとなった。義務
化以前の訪問教育の状況は、高知市内の義務教育諸
学校の教員が家庭訪問をして教育をしていた実践記
録が残されている。５４年度の訪問教育制度は、制
度の問題や教員の労働条件等、現場では様々な問題
を抱えてのスタートとなった。
制度化された２５年の実践の中で、高知県におい

ても全国の教育実践に学び、制度上の問題点の改善
に向けて活動してきた。今回は、訪問教育の県有車
の状況と改善の課題について報告をしたい。

２．訪問教育県有車の配置について（S54 ～ H16）
高知県において訪問教育の県有車の要求は、最も

切実なものの一つであった。高知県特有の地理的条
件の下、「遠い学校、遠い先生」が担当者の合い言
葉であった。昭和５８年度当時の訪問担当をしてい
た日高養護学校の訪問記録の一部を報告してみたい
（※）。当時は、週２回２時間の訪問授業であった。

（昭和５８年度 小学部・中学部）

※ 走行距離表
出発先 訪問生自宅 距離 （往復 ） 運転時間 訪問回数 月の走行距離
学校 高岡郡檮原 180㎞ 5時間 10回 1800㎞
学校 高岡郡志和 125㎞ 2時間 30分 10回 1250㎞
学校 高岡郡久礼 90㎞ 2時間 10回 900㎞
学校 高岡郡仁淀村 80㎞ 2時間 10回 800㎞
学校 須崎市 60㎞ 1時間 30分 10回 600㎞
学校 高岡郡越知 50㎞ 1時間 20分 10回 500㎞
学校 高岡郡越知 40㎞ 1時間 10回 400㎞
学校 須崎市大谷 70㎞ 1時間 30分 10回 700㎞

当時、訪問教育車は１台もなく、私有車での訪問
であり、出張費は日額旅費の計算であり、ほとんど
がガソリン代のみの日当であった。また、交通事故
や災害等での保障もなく、担当者になる者は少なか
った。このような状況は、その当時、担当していた
養護学校全て同じ条件であった。
高知県に初めて訪問教育県有車が配置されたの

は、昭和５８年に山田養護学校に１台配置された。
続いて翌年、日高養護学校に２台配置されて以降、
訪問教育の実態等に応じて、適宜、配車された。訪
問教育県有車の配置により、私有車の使用度は削減
された。また、この年、私有車での訪問出張での旅
費規程も一般出張の規程となり、改善点はいくつか
見られた。
しかし、交通事故や県有車の任意保険問題、私有

車での公用車扱いについては、まだ解決には至らな
かった。
平成１６年度現在の訪問教育県有車の配車状況は

以下のとおりである。

・高知県立中村養護学校 ５台
・ 〃 高知若草養護学校 １台
・ 〃 土佐希望の家分校 １台
・ 〃 高知江の口養護学校 ２台
・高知市立養護学校 ２台

平成１６年度４月１日から、訪問教育の実施学
校が変更（同障害別の学校からの訪問教育）となり、
知的養護学校からの訪問教育は、中村養護学校と高

知市立養護学校の２校のみとなった。中村養護学校
については、将来的には幡多希望の家分校からの訪
問教育となる予定である。
３．県有車の使用服務規程について
高知県自動車の運転及び管理規定に従って、訪問

県有車を使用している。若草養護学校では、訪問県
有車が１台しかない現状の中で、訪問教育校内委員
会で使用規定を設けている。訪問の距離やその他の
問題も考慮して決めている。県有車においては、使
用後、県有車運転日誌に記入している。また、事故
等の報告についても別紙に記入し、報告することに
なっている。県有車の任意保険の加入については、
平成１７年度２月に全車加入する予定。保障内容は、

対人：１億円
対物：１００万円 弁護士の保障有り

来年度においては、訪問県有車の増車を要望してい
る。
４．自家用車の公務使用における取り扱いについて
平成１６年５月３１日に県より通知が来て、自家

用車の公務使用について、訪問教育の私有車も同様
に実施している。今回の改正については、その趣旨
の中で、自家用車による出張は、公共交通機関の利
用が著しく困難な場合や公務の能率的な執行を図る
ため、または、県有車の使用ができない等のやむを
得ない事情がある場合に、例外的に認められるもの
である等の趣旨を述べている。この通知の中で、事
故発生の場合の処置、①損害賠償 ②損害賠償の求
償等 ③公務災害認定の項についての考え方がどう
なのか問題になってくる点だと思われる。



- 50 -

５．県有車（私有車）の公務中の交通事故について
訪問教育の２５年の流れの中で、交通事故等につ

いての意見の相違があった。本年度、１８年ぶりに
訪問担当となった者として、この問題だけは、全職
員の意志を一致しておく必要があり、職員会の冒頭
でこの問題を提起し、もし、解決できない場合は、
県有車の訪問使用拒否もあることを伝えた。この間
のいくつかの細かな問題は省き、結果として県の見
解を得ることができた。
（１）公務中の職員の過失による交通事故で、第３

者の運転する自動車に損害を与えた場合は、

県は、国家賠償法の規定に基づいて、県が
賠償責を負い、相手に賠償する。

（２）国家賠償法 公権力の行使にある公務員の加
害行為に基づく損害賠償責任・その公務員に
対する求償権

第１条 国又は公共団体の公権力の行使にある
公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によって違法に他人に損
害を加えた時は、国又は公共団体がこ
れを賠償する責に任ずる。

第２条 前項の場合において、公務員に故意又
は重大な過失があった時、国又は公共
団体は、その公務員に対して求償を有
する。

【職員の賠償責任（職員への求償）国家賠償法第１
条第２項での「公務員の故意又は重大な過失責任」
の認定】
「故意」とは、違法の結果を発生させることを意

図すること、または発生することを予見しながらこ
れを容認すること。
「重大な過失」とは、故意に近い著しい注意の欠

如の状態、すなわち、わずかの注意さえすれば、た
やすく結果が予見できるにもかかわらず、漫然とこ
れを見逃すこと。

ここでは、公務中の公務員の過失による交通事故
は、国家賠償法に基づいて賠償することの趣旨を述
べている。この保障方法等については、全国一律の
方法である。
次に公務員の故意、重大な過失等の認定であるが、

国家賠償法は、昭和２２年１０月２７日に制定され
た法律である。これ以後、交通事故についても時代
の流れの中で、認定の基準も変わっている。民事交
通訴訟が毎年、訴訟されているが、その中での過失
割合の認定基準を次に示した。
【民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準】
過失割合を決定する際の修正要素としての重過失

（１）違法性の高いもの ・酒気帯運転
・酒飲み運転
・無免許運転

（２）故意によることが ・概ね３０㌔以上の著し
明らかなもの い違法速度

（３）上記以外で重過失 ・居眠り運転、勤務する
とされるもの 以前に殆ど寝ていない

で勤務又は運転するこ
と

平成１６年４月、高知県議会、各委員会担当者
と部局業務概要説明会、行政管理課長答弁、国家賠
償法に基づいて対応する。県が対応する。基本的な
考え方は個人の過失も含め、県に管理責任があると
いう基本的な考え方である。
自損事故において、本人が負傷した場合は、公

務であるから県が対応するが、車両の修理は、本人
の責任というのが原則である。知事部局では、互助
会からの見舞金がある。
問題点－私有車で起きた自損事故の車の修理代は

本人の責任との答弁だが、弁護士との相
談では、出張命令を出した県が全責任を
負うことが前提になる。いわゆる命令を
出さなければ事故は起こらなかった。

以上が訪問教育県有車（私有車承認済み）事故に
対する県の見解である。
公務中の私有車での交通事故での任意保険の使用

の考え方（承認済みの私有車）
・承認済み私有車での公務は、公用車と同様の認
定である。自損事故は、課題点。

・事故の場合は、私的な時間ではないので、任意
保険を使用については自己判断。

以上、提案していた訪問教育上における交通事故
についてである。いくつか問題点もあるが、今後の
課題としたい。
訪問出張の旅費規程であるが、本年度、私が担当

している場合の例を挙げておく。
学校からの距離 片道４３㎞
勤務時間 ５時間以上
週３回 １２０回

公用車での旅費 550 円 （年間 66,000 円）
私有車での旅費 2,638 円 （年間 316,560 円）

全体としての問題点
・訪問の学校の校区の問題－地元の小・中学校から

の対応、広い校区
・訪問用県有車の増車－１人１台の訪問車
・スクーリングの回数の保障－生徒の実態に応じて

の回数
・訪問児童・生徒の地域支援の在り方

－学校・医療・福祉との連携と実践

～学校・福祉・医療・地域センターとの連携～
A君の指導をとおしての支援の在り方

A君は、小学部３年生までは自宅訪問生であった。
４年生から中学部３年生の２学期まで通学をしてい
たが、体調を崩し訪問への変更となり、高等部では、
訪問教育対応をしている。
本年度、A 君を担当しているが、訪問教育の教育

の支援にも限界があり、また、それ以外の支援の在
り方について悩んでいる。本年度、訪問担当者会で
は、年間の研究テーマを「在宅訪問生の支援の在り
方～福祉・医療・地域支援の連携について～」とし
て、研究と実践に取り組んでいる。学校教育も含め
て、福祉の分野でも、個別の指導計画や地域での支
援計画を進めている。A 君の地域では、重度重複身
体障害者は A君しかいないのが現状である。
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この間、A 君の支援の在り方について取り組んで
きたことを簡単に報告したい。

H １５年 中学部の進路指導で A 君の家庭への支
援についての要請があった。土・日曜日
の２日間のホームヘルパーの要請。食事
と入浴指導。母親と相談し地元の障害者
地域支援センターと相談、支援の要請。
９月より、ヘルパー１名訪問。
１１月より、ヘルパー２名訪問。

H １６年１月 A 君の訪問教育開始。地元障害者地
域支援センターに挨拶。

２月 支援センターと担当者の話し合い
ヘルパーさんと支援担当者との話し
合い

３月 学校での進路部会において、在宅支
援についての協力要請。

４月 高岡郡の地域障害者コーディネータ
ーへの A 君についての支援要請。

５月 高知県療育福祉センターへの在宅訓
練士の支援要請。

６月 須崎市 S 病院との支援についての
話し合い

７月 在宅訓練士の派遣計画についての話
し合い

８月 週１回の在宅訪問。
A 君の障害者支援センターとの各関
係者との第１回目の話し合い。

教育の実践面
－訪問教育生の理解と母親家族の交流の場として－

第１回、第２回訪問生の合同学習の実施
（須崎市・中土佐町久礼の地域での実施）

参加者：訪問生３名（小２，高１）
保護者３名、教員・地域関係者１０名

短い期間での取り組みではあったが、関係機関へ
の要請と協力、学校の進路部の協力等があり、いく
つかの成果がみられた。初めにもふれたが、在宅訪
問教育については、地域からの支援についてどう連
携していくのかが、今後の課題になるように思われ
る。

＜資料＞
○自家用車の公務使用について

平成 10年 10月 15日 10教職第 359号
高知県教育長通知

改正 平成 11年６月 22日 11教職第 170号高知県教育長通知
平成 16年５月 31日 16教職第 249号高知県教育長通知

職員の旅費に関する条例などの一部を改正する条例の施行後は、登録を受けた自家用車を、旅行命令権者
の承認を受けて使用して旅行した場合には、新たに自家用車の車賃が支給されることになります。
これに伴い、平成 10 年 10 月 22 日以降における自家用車の公務使用の要件、手続き等については下記の

とおりとします。
自家用車の公務使用は、公務の能率的執行を図るために、機動力の使用が必要な場合で、県有車が使用で

きない等のやむを得ない事情がある場合に、例外的に認められるものですので、その点に十分留意のうえ適
正に運用してください。
なお、昭和 46年 7月 7日付け 46教高第 465号、平成 9年 5月 30日付け 9教職第 149号及び平成 10年 8

月 20日付け 10教職第 266号の教育長通知は廃止します。

記
第１ 自家用車の公務使用の要件

職員から自家用車（自動二輪車及び原動機付自転車を含む。）の公務使用の申出があった場合は、次の
要件をいずれも満たす場合に使用を認める。
１ 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。
２ 県有車が使用できないこと。又は、地理的条件、使用の方法等から県有車の使用が客観的に著しく不
便と認められること。

３ 四国内及び岡山県への出張とする。
４ 自動車損害賠償責任保険（以下「自賠保険」という。）に加入の車両であること。
５ 運転技術に習熟（普通自動車にあってはおおむね１年程度、その他にあってはおおむね６月程度の運
転経験を有する者）していること。

６ 自動二輪車、原動機付自転車の公務使用については、使用の必然性や職員の健康面、安全性を総合的
に判断して無理のないものであること。

第２ 自家用車使用の場合の実費弁償
職員の旅費に関する条例第 17 条の２第２項に規定する自家用車の車賃を支給する。その他借上料、燃

料費等はいっさい支給しない。
第３ 事故発生の場合の措置
１ 損害賠償
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旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害
賠償については県が負担する。ただし、用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の
場合はこの限りでない。

２ 損害賠償の求償等
（１） 自賠保険の適用となる事故については、職員の運転する車両の自賠保険で第三者に賠償する。
この場合、自賠保険の限度を超える額については、県が第三者に賠償する。
（２） 職員の故意又は重大な過失による事故の場合、県の負担した損害の範囲内において職員に求償
する。

３ 公務災害の認定
旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係な

く通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付する。
第４ 自家用車の公務使用の手続き
１ 職員が自家用車を公務に使用しようとする場合は、使用しようとする自家用車をあらかじめ、別記第
１号様式の自家用車登録簿により登録するものとする。
なお、自家用車登録簿の内容に変更が生じたときは、その都度登録するものとする。

２ 職員が前期により登録を受けた自家用車を公務に使用する場合は、旅行命令簿の摘要欄に自家用車の
使用を申し出る旨を記載して押印（自家用車を使用する者の印）し、旅行命令簿の決裁により併せて所
属長等の承認を受けるものとする。
所属長等は、自家用車を使用する旅行にあっては、職員からの申出印があることを確認のうえ決裁及

び承認を行うこと。
また、他の交通機関による旅行命令を決裁した後、自家用車使用に変更する場合は、別記２様式の自

家用車使用簿に必要事項を記載のうえ、所属長等の承認を受けること。自家用車使用簿の決裁権者及び
代決等の扱いについては、旅行命令簿に準ずるものとする。

第５ その他の留意事項
１ 常に職員の健康状態等に留意し、いやしくも酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反すること
のないよう特に配慮すること。

２ 作業点検の励行と道路運送車両法第 48 条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両
の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めること。



- 53 -

⑨保護者と共に訪問教育を考える分科会
■共同研究者の分科会まとめ

中 村 治 子

（横浜障害者サポートセンターぽれぽれコーデイネータ）

１全体の流れ

午前中は参加者の自己紹介を含めた情報交換とレ

ポート検討、午後は厚生労働省と文部科学省への要

望書の検討という形式が今年で３年目となった。参

加者は保護者１３人（祖父母含む）教員６人、その

他２人で、昨年と比べ現地の保護者の参加が目立っ

た。

２レポート

分科会でレポートが出たのが２年前からだが、今

年初めて親のレポートが出た。

兵庫県の戸田さんは親子と先生と一緒の参加で、

１１年間の訪問教育をビデオを含めて熱くレポート

した。もう１本は現地の親の会代表の福島さんの、

訪問教育を含めたお子さんの一週間の紹介である。

戸田さんは出生から訪問教育を受けるまでの不安と

困難さ、そして、光が見え始めてきた小学部後半か

ら現在に至り、さらに将来への希望を語った。福島

さんは週３回の訪問教育と１回のスクーリング以外

にヘルパー、訪問看護、B 型通園、訪問 PT、訪問
歯科などをコーディネイトした一週間を紹介してく

れた。2 人とも現在高等部在籍で、小学部低学年の
時に担当の先生から高等部設置の運動のことを聞き

素晴らしいエネルギーを発揮した人である。訪問担

当者は親に社会に向けての目を開かせてくれる役目

ももっていることをあらためて知らされた。

３要望書検討

文科省には８年前から、厚労省には５年前から要

望書を提出し懇談する機会を親の会でもっている。

医療、教育、福祉の連携が必要な訪問教育の必然の

結果である。要望書の検討をこの分科会で行い３年

目になるので、要望内容もかなりまとまってきた。

訪問教育をうけている親にとっては切実な要望事項

で、毎年おこなっている２省との懇談を積み上げる

ことで親の声が国の施策に反映面もあり、これは分

科会の１つの柱に位置づける必要があるだろう。

４今後の課題

（レポート）

親のレポートが初めて出た。レポートといっても

教員のそれとは違い、紙は１枚である。しかし、内

容は山ほどあり、ポイントを絞るお手伝いをすれば、

誰でもレポートを出せることが実証できた。写真や

ビデオのレポートもいいものだ。今回２人の親のレ

ポートが出たことが分科会の内容を充実したものに

できた１つの要因になったことは確かである。

（参加者）

親の参加を現地を中心に意識的に組織する事の重

要性を昨年提起した。その地域の訪問教育の現状や

生活の情報が深く得られ、開催地の今後の訪問教育

に必ずプラスになる。今年はこの点で独自の取り組

みがあり、中でも就学前の子どもの親が参加したこ

とは今後の親の会の発展にとっても重要なことであ

る。９月の研修会に参加し文科省に直接声を伝える

ことも決まった。今後も開催地の親が分科会に参加

できるよう手だてをとることが課題であろう。

（次なる運動と後継者つくり）

「高等部に訪問教育を」の強い願いで親の会は飛

躍的発展をした。本格実施され５年になり、卒業生

も多く生み出してきた。

過年度生の課題や中学卒業認定のない人の課題は

残ってはいるものの高等部が「当たり前」になった

現在、すべての親に見える形の次なる要求がみえに

くくなっている。卒後の生活の不安は大きいが教育

よりむしろ福祉への要求になっている。しかし、高

等部の設置を求めた親のエネルギーは潜在的にはあ

る。そのエネルギーを結集すべき次なる課題を的確

に捉える時期に来ていると考える。それは何なのか。

議論を深める必要があり、その中で次の時代を担う

親の会の後継者を発掘できるのではと考える。又、

先生方の研修会と連携をとり、各地域で「親ととも

に考える訪問教育」がつくられることもこれからの

課題と言えよう。
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■発表レポート

手と・手と・手と
～善也とふたつの手からむすびっこ、そして今たくさんのむすびっこへ～

戸 田 千 晶

兵庫県立北はりま養護学校保護者

（〒 677-0017 兵庫県西脇市小坂町２２５）

１ はじめに

「ひとりじゃないさ ぼくたちは こんなにす

てきななかまが いっぱいあつまった」いつもお部

屋での学習の始まりに聞こえてくる歌です。今回、

全訪研岡山大会でたくさんの皆さんと手を結び合い

大きなつながりの環を作ることが出来ました。結び

あった手と手の温もりとともに心もひとつになり、

みんなの幸せを願い、みんなの力で実現していこう

という気持ちが高まった感動の３日間でした。会場

で皆さんと手を結んだように、日々の生活のなかで

は家族、先生、ドクター、看護師さん、地域の方々

など、たくさんの人たちとの結び合いがないと生き

ていけない子ども達です。やもすれば少数派で孤立

しがちな私達ですが、こうして全国にたくさんの仲

間ができたことを誇りに、これからも一歩一歩前進

できればと思います。生命維持がやっとという状態

のなかで教育というものに期待がもてず、やむなく

選んだ訪問教育でしたが、最初に出会った先生に恵

まれ、厳しいなかにも光が見え始め、子どもも親も

大きく変っていきました。受身中心になりがちな子

ども達ですが、訪問教育を受けたことで、子も親も

少しずつ主体性を引き出させていただきました。高

等部全入運動にも積極的に関わり、たくさんの人と

のすばらしい出会いもありました。不安と手探りで

スタートした訪問教育でしたが、たくさんの出会い

と結び合いで、充実した 11 年間を過ごすことがで
きたことを心から感謝しています。

２ 訪問教育１年生

善也は戸田家の次男として昭和 61 年８月４日、
難産の末，重度の仮死状態で生まれました。出産時

のストレスにより、脳細胞のほとんどが損傷を負い、

ケイレンが止まらず危険な状態が続きました。しば

しば呼吸が止まってはらはらさせられましたが、な

んとか３ヶ月後に退院し自宅に帰りました。退院し

て１ヶ月たった頃からケイレン発作が続発、一日に

何百回と繰り返し、私も眠れない夜が続きました。

生後５ヶ月、いい専門医がおられるということ聞き、

わらをもすがる気持ちで岡山大学附属病院の小児神

経科の門を叩き、その日に入院となりました。同行

していた６才の長男とは泣き別れ、家業があるため

叔母の家に預けられ、家族はバラバラになりました。

入院中は無菌室に入り、善也にあった薬を探す日々

が４ヶ月も続きました。１才から就学までは白鳥園

（現・姫路市立総合福祉センター・ルネス花北）に

通園。ほぼ毎日、片道１時間の母子通園、年子で生

まれた弟を保育園に預け、母親で

ある私の全てを出し切った時期でもあります。保育

や訓練は 40 人ほどのグループでの活動が多く、１
才から集団のなかで育ちあうことができ充実した５

年間でした。しかし、４才位から笑顔が消え、ケイ

レンや反り返りだけがひどくなり、時々呼吸を止め

るようなこともありました。

就学時を迎え、加古川養護学校に入学。１時間ほ

どの道を送迎しての通学でしたが、ストレスから何

度となく無呼吸発作を起こし救急車で運ばれ、呼吸

することさえ大変な状態になりました。このような

状態のなか、あの時確かに善也の表情が、「息をし

たい、生きたい」と必死で訴えていることを、私は

感じとりました。加古川養護学校に通学できたのは

２か月ほどで長期欠席が続き、県立のじぎく養護学

校わかあゆ教室に転入しましたが、ほとんど通学で

きませんでした。その頃の私は入退院を繰り返す善

也がなんとか元気で生き続けてほしいと、毎日の健

康維持を考えるのが精一杯でした。１年生の 2 学期
に、市役所からお話があり県立北はりま養護学校に

在宅の訪問教育があるということで、訪ねてお話を

お聞きしました。その時関わっていただいた教育委

員会や母子相談員の人の力によって、重度心身障害

児にとって学校って何だろうと拒否していた気持ち

が変わりだしました。そして２年生からは県立北は

りま養護学校の在宅訪問に転校しました。訪問教育

が始まってからも、呼吸障害、度重なる骨折、極度

の筋緊張、日に何百回とおきるケイレン発作、昼夜

逆転、難しい体温調節などの日々が続き、全くの手

探り状態で、この先どうなるのかと訪問教育という

学習形態にすら不安を持っていた時期でした。初め

て担任していただいたのは元気な女性の先生で、当

時のことを次のように記録しておられます。――緊

張が強く、うつぶせ姿勢でないと舌根沈下をおこす。

少しの物音でもびくついて反射ケイレン、感染症に

かかりやすく入退院を繰り返していた善也君と 24
時間介護に大変なお母さん。週に２回訪問して私に

なにができるのだろう。全く見通しももてず、不安

だらけのスタート。――

３ 光が見えはじめ

緊張と不安でスタートした訪問教育ですが、善也、

担任の先生、母親の三人四脚で少しずつ慣れ、先生
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を待つワクワクした気持ちが親子共々芽生えてきま

した。3 年年になる頃には「明日、先生来るよ」と
言うと笑顔が出るようになりました。支え座りでの

学習、車椅子でのお散歩、そんなことができる時間

が少しずつ増えてきました。車椅子で少し遠出をす

る時はできるだけ私も一緒に行くようにしました。

遊歩道の草むらで鳴く虫の音色に耳を傾け、木漏れ

陽のまぶしさに目を細め、静かな公園で突然｢カー｣

と叫んだカラスの声にびっくりしたあと、思わず「ア

ハッ！」と声を出して笑った善也、先生と二人で顔

を見合わせて思わず大笑いしました。日常に押しつ

ぶされそうな私には何にも代えがたい幸せなひとと

きでした。小学部の５年間は同じ先生に担任してい

ただきました。三人が少しずつ慣れてきた頃の先生

の記録にはー――強い緊張や感染症による入退院を

繰り返しながら、善也君の訪問学習２年目を迎えた。

体温調節、呼吸など生理的基盤が少し安定してきた

こと、私という担任の存在、学習のスタイルにも慣

れ、受け入れられるようになってきたことで、学習

時の不快感を伴う緊張はおさまってきた。「先生、

善、笑うんよ」「名前呼んだら声出して返事するん

よ」とお母さんから聞いて,初めは半信半疑だった
笑顔と声を学習中にしっかり見せてくれるようにな

ったのは、このころだろうか。支座位の姿勢に慣れ、

車椅子に乗れるようになったことが、善也君の生活

を一変させた。初めは乗っているだけで精一杯だっ

た善也君も、次第に周りに目を向ける余裕がでてき

た。30 分以上車椅子で散歩できた時は、私もお母
さんもうれしかった。何よりも善也君がお散歩が大

好きになった。玄関で乗せ「出発！」と声をかける

と「オー」とばかりに声をあげることもあった。日

陰から日なたに出た瞬間の気持ちのほころび、ふい

に聞こえる鳥や虫の声、さっと吹き付ける風、季節

はずれのタンポポ、すれちがう人からのあいさつ、

こんな広い世界にふれ、「見えたね、聞こえたねー」

とともに感じられる喜びを知った善也君は、急激に

笑顔と発声が増えていった。今では１時間程度車椅

子で座っていられるようになった。この姿勢を完全

に自分のものとしたわけで、生活がうんと豊かにな

った。――善也の体調はその間もずっと順調だった

わけではなく、相変わらず入退院を繰り返していま

した。授業は家だけでなく、入院したら病室に出前

で行われました。看護師さんやお医者さん達も理解

して下さって応援して下さいました。当時、もう一

人入院していたお友達が訪問１年生に仲間入りした

ので、みんなで結び合ってがんばろうと、先生が作

った学級通信「むすびっこ」を病棟の掲示板にも貼

らせていただきました。訪問教育のなかで、善也の

育ちを見ていて私自身も学ぶことがたくさんありま

した。受身の生活が中心になりがちですが、そんな

なかでも彼の主体性を引き出してやることができる

んだということ。そのひとつが「わかる」というこ

との大切さでした。「この音は何の音だ」「このお話

はこんなお話なんだ。」「この次は、これが始まるん

だ」と学習の中味に見通しも持てるようになると、

安心して、

リラックスして学習を楽しんでいる様子が見られま

した。真剣な表情や、できた時の自慢気な表情は、

私にとってもエネルギーをもらえる宝物でした。

4 高等部全入運動に関わって

善也が小学部４年生の時、石川県で訪問教育に高

等部を求める運動が始まったということを耳にしま

した。兵庫県でも重症児の教育条件をよくする会の

毎年の交渉で話題にのぼっていました。訪問教育に

慣れ、ゆっくりだけれど着実に力を付け始めた善也、

このままで終わらせたくない、一日でも長く教育を

受けさせてやりたい。そんな思いで、担任の先生と

兵庫県でも運動を始めました。初めての請願運動、

どこから手をつけたらいいかもわかりません。署名

用紙作りから、手続きの仕方、そして何より大変だ

ったのが実際の署名集め、いろいろなところへ行っ

てお話して協力をお願いしました。勇気をだして弟

の小学校のＰＴＡ総会の時に訴えたりもしました。

近所の人から会ったことのないない人まで、兵庫の

訪問の仲間、今ではかけがえのない友達親子とむす

びっこできたのも、これがきっかけでした。つなが

りがつながりを呼び、全国からの支援も受けて、支

援の輪が大きく広がっていきました。県議会にも何

度も足を運びました。あの頃、善也は入院していて、

病室の善也を、そして家の兄弟を、家業の機織りを、

いろいろ段取りし、いろんな人に留守を頼みに走り

回って、担任の先生の車に飛び乗って通った神戸へ

の道程は近くもあり、遠くもありました。この教育

をどうしてももう３年間続けてほしいという熱い想

いとエネルギーが溢れていたのでしょうか、一生分

のエネルギーを使い、皆さんの協力で６万人を超え

る請願署名が集まり、県議会でも何度も審議され、

次年の春、全国的にうれしい知らせを迎えることに

なったのです。この運動を通して全訪研や親の会な

ど、たくさんの人との出会いがありました。そのつ

ながりは私にとってかけがえのない財産となりまし

た。

５ 兄弟のこと

重度障害児を持つ家族の中で、一番といっていい

ほど考えなければならないのは、兄弟のことでしょ

う。善也には、６才上の兄と、１才下の弟がいます。

兄弟でもそれぞれ感じ方、受け入れ方は違うけれど、

現実、消すことも、逃げ出すこともできないことで

す。長男は６才まで一人っ子で、善也が生まれた瞬

間から入退院の繰り返しで、母親を弟に独占されて

しまうことになりました。家庭の事情で叔母宅に預

けられることも多くありました。その長男が初めて

他人の目を気にしたのは小２の時、親子で遊びに出

かけた先で、「もう皆で写真は撮らない！。よし君

と一緒に歩くのいやや！」そのことばを聞いて、即
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答できないほど胸がつまりました。必ずぶつかると

ころだが、案外早く受け入れてくれるようになり、

人権作文でも弟のことを書いてくれるほど積極的に

なってくれました。年子の弟は生まれた時にはもう

善也がいて、幼児期は双子のように育ちました。５

年間の長時間保育時代は重症の小児ぜんそくを持病

に持つていましたが、ひょうきんで明るい幼児期で

した。その後口数が少なくおとなしくいい子になり

ました。中３の２学期、高校入試を目前にして初め

ての異変（ＳＯＳ）に私はびっくり、早急に先生と

家庭との連絡合いで、約２ヶ月で落ち着きほっとし

ました。精神的に不安定なのか、朝起こしに行くと

私の手を握ってくるようになりました。今でも、毎

朝登校時、玄関でしっかり顔を見て、手を振って愛

情を注いでいます。小さい頃、ついつい善也中心に

なりがちで、背中を向けての返事、「後からね」と

か「ちょっと待って」となっていたことを反省しま

した。どの子も愛しているという表現を出すことの

必要性を強く感じました。今後も、節目節目で問題

は起きてくるかもしれませんが、逃げないで、真正

面から、心をひらいて向き合っていきたいと思いま

す。

６ 今、青春真っ只中。

そして、彼なりの未来へ小学部 5 年の３学期から
９か月に渡る入院生活を余儀なくされ、もう 1 年小
学部の在籍を希望しましたが受け入れられず中学部

に進学しました。担任が代わりましたがやさしい女

性の先生で善也もすぐに慣れ、楽しい授業が続き、

たくさんの笑顔が見られました。以下は中学部の担

任の先生の記録です。――楽しいと感じられる気持

ちを育てることは大切なことだと思う。楽しいと感

じることができることも一つの大きな力である。こ

の先生と何かするとここちよい気持ちになる、授業

が待ち遠しいなあ、たのしみだなあという思いは、

気持ちにハリを持たせる。大好きなこと、楽しいこ

とが増えると、毎日の生活を豊かな気持ちで送るこ

とができる。生きる力とは、このように育っていく

ように思われる。教育が生きる力を育てるというこ

とにもつながるのであろう。善也君が楽しいという

ことが感じられることのすばらしさ、反対に嫌な時

にも訴える力を持っていることのすばらしさを実感

する。――高等部になって担任が男の先生になりま

した。今までずっと女の先生に慣れて、いい雰囲気

で学習ができてきたけれど、体も大きくなり、思春

期を迎え、男の先生もいいかなと歓迎しました。善

也は戸惑いもあったのか、今までのような笑顔が

少なくなりましたが、全身マッサージや、体を揺す

る運動ではいい笑顔を見せてくれました。高等部１

年生の３学期に週５日の訪問を求めて要望書を提出

し、県議会でも取り上げていただき、２年生から週

４日の訪問が実現しました。週５日訪問できない代

りに、いつでも学校に来てくださいと言っていただ

き、ようやく自分の学校という意識が持てたような

気がしました。家業の都合等で登校できる日は限ら

れていますが、全校行事の運動会・学習発表会、体

験学習や音楽療法など登校の機会が増え、善也の顔

を見ると声をかけてくれる生徒さん、先生が増えて

きました。３年生の１学期の授業で作った段ボール

の善也ハウスには前担任はもちろんのこと、訪れる

人に心のこもったメッセージを書いていただきまし

た。また、天気のいいある日、庭にシートを敷き、

土に肥料を混ぜ、買い物学習で買ってきたミニヒマ

ワリの種を蒔きました。水をやる時の満足そうな顔

に、彼なりに分かる力を確実に身につけてきたんだ

と、私も心から幸せを感じることができたひととき

でした。

７ 11年の訪問教育を振り返って
高等部全入運動で訪問教育にも高等部ができ、善

也にも高等部まで教育の機会が与えられました。恵

まれていたのは、小学部５年、中学部３年、高等部

３年とそれぞれ同じ先生に担任していただき、前担

任の先生が担任を外れてからも北はりま養護に在籍

されていて、現担任との関わりも密にとれており、

みんなが善也を中心としたファミリーのようないい

関係が生まれていることです。訪問教育は担任の先

生との人間関係、さらには担任を通しての人間関係

の広がりが最も大切です。全てをさらけ出して先生

を迎えたとき、３人の先生方もそれに応えていただ

き家族の一員と言ってもいいくらいの存在となりま

した。そしてそれは、卒業後も続くであろう強い絆

となっているような気がしてうれしく思います。高

等部ができて喜び、３年の教育の機会が保障された

ものの、高等部の３年間はあっという間に過ぎ、も

う卒業が目の前に迫ってきました。今から思えば小

学部当初から週５日の訪問が保障され（現在は週４

回）、体調さえ許せば自由にいつでも登校できるよ

うな態勢が整っていればもっと豊かな充実した学校

生活が送れたのではないかと障害児教育の遅れに歯

がゆいい思いもしました。今、もうすぐ卒業という

ことが頭を過ぎりますが、卒業で終わってしまうの

ではなく、ここから始まるのだという思いで、全国

の皆さんとたくさんのむすびっこを作りながら、と

もに、さらに大きく育ちあえることを願っています。

石川の音さんが息子さんを亡くされてからも、後に

続く子ども達のために、ご尽力いただいたように、

親の会の皆さんは、決して我が子の幸せだけを願っ

ているものではありません。みんなの幸

せを願い、地域の中で誰もが人として当たり前の暮

らしができる社会を目指し、親子共々育ちあってい

きたいと思います。たくさんの仲間のむすびっこの

環で、今まで流してきたたくさんの涙が、希望と微

笑みに変わろうとしていることに感謝し、これから

も元気で歩んでいきたいと思います。
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Ⅱ 訪問教育研究資料

１．訪問教育制度に関する資料

訪問教育は、各地方自治体が「家庭訪問指導」等さまざまな形態で実施していたものを、1979（昭和 54）
年の養護学校義務制とともに「訪問教育」という名称で、学校教育法第 71 条にもとづく養護学校教育の一
形態として国の制度に位置づけられました。ただし、学校教育法等の法律や政令等に「訪問教育」と言う名

称は見られません。

実施内容は、各都道府県教育委員会が「訪問教育実施要領」等を作成して訪問教育を規定しています。そ

の規定は、「季刊特殊教育 第 21号」（昭和 53年 7月文部省刊行）に掲載された「訪問教育の概要（試案）」
という論文を参考に作成されています。この「訪問教育実施要領」は、養護学校義務制当時に作成したもの

がそのままになっている自治体もあれば、標準法の改正に伴う指導時間の増加や高等部における訪問教育の

実施に対応して、要領の改訂を行っているところも見られます。なお、本研究会では、2001 年 12 月 1 日付
けで「『訪問教育の概要』改定案」をまとめています。

ここでは、国会で質問された内容を紹介いたします。

１-1 衆議院 予算委員会第四分科会会議事録
【第 159回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 2号 平成 16年 03月 02日】

○中根分科員 特別支援教育ということを推進して

いく中でやはり不可欠になるのは、教員の資質向

上、あるいは、先ほど大臣や局長さんがおっしゃ

っていただいているように、医療や福祉や労働関

係機関との密接な連携が重要だというふうに私も

考えさせていただきます。その観点から、幾つか

具体的なことについてお尋ねいたします。

例えば、長期入院中の難病児や自宅療養中の子

供への訪問教育の充実、これをどのようにこれか

ら推進していくか。

それから、障害児が学校へ通う場合、学校の先

生が、親御さんなりなんなりの付き添いがあれば

入学を許可しますよ、通学を許可しますよという

ようなことも具体的にあるわけなんですけれど

も、そういった場合に、親でなくても、それにか

わるヘルパーさんとか介助員とか、親のレスパイ

トということも含めて、そういった方でも付添人

として認められるように考えていただけないかと

いうこと。

あるいは、経管注入とか、たんの吸引とか、そ

ういう医療的ケアが必要な子供に対して、医師と

か看護師とか医療関係者、あるいは親本人だけで

なくて、学校の先生にもそういう簡単な医療的ケ

アは実施していただくことができるようにお願い

をしていきたいということ。

さらには、例えば障害児が修学旅行とか遠足に

行くときに、だれか親が付き添って行けばいいけ

れども、そうでない場合はちょっと御遠慮いただ

きたい、こんなような実態も間々あるわけなんで

すけれども、こういったことを改善していただく。

こういった具体的なこと四点につきまして、お

尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○近藤政府参考人 お答えいたします。

一つは、難病等による長期入院中の児童生徒に

対する教育の充実でございますが、私ども、平成

６年に局長通知を発出いたしまして、病気療養児

の教育の改善充実方策に努めてきたわけでござい

ます。各都道府県教育委員会におきましては、こ

の通知を受けまして、病院等の理解と協力を得ま

して、隣接、併設等の形態により、養護学校の分

教室を例えば病院の中に設けるとか、訪問教育を

実施する、あるいは院内学級というような形で特

殊学級の設置をする、いろいろな形態によって就

学に取り組んできているわけでございます。

そういった結果から、障害や病気を理由に、保

護者からの要請に応じて就学猶予、免除を受けて

いる子供は義務教育段階の児童生徒全体の 0.001
％、これは国際的に見ても極めて低い状況になっ

てきておると思っておりますが、なお引き続きこ

ういったものの充実には取り組んでまいりたいと

思っております。

それから、医療ケアの問題でございますが、特

に、通常、養護学校におきまして、付き添いの保

護者または看護師により、たんの吸引ですとか経

管栄養等の医療的ケアが実施をされているところ

でありまして、養護学校において医療福祉関係機

関と密接に連携した適切な対応が求められてい

る、こういうふうに認識をいたしておりまして、

実は平成 10 年度から、厚生労働省と連携をいた
しまして、養護学校における看護師と教員の連携

のあり方と医療的ケアに関する実施体制の整備を

図るための調査研究も行ってきているところでご

ざいます。さらにこういった成果を活用してまい

りたいと思っております。

また、介助員の配置についてのお尋ねがござい

ました。介助員の配置につきましては、これは各

地域の教育委員会において基本的には判断をされ
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る事柄ではございますけれども、例えば、平成 13
年度補正予算によります緊急地域雇用創出特別交

付金というものがございますけれども、こういっ

たものを活用いたしまして、介助の補助を社会人

を活用して実施する、こんなようなことも可能な

のではないだろうか。そういったいろいろなもの

を活用していただくということも一つのありよう

かなと考えております。

また、遠足や修学旅行の問題の御指摘もござい

ました。こういった問題につきまして、やはり、

一人一人の子供たちの障害の程度、状態、こうい

ったものに応じた適切な配慮ということが大事だ

ろうと思っております。

文部科学省では、盲学校、聾学校及び養護学校

への就学奨励に関する法律というものがございま

して、保護者が負担するいろいろな経費につきま

して、都道府県または市町村が支給する場合に一

部を補助する、その中で、遠足や修学旅行の費用

についても対象にしているところでございます。

こういった方々の保護者負担の軽減とこれまたち

ょっと別の観点かとは思いますけれども、そんな

ような施策も講じているところでございます。
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２．医療的ケアが必要な子どもの教育保障に関する資料
昭和 54年度から養護学校教育の義務制が実施になり、全国的な障害児の「全員就学」が達成されました。

そして、それまで就学猶予・免除にされていた障害の重い、いわゆる「重症心身障害児（重症児）」にも教

育が保障され、保護者や施設・病院関係者からも学校教育への期待が大きくなっています。

一方で、医療技術の進歩とともに在宅医療が進展し、更に保護者自身にも在宅療育の考えが広まり、障害

の重い子どもたちも「経管栄養、気管カニューレの管理、痰の吸引、導尿、酸素吸入等」を家庭で、本人ま

たは保護者に受けながら生活できるようになりました。

肢体不自由養護学校をはじめ、知的障害養護学校や病弱養護学校、訪問教育の現場では、これらのケアを

医療的ケアまたは「医療的配慮」「医療的援助行為」などの名称で呼び、「医療的ケアを要する児童・生徒に

対して学校現場でどのように対応していくか」という課題が生まれました。

学校における医療的ケアの問題が浮上した昭和 63 年度当時は、一般には大都市圏の一部の問題という捉
え方でいました。しかし、時が経つに連れ、太平洋ベルト地帯の問題といわれ、現在では全国的な課題にな

ったと考えます。地域の混乱状態に応えるように医療的ケアに関する答申も各地で出され、1998 年度からは
文部省も「特殊教育における福祉・医療との連携に関する実践研究」に取り組むことになりました。当初事

業期間を２カ年としておりましたが、2000 年度まで続きました。更に 2001 年度からは「特殊教育における
福祉・医療等との連携に関する実践研究」として事業が継続しました。そして、2003 年度からは「養護学校
における医療的ケアに関するモデル事業」がはじまりました。

これまでの研究の成果を医学的・法律学的に整理するため、2004 年 5 月 31 日、厚生労働省は「在宅及び
養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」を設置し、9 月 17 日付で「盲・聾
・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関するとりまとめ」を発表しました。ここでは、

この報告と国会議事録を紹介します。

２-1 参議院 共生社会に関する調査会会議事録
【第 159回国会 参議院 共生社会に関する調査会 4号 平成 16年 03月 03日】
○清水嘉与子君 ありがとうございます。

内閣府と文部科学省と厚生労働省の副大臣にお

伺いしたいと思います。（略）

それから、原田副大臣には、こうやって拝見し

ますと、いろんな障害の方々が、障害を持つ方々

が学校に参加できることになったこと、大変うれ

しいことでございますし、まだこれからもっとも

っと、とても今まで考えられなかったような方が

学校生活ができるようになってというふうに思い

ます。

そういう中で、かなり医療行為を、医療的なケ

アをしなきゃならない人たちが実際入ってきてい

るわけですね。すると、今学校ではそれがなかな

か手を出せなくなっちゃっている。さっき、医師

とか看護師の手助けをもらうというのをおっしゃ

いましたけれども、確かにそういう方法があろう

と思いますけれども、そのときに医師に来てもら

う、看護婦に来てもらうというのもですけれども、

元々学校には看護婦がいたんですよね。養護、今

は養護教諭という形に変わってしまっております

けれども、各学校にちゃんとそういうことができ

る人がいたはずなんですね。今、養護教諭は養護

をつかさどる職員としているわけですけれども、

実際に教諭になってからだんだんに、そういった

実践看護の仕事ができないような人たちがだんだ

ん増えてきているものですから、実際、手が出な

いということがあると思います。しかし、こうい

う事態が変わってくれば、自分たちが訓練してで

もそういうことにチャレンジしようというような

声も随分出てきておりますので、その辺、是非養

護教諭の方々の活用を十分図っていただきたいと

いうふうに思っているわけです。今度また学校教

育法の改正の中で栄養教諭のお話が出てきていま

すよね。栄養のことは全部また栄養の人です。一

体養護教諭というのは何をする人かというのがま

すますおかしくなってきておりますので、その辺

のことを、やっぱり現場の声も是非聞いていただ

きまして、そういう中で十分活用していただきた

いと、これはお願いになりますけれども、よろし

くお願いしたいと思います。（略）

○政府参考人（金森越哉君） お答え申し上げます。

養護教諭は、御案内のように、子供たちの悩み

や訴えを聞いたり体の不調の背景に目を向けるこ

とを通して、子供の発する様々なサインに早くか

ら気が付くことができる立場にございます。子供

たちの心身の観察や問題の背景の分析、解決のた

めの支援、関係者との連携など、心や体両面にわ

たって対応する健康相談活動を行っているところ

でございます。

私ども、例えば養護学校での医療的ケアの実施

体制をどうするかというようなことについても実

践的な研究を行っておりますが、養護教諭の方の

中には看護師の資格を持っている方もたくさんお

いでになります。そういった養護教諭の方が医療

的ケアの関係でもどういったふうな連携、協力が

できるのかというようなことについても研究を進

めているところでございまして、今後とも、子供

たちの心身の健康問題への対応ということにつき
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ましては、この養護教諭の方々の果たす役割とい

うのを抜きには考えられないと思っております。

この面につきましても十分充実を図ってまいりた

いと考えているところでございます。

２-２ 参議院 国民生活・経済に関する調査会会議事録
【第 159回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 3号 平成 16年 04月 21日】
○渡辺孝男君

（略）次に、文部科学省と厚生労働省、一緒にお

聞きをしたいんですが、人工呼吸器を装着してい

る、あるいは気管カニューレを装着している障害

児の教育現場では医療行為としてのたんの吸引が

問題になっています。吸引するために保護者が同

席しなければならない、そのような負担を軽減す

る対策に関して、文部科学省並びに厚生労働省の

取組をお伺いしたいと思います。ＡＬＳに関して

はこの点大分改善をされたということであります

が、そのようなほかの病気の方々、特に子供さん、

教育を受けなければいけない、受ける権利がある

子供さんについてどのような取組がなされている

のか、お伺いをしたいと思います。

○政府参考人（金森越哉君）お答えを申し上げます。

御指摘ございましたように、近年、養護学校に

おきましては、障害の重度・重複化に伴いまして、

日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒への対

応が課題となっており、医療、福祉関係機関と密

接に連携した適切な対応が求められております。

このため、文部科学省におきましては、平成１

０年度から、養護学校と医療・福祉関係機関との

効果的な連携方策や看護師の配置により対応する

場合の教員、医師、看護師、保護者等が連携した

対応の在り方について調査研究を行ってきたとこ

ろでございます。これらの調査研究の成果を踏ま

えまして、平成 15 年度からは厚生労働省との連
携の下、養護学校における関係者の連携、医療・

福祉等関係機関及び都道府県の関係部局間の連

携、並びに看護師と教員の連携の在り方など、養

護学校における医療的ケアの体制整備を図るため

のモデル事業を行っているところでございます。

このモデル事業におきましては、看護師の常駐

等、一定の体制の下で教員がたんの吸引など行う

ことが認められておりますが、このモデル事業を

実施するに当たりましては看護師資格を有する者

の配置が条件となっておりますので、各都道府県

におきましては、看護師資格を有する養護教諭を

採用している場合や看護師を特別非常勤講師とし

て採用している場合、又は訪問看護ステーション

を活用している場合など、地域の実情に応じた工

夫がなされているところでございます。

なお、看護師資格を有していない教員が看護師

との連携の下に行うことができる行為の範囲など

につきましては現在厚生労働省において検討が進

められていると伺っておりまして、文部科学省と

いたしましてもこのモデル事業で得られた成果な

どの提供に努めてまいりたいと考えているところ

でございます。

○政府参考人（岩尾總一郎君） 今、文部科学省か

らのお答えもありましたが、私ども、いわゆる医

行為、医師の医学的判断及び技術をもってするも

のでなければ人体に危害を及ぼし、また危害を及

ぼすおそれのある行為というものは、基本的に医

療関係資格を有する者が行うべきというふうには

考えております。

そういう中で、先ほど文部科学省とモデル事業

を行っているという答弁がございましたけれど

も、モデル事業におきましては、看護師の常駐な

ど一定の体制の中で教員が行う、条件はあります

けれども、三つの行為、たんの吸引、それから経

管栄養補助、それから自己導尿の補助というよう

なことが認められてきたということが、行われた

ということがございます。

厚生労働省、このようなモデル事業の成果を踏

まえまして、養護学校において障害を持つ児童生

徒に対し適切なケアを提供するためにはどういう

体制で、それからどのような手続を踏んで、そし

てどういう関係者が連携をしていくかということ

について検討をするということで進めておりま

す。本問題についての結論はできるだけ早く得た

いというふうに考えております。

○渡辺孝男君 本来ならば医療行為ができる方が常

時そばにいれば理想的なんですが、やはりそうい

う状況で、現実はそういう状況でないということ

ですので、様々な知恵を集めて、そういう家族の

方々あるいは御本人にとっても、事故がなく、し

かも便利であるという、そういう状況になります

ように御努力をいただければと思います。

２-３ 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会会議事録
【第 159回 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 1号 平成 16年 05月 17日】
○高木（美）分科員 私の方からは、喉頭軟化症に

よりまして気管切開手術を行い、気管カニューレ

の医療器具をつけておりますお子さんのことで質

問をさせていただきます。

先日お会いをしました三歳九カ月の女の子でご

ざいますが、喉頭軟化症によりまして気管切開手

術を行い、気管カニューレの医療器具をつけまし

て、たんがたまりますと吸引しなければならない、
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そういう状況でございます。

実は、このお子さんは、28 週で 1425 グラムで
生まれまして、呼吸窮迫症候群の治療を行いまし

て、呼吸状態は改善をいたしました。１歳２カ月

でこの気管切開術を受けました。その後、言葉も

出るようになりまして、今はスピーチバルブの使

用も可能でございます。現在、身障者手帳四級と

確定をしております。お母様の付き添いのもとで

療育施設に通っております。

しかしながら、この御両親は、きょうだいが通

っております同じ保育園に一緒に通わせたいとい

う、また、将来普通学校に進学させたいという強

い希望を持っております。まだ三歳九カ月ですけ

れども、本人もそのことを強く望んでおりまして、

吸引以外のことは、食事にしても、また排せつに

しましても、また衣類の脱ぎ着にしましても、普

通児と全く変わらない、本当に頑張ってできるよ

うになっております。恐らく、そうしたハンディ

を持っている分だけ頑張ってきたのだと思いま

す。お会いしまして、大変賢い、また活発なお子

さんという印象を受けました。今はピアノ教室に

も通っておりまして、しっかり勉強して、大きく

なったら看護師になりたい、このように夢を膨ら

ませております。また、このお子さんなら、その

ことは恐らく可能であると思われます。

そのことにつきまして、主治医の所見でござい

ますが、「現在は身体的には呼吸の問題を除き急

速な伸びが見られ、知的にも順調に発達しておら

れます。よって健常児との統合保育が児にとって

の発達に極めて有効かつ必要だと考えます。気管

内吸引は適切な指導を受けた職員が、決められた

手順で行なえば安全に行なえる手技であります。

また、気管カニューレが抜けた場合でも気切孔が

すぐには閉じることはなく、これも手技を習得す

れば安全に行なうことができます。当院では職員

の方へのご指導もお引き受けいたしますし、急変

時の対応あるいはご相談にも随時応じていける体

制をとる予定です。」と、このような所見を述べ

ております。

やはり、お子さんにとりまして、普通保育園、

また普通学級に進むことが、より成長発達を促し、

対応する能力が十分にある、このように考えられ

ます。このお子さんのように、気管切開中である

というそれだけで、知的障害もない、また肢体不

自由でもない、簡単な吸引をしなければならない

という、これだけで、いわゆる養護学校の範囲で

もない、普通学校にも行けないという、まさに狭

間に置かれている、こういうお子さんの状態でご

ざいます。このお子さんの将来にとりまして、や

はり同じ年代のお子さんと一緒に同じ教育を受け

ていくということは、伸び盛りにとって非常に大

事な問題だと思います。

しかも、このお子さんの吸引につきましては、

現在は、１時間に一回程度の吸引が必要ですけれ

ども、時には、風邪ぎみのときは 30 分に一回、
こういうこともございますが、２時間に一回、こ

ういうときもあり、また、小学校高学年になりま

したら自分でやがて吸引できるようになるとい

う、こうした医師の見解もございます。また、少

し角度は違いますが、子どもの権利条約の中にも、

そうした障害児の権利がうたわれております。

なお、このお子さんが住んでいらっしゃる市は、

人口八万人でございますが、ここにはやはり、就

学前の同じような状況の、知的障害もない、また

肢体不自由もない、気管切開だけ、こういうお子

さんが、五歳、四歳、三歳児で約四人いらっしゃ

います。恐らく、余り取り上げられていない例か

もしれませんが、全国単位で見れば、同じような

ケースで悩む御家族も多くいらっしゃるのではな

いかと思います。

長くなりましたけれども、こうしたお子さんが、

これから普通の保育園に、また、将来普通学校に

進みたい、こういう要望につきまして、どのよう

な見解なのか、文部科学省、また厚生労働省の方

に御質問をいたします。

○金森政府参考人 お答えを申し上げます。

呼吸障害などのために気管切開をして気管カニ

ューレを装着するような、日常的に医療的ケアを

必要とする重度の児童生徒につきましては、看護

師を中心とした、教員などの関係者の連携による

安全かつ的確な医療的ケアの実施や緊急時の対応

体制の確立など、医療的ケアの体制整備が進めら

れている養護学校において、児童生徒の安全面に

万全を期した対応が行われているところでござい

ます。

こうした児童生徒の普通学級への入学について

の御質問でございますが、このように日常的に医

療的ケアを必要とする児童生徒につきましては、

その安全に十分配慮した医療的ケアの実施体制が

整備されているということが必要でございますこ

とから、基本的には、小学校の普通学級への入学

は難しいわけでございまして、養護学校への入学

ということになるものと考えているところでござ

います。

なお、文部科学省におきましては、養護学校に

おける医療的ケアの対応のための体制整備を図り

ますために、厚生労働省と連携いたしまして、養

護学校における関係者の連携、医療、福祉等の関

係機関との連携、また、看護師と教員の連携のあ

り方などについて実践的な研究を行う、養護学校

における医療的ケア体制整備事業を四十道府県に

委嘱して実施しているところでございます。

今後とも、厚生労働省と連携を図りながら、養

護学校における医療的ケアのための体制整備に努

めてまいりたいと考えているところでございま

す。
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○伍藤政府参考人 保育所への入園の問題につきま

しても基本的には同じような状況でございます

が、たんの吸引ということが、これが医療行為と

されておりますことから、保育所に看護師が配置

をされておるかどうかということが決め手になる

わけでございます。

現在、全国に２万カ所ございます保育所のうち、

看護師が配置されておるのが 4400 カ所程度でご
ざいます。これは、必ずしもこういったたんの吸

引とか障害児のためということではなくて、乳児

保育、最近、低年齢児保育等が進められておりま

すが、乳児保育の一環で、保育士の配置にかえて

看護師を配置しておる、その結果が、この 4400
カ所において看護師が配置をされておるという状

況でございまして、こういったところでは状況に

よっては受け入れが可能ではないかと思います

が、どこの地域でも受け入れるというような状況

になっていないことは御指摘のとおりでございま

して、このあたりを、保育所で一般的に受け入れ

る体制にすべきなのかどうか、可能かどうかとい

ったようなことも含めて、総合的に考えていくべ

きことではないかなというふうに思っておりま

す。

○高木（美）分科員 ただいま医療的ケアというお

話がございました。当然、養護学校、そしてまた

ヘルパーさんにつきまして、見解はいろいろある

と思いますけれども、医療的ケアが今認められて

いると伺っておりますが、この医療的ケアの今の

範囲につきまして御質問をさせていただきたいと

思います。

○岩尾政府参考人 たんの吸引ということでお話を

させていただきますと、私どもが以前、看護師等

によるＡＬＳ患者の在宅医療支援に関する分科会

の報告書では、在宅で長期に療養する方で、その

ようなケアの必要な方々をどうするかというとき

に、随分議論いたしました。

本来ならば病院等で２４時間の看護、ケアが必

要だというもののほかに、どうしても在宅で治療

していく必要性がふえてきたときに、在宅で行う

べき医療あるいは看護の範囲をどのようにするの

か、また、そのような中で、特にたんの吸引とい

うような問題に対して、ホームヘルパーなど医療

関係職種でない者が、在宅のＡＬＳ患者など呼吸

に障害を持つような状態の方々に対して、たんの

吸引というものは、幾つかの条件のもとに、やむ

を得ないものとして当時認めたわけでございま

す。

それは、在宅療養に移行する前に、在宅療養に

かかわる者の役割や連携体制などの確認ですと

か、定期的な診療、訪問看護ですとか、家族以外

の者に対して必要な知識の習得ですとか、あるい

は文書による同意ですとか、幾つかの条件をその

ときつけたわけでございまして、あくまでも緊急

時の連絡、支援などもできるようにしようという

ことでございます。医療の延長として在宅の中で

行う範囲というものを決めたということで、２４

時間管理がしにくい学校ですとか、そういうよう

なところで、このような要件が医療関係職種以外

が行ってもよいというような形でまとまったもの

ではないということは御理解いただきたいと思い

ます。

○高木（美）分科員 ただいまの医療的ケアの課題

につきまして、実は、昨年の６月３日でございま

すが、大臣が記者会見の折に、これはＡＬＳ患者

の方たちの吸引の問題について報告書をまとめた

内容、これを受けられまして、このような発言を

されております。こうした吸引の問題については、

「本来はＡＬＳだけにとどまった話ではないと私

も思っております。ただどこかの問題を中心にし

て論議をして、そして決着をつけて風穴をあけな

いと全体に広がっていかない」と。

また、重ねまして、「ＡＬＳの場合には非常に

難しい」「口腔内に溜まりました痰を取るという

だけではなくて、喉のところに手術をされてそし

てそこに人工呼吸器等をつけておみえになる」、

普通よりも非常に難しいという認識を示された上

で、ただ、今は機械も発達をしてきている、でき

ることはみんながやれるようにしていけばいい、

ただ、ふだんと違うようなときには、専門家にそ

のことを報告するといったことも大事ではないか

という、このような御見解を示していらっしゃい

ます。

この御発言につきましては、ＡＬＳ患者の方た

ちは大変大きな希望であるというふうにとらえて

いらっしゃいまして、さすが坂口大臣である、こ

のようなお声も聞いております。

そうした中で、先ほどありました重度のＡＬＳ

患者という場合、それから、先ほどから申し上げ

ておりますように、気管切開をしただけで、吸引

が必要であるという、まさに知的障害もない、ま

た肢体不自由もないという、恐らくこれは特殊な

例に入るかと思いますけれども、そうしたお子さ

んとはこれはまた少し種類が違うのではないかと

いうふうに思っております。

教育を受ける権利ということにつきましては後

ほどお話をさせていただきたいと思いますが、た

だ、このような吸引の問題につきましても、実は

私も、かつて弟が交通事故で、付き添って、家族

として吸引をしたという、そうした経験もござい

ます。そのときから比べましたら、まさに機械も

大変大きく発達をしておりますし、見ております

と、とても簡単であるという、こういう印象を受

けます。中には、迷走神経を傷つけてという、こ

ういう安全性を心配される医師の方もいらっしゃ

るようですが、ただ、それは何億分の一の確率で

ある、このようにおっしゃる医師の方もまたいら
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っしゃいます。

こういう中で、あくまでも、こちらのお子さん

のような特殊例の吸引の場合、これをどのように、

医療的ケアという範囲を広げて、また広げること

が可能なのか、これにつきまして大臣の御所見を

伺いたいと思います。

○坂口国務大臣 今お話ございましたように、ＡＬ

Ｓの患者さんの場合に、何とか、家族もたんの吸

引をしているんだから、ぜひもう少し施設等でで

きるようにしてほしいという御要望がございまし

た。

私は、ＡＬＳの患者さんを初めとして、こうし

た皆さん方のたんの吸引ということは、それは医

療従事者がいればそれにこしたことはありません

けれども、看護師さんがいないからといってでき

ないというわけではないと、率直にそう思ってお

ります。したがいまして、ヘルパーさんに限って

ということで、このときにも一応認めさせていた

だくことにしたわけでございますが、その周辺に

多くの皆さん方がおみえになることも事実でござ

いまして、きょうお挙げになりました喉頭軟化症

ですか、大変少ない病気だというふうには思いま

すけれども、そういう人も確かに、その周辺と申

しますか、同じ範疇に入るのかなというふうに思

います。

それで、これはやはり関係者の合意を得ていか

なきゃならない問題であります。前回のときにも

看護協会は大変な反対でございましたけれども、

私は、そんなに反対をされることはないのではな

いかと看護協会の皆さんに申し上げたわけであり

ます。看護師さんがおやりをいただかねばならな

い問題というのはもっとほかにあるのであって、

たんの吸引に反対をするということは看護師さん

としていかがなものかと私は申し上げたわけであ

りまして、私個人はかなり積極的に、これはヘル

パーさんならヘルパーさんでも結構ですし、一応

のそういうことを身につけていただく人がおれば

できることだというふうに思っている次第であり

ます。

もう少しこれは検討はしなければなりません。

私がここで一概に言うわけにはまいりません。も

う少し検討させていただきたいというふうに思い

ますけれども、ＡＬＳはよくてほかのものはだめ

だというのも、これも理屈に合わない話でござい

ますから、この辺のところは、少し医師会や看護

協会ももう少し大きい気持ちで対応をしてほしい

というのが私の気持ちでございます。

こうした関連の人たちともよく話をさせていた

だいて、そしてもう少し柔軟に対応できるように

なるように私は努力をしたいと思っております。

○高木（美）分科員 大変力強い御発言をいただき

まして、心から感謝申し上げます。

私も、やはりこうした医療的ケア、特に吸引の

問題につきましては、先ほど来、看護師の配置と

いうお話がございましたが、それだけでは問題は

解決しないと考えております。そうなりますと、

どうしても、それぞれ、実際に運用する市町村に

おきまして、財政上の理由を課題に入園、入学を

断られる、そういうことにもなりかねないと思っ

ております。かといって、家族が付き添えるかと

いいますと、母親は一緒に付き添ったとしても、

ほかに、夫の会社を手伝い、同居の親も病気がち

であるとか、またその兄弟の面倒も見なければな

らないとか、大変母親は疲れ切っている、そうい

う状況もございます。

また、先ほどからお話しいただきました、付き

添いなしに入園を受け入れる、また進学を受け入

れる、そういう場合の問題点につきましては、当

然、だれがそのお子さんの吸引をするのか、こう

いう課題があるわけでございますが、私は、やは

りその際に、主治医の先生の指導、これをもっと

重要視すべきではないかという思いでおります。

既に養護学校でモデル事業を始めてくださってお

りますように、主治医の指導のもとに研修を受け

る、そしてケアの仕方を取得する、主治医がその

教員を認めたという、そういう場合に限りまして

行うという、そのようにしていただけましたら十

分可能ではないかと思います。また、先ほどお話

しいただきましたように、主治医と緊急時に連携

がきちんととれるという、そのようにしておくな

どの配慮をしていただきましたら、これはかなり

進むことができるのではないか。

やはり、こういう個人差、ここのところをどう

配慮しながら一人一人の個性をどう伸ばしていく

か。また、勉強したい、将来こうなりたい、そう

いったお子さんの希望というものをどのようにか

なえていくかという、これがこれからの子育てに

おいて大事な課題ではないかと思います。その際

に、やはり主治医を中心に患者の個人差を考慮し

ていく、そしてそのために主治医の所見をもっと

重要視していく、このようなシステムをつくって

いただきましたらば、受け入れることも十分可能

ではないかと思っております。

先ほど大臣からお話がございました、吸引のこ

とにつきまして総合的にこれからさらに検討して

いただくという、このこととあわせまして、主治

医を中心にという、このことにつきまして御見解

をお伺いしたいと思います。

○坂口国務大臣 それも一つの方法だと思います。

主治医の方の御意見を尊重するというのも一つの

方法だというふうに思いますから、少し整理をさ

せてください、そしてまた、検討させていただき

たいと思っております。

○高木（美）分科員 ありがとうございます。

現在、こういうことを、養護学校中心でござい

ますけれども、既に受け入れている自治体も多く
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ございます。例えば栃木の今市市では、こういう

お子さんのために、市が 210万の予算で、普通小
学校に看護師を配置するために看護師七人と契約

をして、常時一人が教室に同席をしている。ただ、

こうしたことは、子供たちにとりましては特別扱

いという印象がぬぐえないという、こうした報告

も聞いております。また、東村山市では、子供の

ありのままを受けとめるという方向性で、ここは

看護師を派遣しているようですけれども、徐々に

きめ細かに体制を整えている。

また、中には、学校によりまして、また保育園

によりまして、こうした基準というよりも、保育

園とその地域の教育委員会、そしてまた医師とで

相談をしながら、御自分たちでこういう医療ケア

が学校内あるいは保育園内でできるという、この

体制づくりを既に目指しているということも伺っ

ております。

このように、先駆的に進めているという例もあ

るようですけれども、こうした取り組みにつきま

しては、文部科学省、また厚生労働省でどのよう

に把握をしていらっしゃるのか、見解をお伺いし

たいと思います。

○金森政府参考人 お答えを申し上げます。

医療的ケアに関する取り組みについてでござい

ますけれども、文部科学省におきましては、平成

十年度から、養護学校と医療福祉関係機関との効

果的な連携方策でございますとか、看護師の配置

により対応する場合の教員や医師、看護師、保護

者等が連携した対応のあり方について調査研究を

行ってきたところでございます。

これらの調査研究の結果を踏まえまして、平成

十五年度からは、厚生労働省との連携のもと、養

護学校における関係者の連携や、医療福祉等関係

機関及び都道府県の関係部局間の連携、並びに看

護師と教員の連携のあり方など、養護学校におけ

る医療的ケアの体制整備を図るためのモデル事業

を行っているところでございます。このモデル事

業におきましては、看護師の常駐など一定の体制

のもとで、教員が咽頭より手前のたんの吸引など

を行うことが認められているところでございま

す。

現在、養護学校における医療的ケアの体制整備

を図るということが喫緊の課題となっております

ので、私どもといたしましては、そういった体制

整備に力を注いでまいりたいと考えているところ

でございます。

○伍藤政府参考人 全国的に、網羅的に調査したも

のはございませんし、それから、障害児保育全般

につきましても、今一般財源化をして、各市町村

で工夫をしてやっていただいておりますから、す

べて私ども把握しているわけではありませんが、

御指摘のありました東村山市あるいは東大和市に

おける実例につきましては、例えば東村山市にお

きましては、たんの吸引を必要とする子供さんを

受け入れて、これは市が実施をしている障害児保

育の単独加算で対応したというふうに承っており

ます。

それから、東大和市の場合には、これは先ほど

来御指摘のあります喉頭軟化症の事例であります

が、この場合には非常に頻回にたんの吸引が必要

ということで、保育所での受け入れは困難という

ふうに地元で判断をして、肢体不自由児通所施設

に通われておる、こういうふうに、それぞれの状

態に応じて扱いも区々でございます。

それぞれの実態に応じてどういう対応が可能か

というのをやはり当該市町村で御判断をいただく

ほかはないと思いますが、その大前提として、先

ほど来申し上げております、保育所の場合には、

看護師がすべてには配置をされておらないという

状況と、それから、医療行為として看護師でなけ

ればならないのか、こういったところの基本的問

題を並行して検討していって、保育所としてどう

いった対応が可能か、それぞれの市町村で御判断

をいただくということになろうかと思っておりま

す。

○高木（美）分科員 ありがとうございました。

ちょっと一点訂正をお願いしたいと思います

が、今お話のございました東大和市のたんの吸引

が頻繁でなければという、そのお子さんに私はお

目にかかってまいりました。ですので、恐らく市

からの報告と現実と若干ずれがある場合もあると

いうことを、また今後の参考にしていただければ

幸いでございます。

最後に、医療行為というこの言葉でございます

けれども、これはやはり医師の医学的判断と技術

をもってしなければ人体に危害を及ぼし、また危

害を及ぼすおそれのある行為という、このように

私は認識をしております。

先ほどからずっと申し上げておりますように、

機械の発達、また医学の進歩によりまして、こう

した障害になるものは徐々に取り除かれていると

いう現実を実感いたします。

そこで、先ほど大臣が、医者でなければ、また

看護師でなければという、こういうお話をしてい

らっしゃいましたけれども、私は、医者や看護師

でなければできないという、何がそうなのか、そ

してまた、もっと簡単な日常的なケア、まさに生

活行為と言われる、そういう内容につきましては、

やはり身近な方たちが行えるように、もっと現実

に合わせた形に考えていただければと思っており

ます。

その意味では、看護師さんは、もっと大きな立

場で、できれば教員の方であるとか、またヘルパ

ーさんであるとか、そういう方たちへの指導、研

修を行っていく、またこういう医療的ケアに携わ

る方たちをサポートしていく、こういうまさに大



*1 保健師助産師看護師法第３１条第１項 看護師でない者は第５条に規定する業〔傷病者若しくはじよく婦

に対する療養上の世話又は診療の補助〕をしてはならない。
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きなシステムにしていかなければいけないのでは

ないか、このように思っております。

特に、最近はこうした医療的ケアを必要とする

障害児が大変増加をしております。これからは、

父親といいましても母親といいましても、女性も

外に出て働く、こういう傾向が大変強くなってお

ります。そういう中で、やはり医療、教育、福祉

という、こういう総合的な面からも子育て支援を

総合的に考えていただきまして、またこういうも

のの検討をお願いしたいと思います。大臣のそう

したお考え、また御決意をお伺いいたしまして、

質問を終了させていただきたいと思っておりま

す。

○坂口国務大臣 何を医療と言うかというのはなか

なか難しいことでございますが、昔は保健師が地

域で血圧をはかることさえ、これは認められなか

ったと申しますか、だめだと言われた時期もあっ

たわけでございます。しかし、看護師が血圧をは

かることは当然というふうに言われるようにな

り、そして今や家庭でだれでも血圧ははかること

ができるということになったわけであります。た

んの吸引の場合には、これは若干注意をしなきゃ

ならない点が幾つかあることは事実でございます

けれども、それぞれの御家庭におきましては、皆

さん、たんの吸引をおやりになっているわけであ

りますから、その辺のところはもう少しルールを

つくって、きちっと対応ができるようになるので

はないかというふうに私は思っている次第でござ

います。

いずれにいたしましても、関係者ともよく相談を

しなければならないというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

○高木（美）分科員 ありがとうございました。

２-４ 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関する
とりまとめ

【在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会 平成 16 年 9 月 17 日】
１ 報告書の目的

○ 「在宅及び養護学校における日常的な医療

の医学的・法律学的整理に関する研究」は、

行政的課題となっている①ＡＬＳ以外の在

宅患者に対するたんの吸引行為と、②盲・

聾・養護学校における医療のニーズの高い

幼児、児童及び生徒（以下「児童生徒等」

という。）に対するたんの吸引、経管栄養及

び導尿（以下「たんの吸引等」という。）に

焦点を当て、それらの医学的・法律学的整

理を行うことを目的としている。

○ ②の盲・聾・養護学校におけるたんの吸引

等の問題については、すでに文部科学省に

より平成１０年度から平成１４年度にかけ

て実施された「特殊教育における福祉・医

療等との連携に関する実践研究」及び平成

１５年度から実施されている「養護学校に

おける医療的ケアに関するモデル事業」（以

下「モデル事業等」という。）において実践

的な研究がなされてきたところであるが、

たんの吸引等の取扱いをどうするかの結論

が求められている状況にあり、①の在宅患

者に対するたんの吸引の問題に先んじて整

理することとした。

○ モデル事業等の現状及びそれに対する評価

を踏まえ、盲・聾・養護学校における医療

のニーズの高い児童生徒等に対するたんの

吸引等を教員が実施することについて、医

学的・法律学的な問題の整理を行い、結論

をとりまとめた。

○ この報告は、モデル事業等の成果を基に、

盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等に

ついて、教員が行うことが許容される範囲

・条件等について検討を行ったものであり、

たんの吸引等以外の行為や、盲・聾・養護

学校以外での医行為についての検討を行っ

たものではない。

○ ＡＬＳ以外の在宅患者に対するたんの吸引

行為に関する医学的・法律学的整理は、こ

の報告の後、あらためて検討する。

２ 盲・聾・養護学校における日常的な医療の提供

を巡る現在の状況

（１）現行の法規制

○ 医師法第１７条は、「医師でなければ、医業

をなしてはならない」と規定している。行

政解釈上、「医業」とは、医師の医学的判断

及び技術をもってするのでなければ人体に

危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれの

ある行為（医行為）を、反復継続する意思

をもって行うことと解釈されている。

○ また、保健師助産師看護師法上、看護師が

行う医行為は診療の補助行為に位置付けら

れるものと解釈されており
*1
、その他の医療

関係の資格を有する者が行う医行為も、同



*1 肢体不自由養護学校において、日常的に経管栄養、吸引（口腔内、鼻腔内、気管内）、酸素吸入、ネブラ

イザーによる吸入、薬液の吸入、人工呼吸器の使用、気管切開部の管理、経鼻エアウェイの装着、自己導尿

又は介助導尿を必要とする児童生徒（通学生）の割合は、平成８年度の１０．６％から平成１５年度の１８．

７％に増加した。（肢体不自由養護学校長会調査）
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様の位置付けを与えられている。

○ したがって、医療関係の資格を保有しない

者が医行為を業として行うことは一般的に

禁止されている。

（２）ＡＬＳ分科会報告書を踏まえた行政的対応

○ 在宅で療養しているＡＬＳ患者のたんの吸

引については、当該行為が患者の身体に及

ぼす危険性にかんがみ、原則として、医師

又は看護職員が行うべきものとされてきた。

しかし、在宅のＡＬＳ患者にとっては、頻

繁にたんの吸引が必要であることから、家

族が２４時間体制で介護を行っているなど、

患者・家族の負担が非常に大きくなってお

り、その負担の軽減を図ることが求められ

ていた。

○ 平成１５年６月、「看護師等によるＡＬＳ患

者の在宅療養支援に関する分科会」は、報

告書をとりまとめた。この報告書では、在

宅で療養しているＡＬＳ患者に対するたん

の吸引行為について、基本的には医師又は

看護職員が行うことを原則としつつも、３

年後に、見直しの要否について確認するこ

とを前提に、医師の関与やたんの吸引を行

う者に対する訓練、患者の同意など一定の

要件を満たしていれば、家族以外の者が実

施することもやむを得ないものとされた。

なお、家族以外の者が実施するたんの吸引

は、当面やむを得ない措置として実施する

ものであって、ホームヘルパー業務として

位置付けられるものではないとされている。

その後、行政の実務においても、同旨の医

政局長通知（平成１５年７月１７日医政発

第 07170 01号）が発出された。
○ これは、ＡＬＳ患者の在宅療養という限定

された状況において、一定の厳格な条件を

満たしていれば、たんの吸引という医行為

を家族以外の者が実施しても、医師法第１

７条との関係では違法性が阻却されるもの

として取り扱ったものである。

（３）モデル事業等の現状及び評価

○ 近年の医学・医療技術の進歩やノーマライ

ゼーションの理念の普及などを背景に、盲

・聾・養護学校におけるたんの吸引等の必

要性が高い児童生徒等の割合が増加しつつ

ある。
*1
このため、盲・聾・養護学校にお

いて、障害のある子どもの教育を受ける権

利や、その前提として安全かつ適切な医療

・看護を受ける権利を保障する体制を整備

する必要性が高まってきている。しかし、

たんの吸引等は現状では医師若しくは看護

職員又は保護者が行うとされており、これ

らの児童生徒等が医療関係者の配置されて

いない盲・聾・養護学校に通学するために

は保護者の付き添いが必要となる。保護者

の負担の軽減という観点からも、盲・聾・

養護学校における体制整備の必要性が指摘

されている。

○ このような事情から、文部科学省では、厚

生労働省と各県教育委員会の協力を得て、

平成１０年度からモデル事業等を実施し、

盲・聾・養護学校における医療のニーズの

高い児童生徒等に対する教育・医療提供体

制の在り方を探ってきた。

○ モデル事業等では、非医療関係者が医行為

を実施する場合の危険性やこれらの行為が

必要となる頻度を踏まえ、「咽頭より手前の

吸引」、「咳や嘔吐、喘鳴等の問題のない児

童生徒で、留置されている管からの注入に

よる経管栄養（ただし、経管の先端位置の

聴診器による判断は除く）」及び「自己導尿

の補助」の３つの行為に限定し、どのよう

な医療体制の下で、どのような手続きを踏

んで、どこまでの行為を教員が行うことが

適当か、また、看護師と教員の連携の在り

方、医療・福祉の関係機関と連携した望ま

しい医療体制の在り方等について研究を行

った。

○ 医療安全面については、医療事故の発生の

報告はなく、看護師と教員の連携の中で円

滑にたんの吸引等が実施できた。また、医

療安全面の体制の充実という観点では、①

県レベルでの実施体制の整備を図ったこと

により地域の医療機関からの協力が得られ

た、②看護師が学校に常駐しているため、

教員が児童生徒等に対する医療上の配慮や

健康状態について相談することや、たんの

吸引等に関する知識、手技についての研修

を受けることが容易になり、教員が安心し

てたんの吸引等に従事できた、③健康管理、

健康指導が充実するとともに、これに携わ

る教員の資質の向上、予見・注意義務の徹

底による教員の危機管理意識の高揚を図る

ことができた、④緊急時の医療機関との連

絡体制が整備された、等の効果が観察され



*1 盲・聾・養護学校における業務にかんがみ、３（１）（イ）において述べる看護師のように、重度障害児

の看護に十分な知識・経験のある保健師、助産師及び准看護師を含む。
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た。

○ 教育面では、医療が安全に提供されたこと

により、授業の継続性の確保、訪問教育か

ら通学への移行、登校日数の増加、親から

離れて教育を受けることによる本人の自立

性の向上、教育の基盤である児童生徒等と

教員との信頼関係の向上、健康管理の充実、

生活リズムの確立等の効果が観察された。

○ 保護者が安心して児童生徒を学校に通わせ

ることができるようになり、また、たんの

吸引等が必要になったときに備えて学校待

機をする必要がなくなるなど、保護者の心

理的・物理的負担の軽減効果も観察された。

○ したがって、医療関係者の間の指示系統が

不明確であるなどいくつかの課題も指摘さ

れているものの、モデル事業等の下では、

関係者の協力により３つの行為は概ね安全

に行い得ることが実証され、教育上の成果

が上がったと評価することができる。

３ 盲・聾・養護学校における医療の実施の要件及

び法律的整理

医療に必要な知識・技能を有していない者が医

行為を行うことは本質的に危険な行為であるため、

医療に関する資格を有していない者が医行為を業

として行うことは法律により禁止されている。一

方、医療のニーズが高い児童生徒等を受け入れて

いる盲・聾・養護学校においては、教育と医療が

合わせて提供される必要がある。このため、盲・

聾・養護学校に通う医療のニーズが高い児童生徒

等の数が増加する中で、これらの児童生徒等の教

育を受ける権利を保障するためには、看護師の適

正な配置を進める必要がある。*1 しかし、必要な

医行為のすべてを担当できるだけの看護師の配置

を短期間のうちに行うことには困難があることも

予想される。

したがって、看護師を中心としながら看護師と

教員とが連携・協力して実施するモデル事業等の

成果を踏まえ、こうした方式を盲・聾・養護学校

全体に許容することは、医療安全の確保が確実に

なるような一定の条件の下では、やむを得ない。

なお、盲・聾・養護学校における看護師及び教

員による医行為は、適切な医学的管理を前提に、

学校長の統括の下、組織的に実施される必要があ

る。万一事故が発生したときの第一義的な責任は

学校にあると考えられるが、具体的な責任の所在

は事故の形態や過失の程度によって変わり得る。

（１）モデル事業等において教員に認められてい

た行為を盲・聾・養護学校全体に許容する

場合の要件

モデル事業等の対象となったたんの吸引等に

は医療関係者が行うのでなければ危険を伴う部

分があるため、モデル事業等において教員に認

められていた行為を盲・聾・養護学校全体に許

容する上では、看護師の適正な配置等による医

療関係者の関与など必要な条件を明らかにして

おく必要がある。

以下において、モデル事業等における評価を

踏まえ、教員が行うことが許容される医行為の

範囲と、それらを適正に実施するための条件を

示す。

（ア）教員が行うことが許容される行為の範囲

Ø 医行為は医療関係者が行うのが原則であ
り、教員は医療の専門家としての訓練を

受けていない。このため、モデル事業等

では、教員が行える行為は、他の行為に

比べ、医療関係者との協力の下では相対

的に危険性の程度が低く、また、日常的

に行われる頻度が高いと考えられた範囲

（①咽頭より手前のたんの吸引、②咳や

嘔吐、喘鳴等の問題のない児童生徒で留

置されている管からの注入による経管栄

養、③自己導尿の補助）に限定されてい

る。

Ø たんの吸引、経管栄養、自己導尿の補助と
いう３つの行為は、モデル事業等におけ

る要件の下では、概ね安全に実施されて

いるものと認められる。ただし、その前

提として、３つの行為の内容について一

定の共通理解が存在することが不可欠で

あると考えられるため、これら３つの行

為の標準的手順と、医療関係者との連携

を含む一定の条件の下で教員が行うこと

が許容される行為の標準的な範囲を別紙

１に示す。

Ø なお、胃ろう・腸ろうによる経管栄養につ
いては、モデル事業等の対象として明示

されていないが、鼻腔を経由しての経管

栄養に比べ、医学的に見ても相対的に安

全であるとの評価が定着している。肉芽

などの問題がある場合の衛生管理は看護

師が行う等の条件が整っていれば、胃ろ

う・腸ろうからの食物・栄養物の注入を

教員が行ったとしても、安全が確保でき

ると考えられる。このため、盲・聾・養

護学校において教員が行い得る経管栄養

に含めて考えて差し支えない。

Ø 導尿については、モデル事業等では、児童
生徒等が自ら導尿を行う場合の教員の補



*1 前田雅英『刑法総論講義（第３版）』東京大学出版会（平成１０年）206・207頁。
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助を念頭に、「自己導尿の補助」を教員が

行うことが許されることとされていたが、

その部分の記述だけでは必ずしも導尿の

手順全体が明らかにならないので、この

報告では、モデル事業等の成果を踏まえ

つつ、導尿の手順全体を記述した上で看

護師が行うべき部分と、教員が行うこと

も認められる部分とを明らかにしている。

（イ）非医療関係者である教員がたんの吸引等

を実施する上で必要であると考えられる条件

Ø 非医療関係者である教員がたんの吸引等を
実施する上で、本来、教員は医行為を行

う職種としての専門的訓練を受けていな

いことから慎重な対応が求められ、その

実施においても、危険をできるだけ減少

させるため具体的方策を立てるとともに、

責任の所在を明確にする必要がある。

Ø したがって、盲・聾・養護学校においてた
んの吸引等を安全かつ適切に実施するた

めには、非医療関係者である教員がたん

の吸引等を行うことに鑑み、教員の希望

等を踏まえるなど十分な理解を得た上で、

必要な研修を行い、上記の標準的な手順

を参考に、医師の承認の下、保護者及び

学校長の了解した範囲の行為のみを実施

することが必要である。また、医療関係

者間の指示系統の明確化を含め適正な医

学的管理の確保のための条件を整える必

要がある。

Ø 特に看護師の配置は重要な要素であり、児
童生徒等が学校に滞在している間、重度

障害児の看護に経験を有する看護師が適

正に配置されるとともに、医療機器の整

備を含め学校内の医療安全体制に関与す

る仕組みとする必要がある。

Ø また、養護学校においては、校内感染の予
防に注意する必要があり、看護師等医療

関係者による適切な感染管理が行われる

ことが不可欠である。

Ø 上記の課題を踏まえ、非医療関係者である
教員が医行為を実施する上で必要である

と考えられる条件は、別紙２の通りであ

る。

（２）法律的整理

（ア）実質的違法性阻却

Ø すでに述べたとおり、医師法第１７条は、
医師以外の者が医行為を反復継続する意

思をもって行うことを禁止している。教

員によるたんの吸引等の行為も、その本

来の業務であるか否かを問わず、反復継

続している以上医業に該当し、形式的に

は医師法第１７条違反の構成要件に該当

する部分がある。

Øしかし、構成要件に該当していたとしても、
当該行為の目的が正当であり手段が相当

であることなどの条件を満たしていれば、

違法性が阻却されることがあり得ること

は、学説・判例が認めるところである。

Ø 前出のＡＬＳ分科会報告書は、医療の資格
を持たないホームヘルパー等がたんの吸

引を行えば形式的には医師法第１７条違

反の構成要件に該当するが、当該行為が

在宅のＡＬＳ患者とその家族の負担を軽

減するという目的のため、医師の関与や

患者の同意、たんの吸引を行う者に対す

る訓練などＡＬＳ分科会報告書によって

明示された条件を満たして行われている

のであれば、実質的に違法性が阻却され

るという考え方に基づいているものと考

えられる。

Ø 医師法第１７条の究極の目的は国民の健康
な生活の確保であり、この趣旨を没却す

るような解釈は許されない。しかし、現

在の盲・聾・養護学校をとりまく状況を

前提とすると、盲・聾・養護学校の児童

生徒等に適切な医療を提供しつつ教育を

受けさせるためには、この報告が検討の

対象としている盲・聾・養護学校におけ

るたんの吸引等の行為についてもＡＬＳ

分科会報告書と同様の違法性阻却の考え

方を当てはめることは法律的には許容さ

れるのではないかと考えられる。

（イ）判例の示す違法性阻却の５条件

Ø 刑罰法規一般について、判例が実質的違法
性阻却事由としてほぼ共通に挙げる条件

は、①目的の正当性（単に行為者の心情

・動機を問題にするのではなく、実際に

行われる行為が客観的な価値を担ってい

ること）、②手段の相当性（具体的な事情

をもとに、「どの程度の行為まで許容され

るか」を検討した結果として、手段が相

当であること）、③法益衡量（特定の行為

による法益侵害と、その行為を行うこと

により達成されることとなる法益とを比

較した結果、相対的に後者の法益の方が

重要であること）、④法益侵害の相対的軽

微性（当該行為による法益侵害が相対的

に軽微であること）、⑤必要性・緊急性（法

益侵害の程度に応じた必要性・緊急性が

存在すること）である。
*1
今回の問題に



*1 法益侵害の相対的軽微性とは、たんの吸引等の行為が本来危険を伴わないという意味ではない。
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ついても、実質的違法性阻却を説明する

上では、これらの実務上の５つの要件該

当性を確認することが適当である。

Ø 以下で、上の５つの条件について、たんの
吸引等を医療関係者でない教員が行うこ

とと医師法第１７条との関係についてみ

る。

Ø 目的の正当性についてみると、盲・聾・養
護学校において教員がたんの吸引等を限定

された範囲で行うのは、児童生徒等が盲・

聾・養護学校において教育を受けることが

できるようにするためであり、憲法第２６

条の教育を受ける権利の実質的な保障のた

めの措置であること、また、保護者の負担

の軽減のためでもあることから、単に関係

者の一方的な善意のみではない客観的な価

値を担っているということができる。

Ø 手段の相当性についてみると、教員が行う
たんの吸引等は、別紙１に掲げる範囲で、

医療関係者の関与など別紙２の条件を守

って行われる場合には、医療の安全が十

分に確保され、手段として相当であると

いうことができる。

Ø 法益衡量についてみると、医療のニーズの
高い児童生徒等が盲・聾・養護学校にお

いて医療の安全を確保した上で教育を受

けることができるようになるという利益

と、医療関係者ではない一般の教員が一

定の限定された範囲の医行為を行った場

合の法益侵害とを比較すると、上記の手

段の相当性、下記の法益侵害の相対的軽

微性と合わせて考えれば、前者の利益の

方が後者の法益侵害よりも大きいのでは

ないかと考えられる。

Ø 法益侵害の相対的軽微性についてみると、
今回の措置は、盲・聾・養護学校という

限定された場で、児童生徒等が必要とす

る医療のうち必要な条件を整えれば医療

に関する資格を有していない教員であっ

ても安全に実施できると考えられるもの

だけを、看護師の常駐の下で、児童生徒

等及び保護者の信頼を得た特定の教員が

必要な研修を受けた上で行うものである。

したがって、無資格医業を助長するもの

ではなく、公衆衛生上の危険は相対的に

小さいと考えることができる。*1

Ø 必要性・緊急性についてみると、盲・聾・
養護学校の現在の職員配置を前提とすれ

ば、児童生徒等に対し教育を提供してい

く上で、教員がたんの吸引等を行う必要

性があり、かつ、それらの行為を緊急に

実施することが不可欠である。

Ø したがって、判例から抽出された上記の５
つの条件に照らしてみても、教員による

たんの吸引等は、医師法第１７条との関

係では違法性が阻却されるものと考えら

れる。

（３）環境の変化に応じた見直し

○ 今回の考え方の整理は、現状及びこれまで

の知見を念頭に置いたものであり、医療を

必要とする児童生徒等を取り巻く環境の変

化に応じて適宜見直す必要がある。また、

盲・聾・養護学校全体に教員によるたんの

吸引等を許容する上では、モデル事業等の

成果や本報告の趣旨が関係者に周知徹底さ

れるようきめ細かな研修を行うとともに、

実施状況の点検・評価等を通じ医療安全の

確保に十分配意することも重要である。こ

のため、厚生労働省及び文部科学省は、盲

・聾・養護学校における医療を必要とする

児童生徒等の状況、看護師の配置状況、医

療技術の進歩等の状況について、今後とも

継続的に把握を行い適切に対応することが

必要である。

４ おわりに

○ 盲・聾・養護学校において医療のニーズの

高い児童生徒等に対して適切な医療を保障

していくため、盲・聾・養護学校において

医療を適切に提供していく体制の整備の必

要性が認識されたことが、平成１０年度の

文部科学省の実践研究が開始された当時の

出発点であった。以来、６年余の年月を経

て、モデル事業等で行われた体制の整備を、

盲・聾・養護学校全体に許容することが可

能な段階に達している。

○ この報告では、盲・聾・養護学校において、

たんの吸引等を適切に行うための条件を示

したが、この報告による提言が多くの盲・

聾・養護学校で実施に移されれば、医療の

ニーズの高い児童生徒等のうち通学する者

の教育環境が向上し、盲・聾・養護学校に

おける教育は新たな展開の時を迎えること

となる。

○ したがって、国においては、本報告を踏ま

え、早期に適切な取扱い方針を打ち出すべ

きである。また、厚生労働省と文部科学省

が密接に連携し、盲・聾・養護学校におけ

る看護師の適正配置など体制整備の状況を

継続的に点検し、それらの水準の維持・向

上のための方策を探っていくべきである。
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○ また、増大する医療需要に対応し、盲・聾

・養護学校の児童生徒等に必要な医療を適

切に提供するため、看護師の適正配置への

努力など、地域医療関係者、教育関係者を

はじめ、都道府県保健福祉担当部局、都道

府県教育委員会等の一層の努力を要請した

い。

（別紙１）たんの吸引、経管栄養及び導尿の標準的

手順と、教員が行うことが許容される行為の標

準的な範囲

たんの吸引、経管栄養及び導尿について、文部科

学省のモデル事業等における実績と現在の医学的知

見を踏まえると、看護師が当該盲・聾・養護学校に

配置されていることを前提に、所要の研修を受けた

教員が行うことが許容される行為の標準的な範囲

は、それぞれ以下の通りである。しかし、いずれの

行為にあっても、その処置を行うことが適切かどう

かを医療関係者が判断し、なおかつ、具体的手順に

ついては最新の医学的知見と、当該児童生徒等の個

別的状況を踏まえた医療関係者の指導・指示に従う

ことが必要であり、緊急時を除いては、教員が行う

行為の範囲は医師の指示の範囲を超えてはならな

い。

１ たんの吸引

（１）標準的な手順

①深く入りすぎないようにあらかじめチューブを

挿入する長さを決めておく。

②適切な吸引圧で、吸引チューブを不潔にしない

ように、吸引する。

③咽頭にある痰を取り除くには、鼻腔から吸引チ

ューブを挿入して吸引した方が痰を取り除きや

すい場合もある。

④その場合、鼻腔粘膜などを刺激して出血しない

ようにチューブを入れる方向等に注意しながら

挿入する。

（２）教員が行うことが許容される標準的な範囲と

看護師の役割

①咽頭より手前の範囲で吸引チューブを口から入

れて、口腔の中まで上がってきた痰や、たまっ

ている唾液を吸引することについては、研修を

受けた教員が手順を守って行えば危険性は低

く、教員が行っても差し支えないものと考えら

れる。

②鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイドを刺

激しての出血が、まれではあるが生じうる。ま

た、鼻や口からの、咽頭の奥までの吸引を行え

ば、敏感なケースでは嘔吐・咳込み等の危険性

もある。したがって、鼻からの吸引や、口から

咽頭の奥までの吸引は、「一般論として安全で

ある」とは言い難い。しかし、鼻からの吸引は、

児童生徒等の態様に応じ、吸引チューブを入れ

る方向を適切にする、左右どちらかのチューブ

が入りやすい鼻からチューブを入れる、吸引チ

ューブを入れる長さをその児童生徒等について

の規定の長さにしておく、などの手順を守るこ

とにより、個別的には安全に実施可能である場

合が多い。以上の点を勘案すると、教員は、咽

頭の手前までの吸引を行うに留めることが適当

であり、咽頭より奥の気道のたんの吸引は、看

護師が担当することが適当である。

２ 経管栄養（胃ろう・腸ろうを含む）

（１）標準的な手順

①鼻からの経管栄養の場合には、既に留置されて

いる栄養チューブが胃に挿入されているか注射

器で空気を入れ、胃に空気が入る音を確認する。

②胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合には、び

爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に問題がな

いことの確認を行う。

③胃・腸の内容物をチューブから注射器でひい

て、性状と量を確認、胃や腸の状態を確認し、

注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断

する。

④あらかじめ決められた注入速度を設定する。

⑤楽な体位を保持できるように姿勢の介助や見守

りを行う。

⑥注入終了後、微温湯を注入し、チューブ内の栄

養を流し込む。

（２）教員が行うことが許容される標準的な範囲と

看護師の役割

①鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確

に胃の中に挿入されていることの確認は、判断

を誤れば重大な事故につながる危険性があり、

看護師が行うことが適当である。

②胃ろう・腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経

管栄養に比べて相対的に安全性が高いと考えら

れるが、胃ろう・腸ろうの状態に問題のないこ

との確認は看護師が行うことが必要である。

③経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、

看護師が行うことが望ましいが、開始後の対応

は多くの場合は教員によっても可能であり、看

護師の指示の下で教員が行うことは許容される

ものと考えられる。

３ 導尿

（１）標準的な手順

①全手順を通じ、身体の露出を最小限とし、プラ

イバシーの保護に努める。

②尿道口を消毒薬で清拭消毒する。

③カテーテルが不潔にならないように、尿道口に

カテーテルを挿入する。

④カテーテルの挿入を行うため、そのカテーテル

や尿器、姿勢の保持等の補助を行う。

⑤下腹部を圧迫し、尿の排出を促す。

⑥尿の流出が無くなってから、カテーテルを抜く。

（２）教員が行うことが許容される標準的な範囲と

看護師の役割
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○尿道口の清拭消毒やカテーテルの挿入を本人が

自ら行うことができない場合には、看護師が行

う。

○本人又は看護師がカテーテルの挿入を行う場合

には、尿器や姿勢の保持等の補助を行うことに

は危険性はなく、教員が行っても差し支えない

ものと考えられる。

（別紙２） 非医療関係者の教員が医行為を実施す

る上で必要であると考えられる条件

１ 保護者及び主治医の同意

①保護者が、当該児童生徒等に対するたんの吸引

等の実施について学校に依頼し、学校の組織的

対応を理解の上、教員が当該行為を行うことに

ついて書面により同意していること

②主治医が、学校の組織的対応を理解の上、教員

が当該行為を行うことについて書面により同意

していること

２ 医療関係者による的確な医学管理

③主治医から看護師に対し、書面による必要な指

示があること

④看護師の具体的指示の下、看護師と教員が連携

・協働して実施を進めること

⑤児童生徒等が学校にいる間は看護師が学校に常

駐すること

⑥保護者・主治医※・看護師及び教員の参加の

下、医学的管理が必要な児童生徒ごとに、個別

具体的な計画が整備されていること

３ 医行為の水準の確保

⑦看護師及び実施に当たる教員が必要な知識・技

術に関する研修を受けていること

⑧特定の児童生徒等の特定の医行為についての研

修を受け、主治医※が承認した特定の教員が実

施担当者となり、個別具体的に承認された範囲

で行うこと

⑨当該児童生徒等に関する個々の医行為につい

て、保護者、主治医※、看護師及び教員の参加

の下、技術の手順書が整備されていること

４ 学校における体制整備

⑩学校長が最終的な責任を持って安全の確保のた

めの体制の整備を行うため、学校長の統括の下

で、関係者からなる校内委員会が設置されてい

ること

⑪看護師が適正に配置され、児童生徒等に対する

個別の医療環境に関与するだけでなく、上記校

内委員会への参加など学校内の体制整備に看護

師が関与することが確保されていること

⑫実施に当たっては、非医療関係者である教員が

たんの吸引等を行うことにかんがみ、学校長は

教員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得る

ようにすること

⑬児童生徒等の健康状態について、保護者、主治

医※、学校医、養護教諭、看護師、教員等が情

報交換を行い連携を図れる体制の整備がなされ

ていること。同時にそれぞれの責任分担が明確

化されていること

⑭盲・聾・養護学校において行われる医行為に関

し、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更

新されていること

⑮指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成さ

れ、適切に管理・保管されていること

⑯ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、医師・看

護師の参加の下で、定期的な実施体制の評価、

検証を行うこと

⑰緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、そ

の訓練が定期的になされていること

⑱校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分

留意すること

５ 地域における体制整備

⑲医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関と

の日頃からの連絡支援体制が整備されているこ

と

⑳都道府県教育委員会等において、総括的検討・

管理が行われる体制の整備が継続的になされて

いること

※ 学校が依頼し、主治医の了承の下に指導を行

う「指導医」がいる場合は「指導医」も含む。

（参考１）

在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・

法律学的整理に関する研究会委員名簿（五十音順）

青木重孝 （社）日本医師会常任理事

阿部俊子 （社）日本看護協会副会長

飯野順子 筑波大学附属学校教育局教授

伊藤道哉 東北大学大学院医学系研究科講師

井上愛子 東京都多摩立川保健所企画調整課

川村佐和子 東京都立保健科学大学保健科学部

看護学科教授

北住映二 心身障害児総合医療療育センター

外来療育部長

○木村光江 東京都立大学法学部教授

島崎謙治 国立社会保障・人口問題研究所副所長

中桐佐智子 吉備国際大学保健科学部

看護学科学科長

◎樋口範雄 東京大学大学院法学政治学研究科教授

（英米法）

福原信義 上越総合病院神経内科

（脳神経センター長）

山路憲夫 白梅学園短期大学福祉援助学科教授

※ ◎：座長

※ ○：副座長

※ 敬称略
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（参考２）

「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究」

これまでの検討経緯

回数 開催日時 議事内容

第１回 ５月３１日（月）16:00～ 18:00 ①これまでの経緯
②盲・聾・養護学校に通う児童生徒に対する日常的な医療の
現状

第２回 ６月２日（水） 14:00～ 16:00 関係者からのヒアリング

６月２１日（月）11:00～ 14:00 千葉県立桜が丘養護学校（モデル事業実施校）視察

第３回 ６月３０日（水）10:00～ 12:00 ①モデル事業の成果について
②論点整理メモ（案）について

第４回 ７月７日（水）10:00～ 12:00 ①看護師の配置状況について
②盲・聾・養護学校において教員が行う医行為の範囲につい
て

③教員が医行為を実施する上で最低限満たしている必要のあ
る条件（案）について

④盲・聾・養護学校の教員による医行為の位置づけの考え方
について

第５回 ７月２２日（木）16:00～ 18:00 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的
整理について（たたき台）
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３．病気療養児の教育保障に関する資料

３-1 衆議院 予算委員会第四分科会会議録
【第 159回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 2号 平成 16年 03月 02日】
○中根分科員 特別支援教育ということを推進して

いく中でやはり不可欠になるのは、教員の資質向

上、あるいは、先ほど大臣や局長さんがおっしゃ

っていただいているように、医療や福祉や労働関

係機関との密接な連携が重要だというふうに私も

考えさせていただきます。その観点から、幾つか

具体的なことについてお尋ねいたします。

例えば、長期入院中の難病児や自宅療養中の子

供への訪問教育の充実、これをどのようにこれか

ら推進していくか。

○近藤政府参考人 お答えいたします。

一つは、難病等による長期入院中の児童生徒に

対する教育の充実でございますが、私ども、平成

六年に局長通知を発出いたしまして、病気療養児

の教育の改善充実方策に努めてきたわけでござい

ます。各都道府県教育委員会におきましては、こ

の通知を受けまして、病院等の理解と協力を得ま

して、隣接、併設等の形態により、養護学校の分

教室を例えば病院の中に設けるとか、訪問教育を

実施する、あるいは院内学級というような形で特

殊学級の設置をする、いろいろな形態によって就

学に取り組んできているわけでございます。

そういった結果から、障害や病気を理由に、保

護者からの要請に応じて就学猶予、免除を受けて

いる子供は義務教育段階の児童生徒全体の０．０

０１％、これは国際的に見ても極めて低い状況に

なってきておると思っておりますが、なお引き続

きこういったものの充実には取り組んでまいりた

いと思っております。

３-２ こども病院（小児総合医療施設））における教育保障 （２００４年度）

施設名 郵便番号 住所 関わる学校
電話番号／ＦＡＸ

1 北海道立小児総合保健センタ 047-0261 北海道小博市銭函１-10-1 全くなし
ー 0134-62-5511／ 0l34-62-5517

2 茨城県立こども病院 311-4145 茨城県水戸市双葉台 3-3-1 県立友部東養護訪問
0292-54-1151／ 0292-54-2382

3 群馬県立小児医療センター 377-8577 群馬県勢多郡北橘村下箱田 779 県立赤城養護医療センター
0279-52-3551／ 0279-52-2045 分校

4 埼玉県立小児医療センター 339-8551 埼玉県岩槻市大字馬込 2100 県立岩槻養護
048-758-1811／ 48-758-1818

5 千葉県こども病院 266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町 579-1 県立袖ヶ浦養護院内学級
043-292-2111／ 043-292-3815

6 東京都立梅ヶ丘病院 156-0043 東京都世田谷区松原 6-37-10 都立青鳥養護分教室
03-3323-1621

7 国立成育医療センター 157-0074 東京都世田谷区 2-10-1 都立光明養護分教室
03-3416-0181／ 03-3416-2222

8 東京都立清瀬小児病院 204-8567 東京都清瀬市梅園 1-3-1 都立久留米養護分教室
0424-91-0011／ 0424-92-6291

9 東京都立八王子小児病院 193-0931 東京都八王子市台町 4-33-13 八王子市立七小・七中
0426-24-2255／ 0426-22-3048 都立八王子東養護訪問

10 神奈川県立こども医療センタ 232-8555 横浜市南区六ッ川 2-138-4 県立横浜南養護
ー 045-711-2351／ 045-721-3324

11 静岡県立こども病院 420-0953 静岡県静岡市漆山 860 県立中央養護訪問
054-247-6251／ 054-247-6259

12 長野県立こども病院 399-8288 長野県南安曇郡豊科町豊科 3100 豊科市立南小・
0263-73-6700／ 0263-73-5432 南中院内学級

県立安曇養護訪問
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13 愛知県心身障害者コロニー中 480-0392 愛知県春日井市神屋町 713-8 春日井市立坂下小
央病院 0568-88-0811／ 0568-88-0828 ・坂下中院内学級

県立春日台養護

14 名古屋第一赤十字病院 小児 453-0046 愛知県名古屋市中村区道下町 3-35 名古屋市立中村小
医療センター 052-481-5111／ 052-482-7733 ・中村中院内学級

県立大府養護訪問

15 あいち小児保健医療総合セン 474-0031 愛知県大府市森岡町尾坂田 1番の 2 県立大府養護
ター 0562-43-0500／ 0562-43-0513

16 滋賀県立小児保健医療センタ 524-0022 滋賀県守山市守山 5-7-30 県立守山養護
ー 077-582-6200／ 077-582-6304

17 国立療養所三重病院 514-0125 三重県津市大里窪田町 357 県立緑が丘養護
059-232-2531／ 059-232-5994

18 京都府立医科大学附属小児疾 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井 府立桃陽養護訪問
患研究施設 町 465

075-251-5111／ 075-251-5356

19 大阪府立母子保健総合医療セ 594-1101 大阪府和泉市室堂町 840 府立羽曳野養護医療センタ
ンター 0725-56-1220／ 0725-56-5682 ー分教室

20 大阪市立総合医療センター小 534-0021 大阪市都島区都島本通 2-13-22 院内学級
児保健医療センター 06-6929-1221／ 06-6929-2041

21 兵庫県立こども病院 654-0081 神戸市須磨区高倉台 1-1-1 神戸市立友生養護訪問
078-732-6961／ 078-735-0910

22 国立病院岡山医療センター小 701-1192 岡山市田益 1711-1 全くなし
児医療センター 086-294-9911／ 086-294-9255

23 県立広島病院母子総合医療セ 734-0004 広島市南区宇品神田 1-5-54 広島市立緑町小・緑町中院
ンター 082-254-1818／ 082-253-8274 内学級

24 国立療養所香川小児病院 765-0004 香川県善通寺市善通寺町 2603 県立善通寺養護
0877-62-0885／ 0877-62-5384

25 福岡市立こども病院感染症セ 810-0063 福岡市中央区唐人む 2-5-1 福岡市立唐仁小・唐仁中院
ンター 092-713-3111／ 092-713-3120 内学級

26 聖マリア病院母子総合医療セ 830-0047 福岡県久留米市津福本町 422 何もなし
ンター 0942-35-3322／ 0942-34-3115

27 宮城県立こども病院 989-3126 仙台市青葉区落合 4丁目 3-17 仙台市立西多賀小院内学級
022-391-5111／ 022-391-5118
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４．重症心身障害児（者）通園事業について

重症心身障害児（者）通園事業には、その機能と規模によってＡ型とＢ型の２種類があります。障害者プ

ランでも目標として数値が示されていますが、なかなか普及していかない現状があります。

また、利用者側にとっても自宅から遠い通園施設に通うことが困難な場合が見られます。そこで、昨年厚

生労働省は、居住地近くの施設を活用して、通園事業を行っている施設から職員を派遣するタイプの事業、

すなわち「Ｂ型巡回方式」を導入し、以下の通知を出しました。

障発第 1110001号
平成 15年 11月 10日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中核市市長

重症心身障害児(者)通園事業の実施について

厚生労働省社会・援護局

障害福祉部長

標記事業については、平成 8年 5月 10日児発第 496号
厚生省児童家庭局長通知「重症心身障害児(者)通園事業

の実施について」により実施してきたところであるが、

今般、在宅の重症心身障害児(者)に対する福祉の充実を

図るため、標記について、新たに別紙のとおり定め、平

成 15年 4月 1日より適応することとしたので、留意の上
その取扱いに遺憾なきを期せられたい。

なお、本通知の施行に伴い、旧通知は廃止する。

〔別紙〕

重症心身障害児(者)通園事業実施要綱

1 目的

重症心身障害児(者)通園事業(以下「通園事業」と

いう。)は、在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園

の方法により日常生活動作、運動機能等に係る訓練、

指導等必要な療育を行うことにより、運動機能等の低

下を防止するとともにその発達を促し、併せて保護者

等に家庭における療育技術を習得させ、もって在宅重

症心身障害児(者)の福祉の増進に資することを目的と

する。

2 実施主体

通園事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中

核市(以下「都道府県等」という。)とする。

なお、この事業の一部を重症心身障害児施設等を経

営する社会福祉法人等に委託することができる。

3 実施施設

(1) A型施設
A 型施設は、原則として重症心身障害児施設若しく

は肢体不自由児施設に併設又は同一敷地内に専用施設

を設けて実施するものとし、一日の利用人員は、原則

として一五人とする。

(2) B型施設
B 型施設は、原則として障害児(者)施設等において

施設運営に支障のない程度の人数(一日の利用人員 5
人を標準とする。)を受け入れて実施するものとする。

なお、B 型施設単独では毎日 5 人以上の利用が見込

めない地域にあっては、B 型施設を拠点として地域毎
に実施日を定め、アからウに掲げる職員がチームを組

んで巡回し、地域の公共施設等において事業を実施す

る方式（以下「B 型巡回方式」という。）により行な
うことができるものとする。

ア 看護師 イ 児童指導員又は保育士

ウ 理学療法士、作業療法士、言語療法等を担当

する職員

4 対象者

通園事業の対象となる者は、在宅の重症心身障害児

(者)とする。

5 利用者の決定

都道府県等は、本人又はその保護者の申請に基づき、

児童相談所等の意見を参考にして利用者を決定するも

のとする。

6 実施施設の構造及び設備

(1) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換

気等利用者の保健衛生、安全の確保及び防災に十

分配慮するものとする。

(2) A 型施設には、次に掲げる設備のほか必要な設
備を設けなければならないこと。ただし、重症心

身障害児施設等の設備を利用することにより通園

事業の効率的運営が期待できる場合であって、利

用者の処遇に支障がないときは、イからオまで及

びキに掲げる設備を設けないことができる。

ア 訓練室 イ 集会室兼食堂 ウ 診察室

エ 静養室 オ 浴室またはシャワー室

カ 便所 キ 調理室

ク リフト付き通園バス

(3) B 型施設は、障害児(者)施設等既存施設の設備
を利用するものとする。ただし、利用者及び入所

者の処遇に支障がないよう配慮しなければならな

い。

(4) B 型巡回方式により事業を実施する場合は、公
共施設等の設備を利用するものとし、次に掲げる

設備を利用できる施設において実施しなければな

いらないこと。ただし、利用者の処遇に支障がな

いときは、イからエに掲げる設備を設けないこと

ができる。

ア 訓練室 イ 医務室 ウ 静養室

エ 浴室またはシャワー室 オ 便所

7 職員の配置の基準

(1) A 型施設には、次に掲げる職員を置かなければ
ならないこと。ただし、ア、イについては、重症
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心身障害児施設等の職員を兼ねることができるも

のとする。

ア 施設長 イ 医師

ウ 看護婦 エ 児童指導員又は保母

オ 理学療法、作業療法、言語療法等を担当する

職員

カ その他この事業を実施するために必要な職員

(2) B 型施設には、次に掲げる職員を置かなければ
ならない。

ア 看護師 イ 児童指導員又は保育士

ウ 理学療法、作業療法、言語療法等を担当する

職員

エ その他この事業を実施するために必要な職員

8 実施方法等

(1) 開設日

通園事業は、原則として日曜日及び国民の休日を除

き毎日行うものとする。

(2) 指導等

ア 理学療法、作業療法、言語療法等による機能

回復訓練、日常生活における基本的動作の

指導、集団生活への適応等の訓練を行うこ

と。なお、指導、訓練等を行うに当たって

は、個々の利用者の状況、状態に応じて作

成された個別プログラムに基づいて行うこ

と。

イ 家庭における療育や保護者の悩み事などにつ

いての相談に応じ、必要な助言、指導を行

うこと。

ウ 利用者の家庭における状況、状態を把握する

ため、保護者とは、常に密接な連絡を保つ

こと。

(3) 衛生管理等

ア 実施施設に通所している者の使用する設備、

食器等については、衛生的な管理に努める

他、衛生上必要な措置を講じること。

イ 必要に応じ医薬品その他の医療品を備えるこ

と。

(4) 給食

給食は、利用者の身体的状況、訓練の状況、し

好等を考慮して行うこと。ただし、B 型巡回方式
により事業を実施する場合は、給食を行わないこ

とができる。

(5) 健康診断

利用者に対する健康診断は、入所時及び年二回

以上実施すること。

(6) 関係機関等との連携

都道府県等は、通園事業の運営について児童相

談所、精神薄弱者更生相談所、福祉事務所、保健

所、児童委員、精神薄弱者相談員、養護学校、医

療機関等と連携を密にし、利用者に対する指導が

円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとす

る。

なお、重症心身障害児(者)は、その障害の特性

から医療と密接な関係を保つ必要があるので、特

に、実施施設が医療機関でない場合には、医療機

関との緊密な連携を図ることとする。

9 利用者等の負担

利用者又はその保護者は、通園事業に要する費用の

うち飲食物費相当額を負担するものとする。

ただし、生活保護世帯に属する者については減免する

ことができる。

10 費用の支弁

通園事業に要する費用は都道府県等が支弁するもの

とする。

11 経費の補助

国は都道府県等がこの事業及びこの事業の実施のた

めに都道府県等又は社会福祉法人等の設置する A 型施
設の整備に要する費用について、別に定めるところに

より補助するものとする。

12 その他

(1) 特別の事情により、本要綱によりがたい場合は、

あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めると

ころによるものとする。

(2) 都道府県等は利用者の決定について、児童相談

所に委任することができる。
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Ⅲ 全国訪問教育研究会機関紙「こんにちは」目次

第９１号（２００３年１０月２０日発行）～第９６号（２００４年８月３０日発行）

●９１号（２００３年１０月２０日発行）

◇巻頭言「訪問教育の夢を育み豊かな専門性を創造

しましょう」

全国訪問教育研究会会長 猪狩恵美子

◇「Ａ君の訪問教育、その在宅医療ネットワーク」

京都府立与謝の海養護学校 木下博美

◇「第４回兵庫県・神戸市訪問教育交流会の報告」

神戸市立垂水養護学校 前原昌和

◇滋賀県に行って来ました

全国訪問教育研究会顧問 西村圭也

◇鹿児島・屋久島に行って来ました

全国訪問教育研究会顧問 西村圭也

◇いろいろ思うこと

◇シリーズ医療的ケア No.４「東京都の医療体制整
備事業が始まるまで」

下川和洋（東京都立府中養護学校・全訪研事務局）

◇ワークショップ報告「わらべ体操で遊ぼう」

神奈川県立座間養護学校 野口治子

◇高知大会の写真紹介

●９２号（２００３年１２月２０日発行）

◇巻頭言「今、改めて地域からの訪問教育を考える」

平賀 哲（全訪研副会長・新潟県立上越養護学校）

◇長崎・五島へ行って来ました

全国訪問教育研究会顧問 西村圭也

◇地域の小学校との交流

山梨県立やまびこ養護学校 古屋佳代

◇第１３回北陸甲信越地区訪問教育連絡会の報告

加藤善正（長野県立長野養護学校・長野県連絡員）

◇北陸甲信越訪問教育研究会 in長野
全国訪問教育研究会顧問 西村圭也

◇新潟県の医療的ケアの現状と課題～新潟県立月ヶ

岡養護学校の取り組みを中心に～

新潟県立月ヶ岡養護学校 古野芳毅

◇長野県における医療的ケアの現状と課題

長野県立長野養護学校 野本和之

◇重度障害者活動施設「ねーぶる」について

鷹巣裕美子（愛知県）

◇松戸養護学校と松戸矢切高校との交流について

千葉県立松戸養護学校 岡田敏男

◇卒業生も交えた楽しい行事

石川県立明和養護学校 山崎 隆

◇２００３年度全国訪問教育親の会「文部科学省要

請」

◇シリーズ医療的ケア No.５「重心施設での実技研
修」

下川和洋（東京都立府中養護学校・全訪研事務局）

◇全国各地・いろいろな遊び・歌

「君の学校」「君とぼく」

石川県立明和養護学校 吉藤寛二

◇編集後記

●９３号（２００４年２月２０日発行）

◇巻頭言「生きて働く生活支援ネットワークを」全

国訪問教育研究会副会長 木下博美

◇訪問教育をめぐる動き～連絡員コールから～ 全

国訪問教育研究会会長 猪狩恵美子

◇連絡員コールが楽しくなってきたぞ！

神戸市立垂水養護学校 前原昌和

◇教科対応の訪問生と通学生の関わり

東京都立光明養護学校 樫木暢子

◇東京都訪問教育研究協議会の状況について

東京都立北養護学校 栗山弘子

◇ネパールへ行って来ました

全国訪問教育研究会顧問 西村圭也

◇加藤先生お元気です 西村圭也

◇シリーズ医療的ケア No.６「肢体不自由養護学校
における医療体制整備事業」

下川和洋（東京都立府中養護学校・全訪研事務局）

◇全訪研岡山大会のお知らせ

◇役員会・合同会議報告

◇編集後記

●９４号（２００４年４月２０日発行）

◇巻頭言「子どもの真実に迫る訪問教育を～特別支

援教育と子どものニーズ」

全国訪問教育研究会会長 猪狩恵美子

◇北陸甲信越地区訪問教育連絡会でーす

◇兵庫県・神戸市訪問教育交流会

神戸市立垂水養護学校 前原昌和

◇大阪から「こんにちは！」

◇重心施設砂子療育園内訪問教室で迎えた卒業式

兵庫県立阪神養護学校 木田祐子

◇新しく訪問担当になったみなさんへ「共に生きる
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ということ」

介護福祉士 関原和佳子

◇シリーズ医療的ケア No.７「医療体制整備事業の
モデル校の取り組み その１」

下川和洋（東京都立府中養護学校・全訪研事務局）

◇「そよかぜのアルバム」の紹介記事が出ました

◇全国各地・いろいろな遊び・歌

「重度障害児の体操について～わらべ体操の特徴」

全国訪問教育研究会顧問 西村圭也

◇編集後記

●９５号（２００４年６月２０日発行）

◇巻頭言「おいでんせぇー岡山大会へ」

岡山大会現地事務局長 丹波正廣

◇京都府の訪問教育こぼれ話

京都 木下博美

◇東京都訪問教育研究協議会のその後について

東京 栗山弘子

◇新しく訪問担当になったみなさんへ「バイタルサ

インについて」

東京都立多摩養護学校 高木 尚

◇シリーズ医療的ケア No.８「医療体制整備事業の
モデル校の取り組み その２」

下川和洋（東京都立府中養護学校・全訪研事務局）

◇第１７回岡山大会のお知らせ

◇岡山大会「教材募集」のお知らせ！

◇全国訪問教育実施状況～２００４年５月連絡員コ

ールより～

◇全訪研総会資料「活動経過報告」「エリエール訪

問教育巡回講座報告」「地域活動推進費のお知らせ」

「２００４年度活動方針」「役員候補の提案」

◇全国病弱教育研究会全国大会のお知らせ

◇編集後記

●９６号（２００４年８月３０日発行）

第１７回岡山大会特集号

◇開会挨拶 猪狩恵美子（全訪研会長）

◇来賓挨拶 佐々部和生（岡山県教育委員会）

◇実行委員長挨拶 山本 孚（元岡山西養護学校長）

◇開催地（岡山）からの報告

中田敏子（岡山県立誕生寺養護学校）

福島公子（岡山県訪問教育保護者）

◇大会記念講演

「これまで」と『これから』の療育：発達障害児と

家族のための新しい療行くの姿

今川忠男（理学療法士・旭川荘療育センター児

童院 副院長）

◇分科会記録

「健康・身体づくり」

「コミュニケーション」

「あそび」

「授業づくりと教育課程」

「病気療養児の教育」

「医療的ケアを必要とする子の教育」

「地域での生活支援と教育」

「制度・条件整備」

「保護者とともに訪問教育を考える」

◇ワークショップ感想

「わらべうた」

「各地の情報を交流しよう」

「家庭でできる介助の基本」

「ＦＢＭの理論と実際」

「“そよ風のアルバム”解説」

「チャレンジしよう手作り教材」

◇全訪研総会報告

「２００３年度会計報告」「２００４年度予算案」

「役員体制」「事務局員・連絡員委嘱」

◇基調報告

◇調査・研究報告概要

◇閉会行事（大会宣言、次回開催地への引継ぎ、他）

◇大会写真いろいろ

◇事務局より

◇全国訪問教育親の会全国交流会のお知らせ

◇編集後記
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編集後記

「訪問教育研究 第１７集」をお届けいたします。

今年行われた、全国大会第１７回岡山大会は、参加者に「訪問教育」について、もう一度考える機会

を提供したといえます。それは、開会全体会での、「訪問教育は、なぜ、週６時間なのでしょうか？」

という、親御さんの痛切な訴えでした。限られた条件の中でも、努力を重ね、子どもたちと一緒に教

育内容を作ってきたことに対しては誇りを持つとして、その教育条件については、行政の責任であっ

ても、訪問教育は全く不十分な、差別的なものといっても良いような厳しい中にあることが、もう一

度意識されたといえましょう。今、障害児教育が「特別支援教育」に大きく変わろうとしている中です

が、「一人ひとりのニーズという理念」をふまえるならば、訪問教育こそ、一番に充実の手を打たれな

ければならないと感じるには、私だけではないでしょう。

今後とも、教育内容の交流や検討を進めつつ、よりよい教育条件を目指し運動を進めていくために、

本誌を活用していただければ、幸いです。

加藤先生のご逝去にあたり、ご冥福をお祈りいたします。全訪研及び本研究誌の発展方向を提起され

ていたお言葉が心に残ります。

最後になりましたが、お忙しい中、原稿の執筆を頂いた多くの先生方に御礼申し上げます。多々あ

る不十分な点は、ご容赦をお願いいたします。ありがとうございました。

（高木）

２００４年１２月
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